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１．2005 年２月 19 日、ワシントンにおいて、日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）が開催され、ライス国務長官及びラムズフ

ェルド国防長官は、町村外務大臣及び大野防衛庁長官を同委員会の場で迎えた。閣僚は、日米両国が直面している安全保障

上の問題及び日米同盟に係る問題並びに両国関係に関するその他の問題について協議を行った。 
 
  今日の世界が直面する課題に対する共同の取組 
 

２．閣僚は、日米両国間の協力関係が、安全保障、政治、経済といった幅広い分野で極めて良好であることに留意した。閣僚

は、日米安全保障体制を中核とする日米同盟関係が日米両国の安全と繁栄を確保し、また、地域及び世界の平和と安定を高

める上で死活的に重要な役割を果たし続けることを認識し、この協力関係を拡大することを確認した。 
 
３．閣僚は、既に成果を生み出している、アフガニスタン、イラク及び中東全体に対する国際的支援の供与における日米両国

のリーダーシップの重要性を強調した。閣僚は、インド洋における地震及びそれに続く津波災害の被害者に対する幅広い支

援を行うに当たり、日米間の協力が他の国の参加を得て成功裡に行われていることを賞賛した。 
 
４．閣僚は、不拡散、特に拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）を推進する上で、日米両国間の協力と協議が中枢的な重要性

を有してきたことを認識した。閣僚は、日本、米国及び他の国が主催した多数国間の阻止訓練が成功裡に行われたことを歓

迎した。 
 
５．閣僚は、弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）が弾道ミサイル攻撃に対する日米の防衛と抑止の能力を向上させるとともに、他者

による弾道ミサイルへの投資を抑制することについての確信を表明した。閣僚は、日本による弾道ミサイル防衛システムの

導入決定や武器輸出三原則等に関する最近の立場表明といったミサイル防衛協力における成果に留意しつつ、政策面及び運

用面での緊密な協力や、弾道ミサイル防衛に係る日米共同技術研究を共同開発の可能性を視野に入れて前進させるとのコミ

ットメントを再確認した。 
 
共通の戦略目標 
 
６．閣僚は、国際テロや大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散といった新たに発生している脅威が共通の課題として浮かび上 
がってきた新たな安全保障環境について討議した。閣僚は、グローバル化した世界において諸国間の相互依存が深まってい

ることは、このような脅威が日本及び米国を含む世界中の国々の安全に影響を及ぼし得ることを認識した。 
 
７．閣僚は、アジア太平洋地域においてもこのような脅威が発生しつつあることに留意し、依然として存在する課題が引き続

き不透明性や不確実性を生み出していることを強調した。さらに、閣僚は、地域における軍事力の近代化にも注意を払う必

要があることに留意した。 
 
８．閣僚は、北朝鮮が六者会合に速やかにかつ無条件で復帰するとともに、検証の下、透明性のある形でのすべての核計画の

完全な廃棄に応じるよう強く要求した。 
 
９．国際的な安全保障環境に関するこのような理解に基づき、閣僚は、両政府が各々の努力、日米安保体制の実施及び同盟関

係を基調とする協力を通じて共通の戦略目標を追求するために緊密に協力する必要があることで一致した。双方は、これら

の共通の戦略目標に沿って政策を調整するため、また、安全保障環境に応じてこれらの目標を見直すため、定期的に協議す

ることを決定した。 
 
10．地域における共通の戦略目標には、以下が含まれる。 

◦  日本の安全を確保し、アジア太平洋地域における平和と安定を強化するとともに、日米両国に影響を与える事態に

対処するための能力を維持する。 
◦ 朝鮮半島の平和的な統一を支持する。 
◦ 核計画、弾道ミサイルに係る活動、不法活動、北朝鮮による日本人拉致といった人道問題を含む、北朝鮮に関連する

諸懸案の平和的解決を追求する。 
◦ 中国が地域及び世界において責任ある建設的な役割を果たすことを歓迎し、中国との協力関係を発展させる。 
◦ 台湾海峡を巡る問題の対話を通じた平和的解決を促す。 
◦ 中国が軍事分野における透明性を高めるよう促す。 
◦ アジア太平洋地域におけるロシアの建設的な関与を促す。 
◦ 北方領土問題の解決を通じて日露関係を完全に正常化する。 
◦ 平和で、安定し、活力のある東南アジアを支援する。 
◦ 地域メカニズムの開放性、包含性及び透明性の重要さを強調しつつ、様々な形態の地域協力の発展を歓迎する。 
◦ 不安定を招くような武器及び軍事技術の売却及び移転をしないように促す。 
◦ 海上交通の安全を維持する。 



 
11. 世界における共通の戦略目標には、以下が含まれる。 

◦ 国際社会における基本的人権、民主主義、法の支配といった基本的な価値を推進する。 
◦ 世界的な平和、安定及び繁栄を推進するために、国際平和協力活動や開発支援における日米のパートナーシップを更

に強化する。 
◦ ＮＰＴ、ＩＡＥＡその他のレジーム及びＰＳＩ等のイニシアティブの信頼性及び実効性を向上させること等を通じて、

大量破壊兵器及びその運搬手段の削減と不拡散を推進する。 
◦ テロを防止し、根絶する。 
◦ 現在の機運を最大限に活用して日本の常任理事国入りへの希望を実現することにより、国連安全保障理事会の実効性

を上させるための努力を連携させる。 
◦ 世界のエネルギー供給の安定性を維持・向上させる。 

 
日米の安全保障及び防衛協力の強化 
 
12. 閣僚は、日米双方の安全保障及び防衛政策の発展のための努力に対し、支持と評価を表明した。日本の新たな防衛計画の

大綱は、新たな脅威や多様な事態に実効的に対応する能力、国際的な安全保障環境を改善するための積極的な取組及び日米

同盟関係の重要性を強調している。米国は、幅広い国防の変革努力の中心的な要素の一つとして、不確実な安全保障環境に

おいて適切かつ戦略的な能力を保持し得るように世界的な軍事態勢の見直し及び強化を進めている。閣僚は、日米両国が共

通の戦略目標を追求する上で、これらの努力が実効的な安全保障及び防衛協力を確保し、強化するものであることを確認し

た。 
 
13. この文脈で、閣僚は、自衛隊及び米軍が多様な課題に対して十分に調整しつつ実効的に対処するための役割、任務、能力

について、検討を継続する必要性を強調した。この検討は、日本の新たな防衛計画の大綱や有事法制、及び改正ＡＣＳＡや

弾道ミサイル防衛における協力の進展といった最近の成果と発展を考慮して行われる。閣僚は、また、自衛隊と米軍との間

の相互運用性を向上させることの重要性を強調した。 
 
14. 閣僚は、この検討が在日米軍の兵力構成見直しに関する協議に資するべきものであるとの点で一致した。閣僚は、日本の

安全の基盤及び地域の安定の礎石としての日米同盟を強化するために行われる包括的な努力の一環として、在日米軍の兵力

構成見直しに関する協議を強化することを決定した。この文脈で、双方は、沖縄を含む地元の負担を軽減しつつ在日米軍の

抑止力を維持するとのコミットメントを確認した。閣僚は、事務当局に対して、これらの協議の結果について速やかに報告

するよう指示した。 
 
15. 閣僚は、また、地域社会と米軍との間の良好な関係を推進するための継続的な努力の重要性を強調した。閣僚は、環境へ

の適切な配慮を含む日米地位協定の運用改善や沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）最終報告の着実な実施が、在日米

軍の安定的なプレゼンスにとって重要であることを強調した。 
 
16. 閣僚は、現行の特別措置協定が 2006 年３月に終了することに留意しつつ、特別措置協定が在日米軍のプレゼンスを支援す

る上で果たす重要な役割にかんがみて、接受国支援を適切な水準で提供するための今後の措置について協議を開始すること

を決定した。 
 

 
（２）2005 年（平成 17 年）10 月 29 日 「２＋２」共同文書  日米同盟：未来のための変革と再編 
 

日米同盟： 
未来のための変革と再編 

（仮訳） 
2005 年 10 月 29 日 
ライス国務長官 

ラムズフェルド国防長官 
町村外務大臣 

大野防衛庁長官 
 

Ⅰ．概観 
 

日米安全保障体制を中核とする日米同盟は、日本の安全とアジア太平洋地域の平和と安定のために不可欠な基礎である。

同盟に基づいた緊密かつ協力的な関係は、世界における課題に効果的に対処する上で重要な役割を果たしており、安全保障

環境の変化に応じて発展しなければならない。以上を踏まえ、2002 年 12 月の安全保障協議委員会以降、日本及び米国は、

日米同盟の方向性を検証し、地域及び世界の安全保障環境の変化に同盟を適応させるための選択肢を作成するため、日米そ

れぞれの安全保障及び防衛政策について精力的に協議した。 
 
2005 年２月 19 日の安全保障協議委員会において、閣僚は、共通の戦略目標についての理解に到達し、それらの目標を追

求する上での自衛隊及び米軍の役割・任務・能力に関する検討を継続する必要性を強調した。また、閣僚は、在日米軍の兵

力構成見直しに関する協議を強化することとし、事務当局に対して、これらの協議の結果について速やかに報告するよう指

示した。 
 



本日、安全保障協議委員会の構成員たる閣僚は、新たに発生している脅威が、日本及び米国を含む世界中の国々の安全に

影響を及ぼし得る共通の課題として浮かび上がってきた、安全保障環境に関する共通の見解を再確認した。また、閣僚は、

アジア太平洋地域において不透明性や不確実性を生み出す課題が引き続き存在していることを改めて強調し、地域における

軍事力の近代化に注意を払う必要があることを強調した。この文脈で、双方は、2005 年２月 19 日の共同発表において確認

された地域及び世界における共通の戦略目標を追求するために緊密に協力するとのコミットメントを改めて強調した。 
 
閣僚は、役割・任務・能力に関する検討内容及び勧告を承認した。また、閣僚は、この報告に含まれた再編に関する勧告

を承認した。これらの措置は、新たな脅威や多様な事態に対応するための同盟の能力を向上させるためのものであり、全体

として地元に与える負担を軽減するものである。これによって、安全保障が強化され、同盟が地域の安定の礎石であり続け

ることが確保される。 
 

Ⅱ．役割・任務・能力 
 

テロとの闘い、拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）、イラクへの支援、インド洋における津波や南アジアにおける地震

後の災害支援をはじめとする国際的活動における二国間協力や、2004 年 12 月の日本の防衛計画の大綱、弾道ミサイル防衛

（ＢＭＤ）における協力の進展、日本の有事法制、自衛隊の新たな統合運用体制への移行計画、米軍の変革と世界的な態勢

の見直しといった、日米の役割・任務・能力に関連する安全保障及び防衛政策における最近の成果と発展を、双方は認識し

た。 
 

１．重点分野 
この文脈で、日本及び米国は、以下の二つの分野に重点を置いて、今日の安全保障環境における多様な課題に対応するた

めの二国間、特に自衛隊と米軍の役割・任務・能力を検討した。 
 

－日本の防衛及び周辺事態への対応（新たな脅威や多様な事態への対応を含む） 
 
－国際平和協力活動への参加をはじめとする国際的な安全保障環境の改善のための取組 

 
２．役割・任務・能力についての基本的考え方 

双方は、二国間の防衛協力に関連するいくつかの基本的考え方を確認した。日本の防衛及び周辺事態への対応に関連する

これらの考え方には以下が含まれる。 
 

・二国間の防衛協力は、日本の安全と地域の平和と安定にとって引き続き死活的に重要である。 
・日本は、弾道ミサイル攻撃やゲリラ、特殊部隊による攻撃、島嶼部への侵略といった、新たな脅威や多様な事態への

対処を含めて、自らを防衛し、周辺事態に対応する。これらの目的のために、日本の防衛態勢は、2004 年の防衛計画

の大綱に従って強化される。 
・米国は、日本の防衛のため、及び、周辺事態を抑止し、これに対応するため、前方展開兵力を維持し、必要に応じて

兵力を増強する。米国は、日本の防衛のために必要なあらゆる支援を提供する。 
・周辺事態が日本に対する武力攻撃に波及する可能性のある場合、又は、両者が同時に生起する場合に適切に対応し得

るよう、日本の防衛及び周辺事態への対応に際しての日米の活動は整合を図るものとする。 
・日本は、米軍のための施設・区域（以下、「米軍施設・区域」）を含めた接受国支援を引き続き提供する。また、日

本は、日本の有事法制に基づく支援を含め、米軍の活動に対して、事態の進展に応じて切れ目のない支援を提供する

ための適切な措置をとる。双方は、在日米軍のプレゼンス及び活動に対する安定的な支持を確保するために地元と協

力する。 
・米国の打撃力及び米国によって提供される核抑止力は、日本の防衛を確保する上で、引き続き日本の防衛力を補完す

る不可欠のものであり、地域の平和と安全に寄与する。 
・また、双方は、国際的な安全保障環境の改善の分野における役割・任務・能力に関連するいくつかの基本的考え方を

以下のとおり確認した。 
・地域及び世界における共通の戦略目標を達成するため、国際的な安全保障環境を改善する上での二国間協力は、同盟

の重要な要素となった。この目的のため、日本及び米国は、それぞれの能力に基づいて適切な貢献を行うとともに、

実効的な態勢を確立するための必要な措置をとる。 
・迅速かつ実効的な対応のためには柔軟な能力が必要である。緊密な日米の二国間協力及び政策調整は、これに資する。

第三国との間で行われるものを含む定期的な演習によって、このような能力を向上し得る。  
・自衛隊及び米軍は、国際的な安全保障環境を改善するための国際的な活動に寄与するため、他国との協力を強化する。 

 
加えて、双方は、新たな脅威や多様な事態に対処すること、及び、国際的な安全保障環境を改善することの重要性が増し

ていることにより、双方がそれぞれの防衛力を向上し、かつ、技術革新の成果を最大限に活用することが求められているこ

とを強調した。 
 
３．二国間の安全保障・防衛協力において向上すべき活動の例 

双方は、あらゆる側面での二国間協力が、関連の安全保障政策及び法律並びに日米間の取極に従って強化されなければな

らないことを再確認した。役割・任務・能力の検討を通じ、双方は、いくつかの個別分野において協力を向上させることの

重要性を強調した。 
 

・防空 
・弾道ミサイル防衛 



・拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）といった拡散阻止活動 
・テロ対策 
・海上交通の安全を維持するための機雷掃海、海上阻止行動その他の活動 
・捜索・救難活動 
・無人機（ＵＡＶ）や哨戒機により活動の能力と実効性を増大することを含めた、情報、監視、偵察（ＩＳＲ）活動 
・人道救援活動 
・復興支援活動 
・平和維持活動及び平和維持のための他国の取組の能力構築 
・在日米軍施設・区域を含む重要インフラの警護 
・大量破壊兵器（ＷＭＤ）の廃棄及び除染を含む、大量破壊兵器による攻撃への対応 
・補給、整備、輸送といった相互の後方支援活動。補給協力には空中及び海上における給油を相互に行うことが含まれ

る。輸送協力には航空輸送及び高速輸送艦（ＨＳＶ）の能力によるものを含めた海上輸送を拡大し、共に実施するこ

とが含まれる。 
・非戦闘員退避活動（ＮＥＯ）のための輸送、施設の使用、医療支援その他関連する活動 
・港湾・空港、道路、水域・空域及び周波数帯の使用 

 
双方は、以上に明記されていない他の活動分野も同盟の能力にとって引き続き重要であることを強調した。上述の項目は、

更なる向上のための鍵となる分野を強調したものであり、可能な協力分野を包括的に列挙することを意図したものではない。 
 

４．二国間の安全保障・防衛協力の態勢を強化するための不可欠な措置 
上述の役割・任務・能力に関する検討に基づき、双方は、更に、新たな安全保障環境において多様な課題に対処するため、

二国間の安全保障・防衛協力の態勢を強化する目的で平時からとり得る不可欠な措置を以下のとおり特定した。また、双方

は、実効的な二国間の協力を確保するため、これまでの進捗に基づき、役割・任務・能力を引き続き検討することの重要性

を強調した。 
・緊密かつ継続的な政策及び運用面の調整 

 
双方は、定期的な政策及び運用面の調整が、戦略環境の将来の変化や緊急事態に対する同盟の適時かつ実効的な対応を向

上させることを認識した。部隊戦術レベルから戦略的な協議まで、政府のあらゆるレベルで緊密かつ継続的な政策及び運用

面の調整を行うことは、不安定化をもたらす軍事力増強を抑制し、侵略を抑止し、多様な安全保障上の課題に対応する上で

不可欠である。米軍及び自衛隊の間で共通の運用画面を共有することは、運用面での調整を強化するものであり、可能な場

合に追求されるべきである。防衛当局と他の関係当局との間のより緊密な協力もますます必要となっている。この文脈で、

双方は、1997 年の日米防衛協力のための指針の下での包括的メカニズムと調整メカニズムの実効性を、両者の機能を整理す

ることを通じて向上させる必要性を再確認した。 
・計画検討作業の進展 
 

1997 年の日米防衛協力のための指針が共同作戦計画についての検討及び相互協力計画についての検討の基礎となってい

ることを想起しつつ、双方は、安全保障環境の変化を十分に踏まえた上で、これらの検討作業が引き続き必要であることを

確認した。この検討作業は、空港及び港湾を含む日本の施設を自衛隊及び米軍が緊急時に使用するための基礎が強化された

日本の有事法制を反映するものとなる。双方は、この検討作業を拡大することとし、そのために、検討作業により具体性を

持たせ、関連政府機関及び地方当局と緊密に調整し、二国間の枠組みや計画手法を向上させ、一般及び自衛隊の飛行場及び

港湾の詳細な調査を実施し、二国間演習プログラムを強化することを通じて検討作業を確認する。 
・情報共有及び情報協力の向上 
 

双方は、良く連携がとれた協力のためには共通の情勢認識が鍵であることを認識しつつ、部隊戦術レベルから国家戦略レ

ベルに至るまで情報共有及び情報協力をあらゆる範囲で向上させる。この相互活動を円滑化するため、双方は、関連当局の

間でより幅広い情報共有が促進されるよう、共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる。 
・相互運用性の向上 
 

自衛隊が統合運用体制に移行するのに際して円滑な協力を確保するため、自衛隊及び米軍は、相互運用性を維持・強化す

るため定期的な協議を維持する。共同の運用のための計画作業や演習における継続的な協力は、自衛隊と米軍の司令部間の

連接性を強化するものであり、安全な通信能力の向上はこのような協力に資する。 
・日本及び米国における訓練機会の拡大 
 

双方は、相互運用性の向上、能力の向上、即応性の向上、地元の間での訓練の影響のより公平な分散及び共同の活動の実

効性の増大のため、共同訓練及び演習の機会を拡大する。これらの措置には、日本における自衛隊及び米軍の訓練施設・区

域の相互使用を増大することが含まれる。また、自衛隊要員及び部隊のグアム、アラスカ、ハワイ及び米本土における訓練

も拡大される。 
〇 特に、グアムにおける訓練施設を拡張するとの米国の計画は、グアムにおける自衛隊の訓練機会の増大をもた

らす。 
〇 また、双方は、多国間の訓練及び演習への自衛隊及び米軍の参加により、国際的な安全保障環境の改善に対す

る貢献が高まるものであることを認識した。 
・自衛隊及び米軍による施設の共同使用 

 
双方は、自衛隊及び米軍による施設の共同使用が、共同の活動におけるより緊密な連携や相互運用性の向上に寄与するこ

とを認識した。施設の共同使用のための具体的な機会については、兵力態勢の再編に関する勧告の中で述べられる（下記参



照）。 
・弾道ミサイル防衛（BMD） 
 

ＢＭＤが、弾道ミサイル攻撃を抑止し、これに対して防御する上で決定的に重要な役割を果たすとともに、他者による弾

道ミサイルの開発及び拡散を抑制することができることを強調しつつ、双方は、それぞれのＢＭＤ能力の向上を緊密に連携

させることの意義を強調した。これらのＢＭＤシステムを支援するため、弾道ミサイルの脅威に対応するための時間が限り

なく短いことにかんがみ、双方は、不断の情報収集及び共有並びに高い即応性及び相互運用性の維持が決定的に重要である

ことを強調した。米国は、適切な場合に、日本及びその周辺に補完的な能力を追加的に展開し、日本のミサイル防衛を支援

するためにその運用につき調整する。それぞれのＢＭＤ指揮・統制システムの間の緊密な連携は、実効的なミサイル防衛に

とって決定的に重要となる。 
 
双方は、1997 年の日米防衛協力のための指針の下での二国間協力及び、適切な場合には、現在指針で取り上げられていな

い追加的な分野における二国間協力の実効性を強化し、改善することを確約した。 
 
Ⅲ. 兵力態勢の再編 
 

双方は、沖縄を含む地元の負担を軽減しつつ抑止力を維持するとの共通のコミットメントにかんがみて、在日米軍及び関

連する自衛隊の態勢について検討した。安全保障同盟に対する日本及び米国における国民一般の支持は、日本の施設・区域

における米軍の持続的なプレゼンスに寄与するものであり、双方は、このような支持を強化することの重要性を認識した。 
 

１．指針となる考え方 
検討に当たっては、双方は、二国間の役割・任務・能力についての検討を十分に念頭に置きつつ、日本における兵力態勢

の再編の指針となるいくつかの考え方を設定した。 
 

・アジア太平洋地域における米軍のプレゼンスは、地域の平和と安全にとって不可欠であり、かつ、日米両国にとって

決定的に重要な中核的能力である。日本は、自らの防衛について主導的な役割を果たしつつ、米軍によって提供され

る能力に対して追加的かつ補完的な能力を提供する。米軍及び自衛隊のプレゼンスは、地域及び世界における安全保

障環境の変化や同盟における役割及び任務についての双方の評価に伴って進展しなければならない。 
    
・再編及び役割・任務・能力の調整を通じて、能力は強化される。これらの能力は、日本の防衛と地域の平和と安全に

対する米国のコミットメントの信頼性を支えるものである。 
・柔軟かつ即応性のある指揮・統制のための司令部間の連携向上や相互運用性の向上は、日本及び米国にとって決定的

に重要な中核的能力である。この文脈で、双方は、在日米軍司令部が二国間の連携を強化する上で引き続き重要であ

ることを認識した。 
・定期的な訓練及び演習や、これらの目的のための施設・区域の確保は、兵力の即応性、運用能力及び相互運用性を確

保する上で不可欠である。軍事上の任務及び運用上の所要と整合的な場合には、訓練を分散して行うことによって、

訓練機会の多様性を増大することができるとともに、訓練が地元に与える負担を軽減するとの付随的な利益を得るこ

とができる。 
・自衛隊及び米軍の施設・区域の軍事上の共同使用は、二国間協力の実効性を向上させ、効率性を高める上で有意義で

ある。 
・米軍施設・区域には十分な収容能力が必要であり、また、平時における日常的な使用水準以上の収容能力は、緊急時

の所要を満たす上で決定的に重要かつ戦略的な役割を果たす。この収容能力は、災害救援や被害対処の状況など、緊

急時における地元の必要性を満たす上で不可欠かつ決定的に重要な能力を提供する。 
・米軍施設・区域が人口密集地域に集中している場所では、兵力構成の再編の可能性について特別の注意が払われる。 
・米軍施設・区域の軍民共同使用を導入する機会は、適切な場合に検討される。このような軍民共同使用の実施は、軍

事上の任務及び運用上の所要と両立するものでなければならない。 
 

２．再編に関する勧告 
これまでに実施された精力的な協議に基づき、また、これらの基本的考え方に従って、日米安全保障条約及び関連取極を

遵守しつつ、以下の具体案について国内及び二国間の調整が速やかに行われる。閣僚は、地元との調整を完了することを確

約するとともに、事務当局に対して、これらの個別的かつ相互に関連する具体案を最終的に取りまとめ、具体的な実施日程

を含めた計画を 2006 年３月までに作成するよう指示した。これらの具体案は、統一的なパッケージの要素となるものであり、

パッケージ全体について合意され次第、実施が開始されるものである。双方は、これらの具体案の迅速な実施に求められる

必要な措置をとることの重要性を強調した。 
・共同統合運用調整の強化 
 

自衛隊を統合運用体制に変革するとの日本国政府の意思を認識しつつ、在日米軍司令部は、横田飛行場に共同統合運用調

整所を設置する。この調整所の共同使用により、自衛隊と在日米軍の間の連接性、調整及び相互運用性が不断に確保される。 
・米陸軍司令部能力の改善 
 

キャンプ座間の在日米陸軍司令部の能力は、展開可能で統合任務が可能な作戦司令部組織に近代化される。改編された司

令部は、日本防衛や他の事態において迅速に対応するための追加的能力を有することになる。この新たな陸軍司令部とその

不可分の能力を収容するため、在日米軍施設・区域について調整が行われる。また、機動運用部隊や専門部隊を一元的に運

用する陸上自衛隊中央即応集団司令部をキャンプ座間に設置することが追求される。これにより司令部間の連携が強化され

る。この再編との関連で、キャンプ座間及び相模総合補給廠のより効果的かつ効率的な使用の可能性が探求される。 



・航空司令部の併置 
 

現在府中に所在する日本の航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、横田飛行場において米第５空軍司令部と併置され

ることにより、防空及びミサイル防衛の司令部組織間の連携が強化されるとともに、上記の共同統合運用調整所を通じて関

連するセンサー情報が共有される。 
・横田飛行場及び空域 
 

2009 年に予定されている羽田空港拡張を念頭に置きつつ、横田空域における民間航空機の航行を円滑化するための措置が

探求される。検討される選択肢には、米軍が管制を行っている空域の削減や、横田飛行場への日本の管制官の併置が含まれ

る。加えて、双方は、嘉手納のレーダー進入管制業務の移管プロセスの進捗を考慮する。あり得べき軍民共同使用のための

具体的な条件や態様が、共同使用が横田飛行場の運用上の能力を損なってはならないことに留意しつつ、検討される。 
・ミサイル防衛 
 

新たな米軍の X バンド・レーダー・システムの日本における最適な展開地が検討される。このレーダーは、適時の情報共

有を通じて、日本に向かうミサイルを迎撃する能力、及び、日本の国民保護や被害対処のための能力を支援する。さらに、

米国の条約上のコミットメントを支援するため、米国は、適切な場合に、パトリオットＰＡＣ-３やスタンダード・ミサイル

（ＳＭ-３）といった積極防御能力を展開する。 
・柔軟な危機対応のための地域における米海兵隊の再編 
 

世界的な態勢見直しの取組の一環として、米国は、太平洋における兵力構成を強化するためのいくつかの変更を行ってき

ている。これらの変更には、海兵隊の緊急事態への対応能力の強化や、それらの能力のハワイ、グアム及び沖縄の間での再

分配が含まれる。これによって、個別の事態の性質や場所に応じて、適切な能力を伴った対応がより柔軟になる。また、こ

れらの変更は、地域の諸国との戦域的な安全保障協力の増進を可能とするものであり、これにより、安全保障環境全般が改

善される。この再編との関連で、双方は、沖縄の負担を大幅に軽減することにもなる相互に関連する総合的な措置を特定し

た。 
〇普天間飛行場移設の加速：沖縄住民が米海兵隊普天間飛行場の早期返還を強く要望し、いかなる普天間飛行場代替施

設であっても沖縄県外での設置を希望していることを念頭に置きつつ、双方は、将来も必要であり続ける抑止力を維

持しながらこれらの要望を満たす選択肢について検討した。双方は、米海兵隊兵力のプレゼンスが提供する緊急事態

への迅速な対応能力は、双方が地域に維持することを望む、決定的に重要な同盟の能力である、と判断した。さらに、

双方は、航空、陸、後方支援及び司令部組織から成るこれらの能力を維持するためには、定期的な訓練、演習及び作

戦においてこれらの組織が相互に連携し合うことが必要であり続けるということを認識した。このような理由から、

双方は、普天間飛行場代替施設は、普天間飛行場に現在駐留する回転翼機が、日常的に活動をともにする他の組織の

近くに位置するよう、沖縄県内に設けられなければならないと結論付けた。 
〇双方は、海の深い部分にある珊瑚礁上の軍民共用施設に普天間飛行場を移設するという、1996 年の沖縄に関する特別

行動委員会（ＳＡＣＯ）の計画に関連する多くの問題のために、普天間飛行場の移設が大幅に遅延していることを認

識し、運用上の能力を維持しつつ、普天間飛行場の返還を加速できるような、沖縄県内での移設のあり得べき他の多

くの選択肢を検討した。双方は、この作業において、以下を含む複数の要素を考慮した。 
・近接する地域及び軍要員の安全 
・普天間飛行場代替施設の近隣で起こり得る、将来的な住宅及び商業開発の態様を考慮した、地元への騒音の影響 
・環境に対する悪影響の極小化 
・平時及び緊急時において運用上及び任務上の所要を支援するための普天間飛行場代替施設の能力 
・地元住民の生活に悪影響を与えかねない交通渋滞その他の諸問題の発生を避けるために、普天間飛行場代替施設

の中に必要な運用上の支援施設、宿泊及び関連の施設を含めること 
〇このような要素に留意しつつ、双方は、キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶ L

字型に普天間代替施設を設置する。同施設の滑走路部分は、大浦湾から、キャンプ・シュワブの南側海岸線に沿った

水域へと辺野古崎を横切ることになる。北東から南西の方向に配置される同施設の下方部分は、滑走路及びオーバー

ランを含み、護岸を除いた合計の長さが 1800 メートルとなる。格納庫、整備施設、燃料補給用の桟橋及び関連設備、

並びに新たな施設の運用上必要なその他の航空支援活動は、代替施設のうち大浦湾内に建設される予定の区域に置か

れる。さらに、キャンプ・シュワブ区域内の施設は、普天間飛行場に関連する活動の移転を受け入れるために、必要

に応じて、再編成される。（参照：2005 年 10 月 26 日のイニシャルされた概念図） 
〇両政府は、普天間飛行場に現在ある他の能力が、以下の調整が行われた上で、ＳＡＣＯ最終報告にあるとおり、移設

され、維持されることで一致した。 
・ＳＡＣＯ最終報告において普天間飛行場から岩国飛行場に移駐されることとなっているＫＣ-130 については、他

の移駐先として、海上自衛隊鹿屋基地が優先して、検討される。双方は、最終的な配置の在り方については、現

在行われている運用上及び技術上の検討を基に決定することとなる。 
・緊急時における航空自衛隊新田原基地及び築城基地の米軍による使用が強化される。この緊急時の使用を支援す

るため、これらの基地の運用施設が整備される。また、整備後の施設は、この報告の役割・任務・能力の部分で

記載されている、拡大された二国間の訓練活動を支援することとなる。 
・普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のため、緊急時における米軍による民間施設の

使用を改善する。 
〇双方は、上述の措置を早期に実現することが、長期にわたり望まれてきた普天間飛行場返還の実現に加えて、沖縄に

おける海兵隊のプレゼンスを再編する上で不可欠の要素であることを認識した。 
〇兵力削減：上記の太平洋地域における米海兵隊の能力再編に関連し、第３海兵機動展開部隊（IIIＭＥＦ）司令部はグ

アム及び他の場所に移転され、また、残りの在沖縄海兵隊部隊は再編されて海兵機動展開旅団（ＭＥＢ）に縮小され

る。この沖縄における再編は、約 7000 名の海兵隊将校及び兵員、並びにその家族の沖縄外への移転を含む。これらの



要員は、海兵隊航空団、戦務支援群及び第３海兵師団の一部を含む、海兵隊の能力（航空、陸、後方支援及び司令部）

の各組織の部隊から移転される。 
〇日本国政府は、このような兵力の移転が早期に実現されることへの沖縄住民の強い希望を認識しつつ、米国政府と協

力して、これらのグアムへの移転を実現可能とするための適切な資金的その他の措置を見出すための検討を行う。 
〇土地の返還及び施設の共同使用：上記の普天間飛行場移設及び兵力削減が成功裡に行われることが、兵力の更なる統

合及び土地の返還を可能にすることを認識しつつ、双方は、沖縄に残る海兵隊部隊を、土地の総面積を縮小するよう

に統合する構想について議論した。これは、嘉手納飛行場以南の人口が集中している地域にある相当規模の土地の返

還を可能にする。米国は、日本国政府と協力して、この構想の具体的な計画を作成し、実施する意思を強調した。 
〇さらに、自衛隊がアクセスを有する沖縄の施設が限られており、またその大半が都市部にあることを認識しつつ、米

国は、日本国政府と協力して、嘉手納飛行場、キャンプ・ハンセンその他の沖縄にある米軍施設・区域の共同使用を

実施する意思も強調した。このような共同使用は、この報告の役割・任務・能力の部分に記述されているように、共

同訓練並びに自衛隊及び米軍の間の相互運用性を促進し、それにより、全体的な同盟の能力を強化するものと双方は

考える。 
〇ＳＡＣＯ最終報告の着実な実施：双方は、この文書における勧告によって変更されない限りにおいて、ＳＡＣＯ最終

報告の着実な実施の重要性を確認した。 
    ・空母艦載機の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐 
 

米空母及び艦載機の長期にわたる前方展開の能力を確保するため、空母艦載ジェット機及び E-２Ｃ飛行隊は、厚木飛行場

から、滑走路移設事業終了後には周辺地域の生活環境への影響がより少ない形で安全かつ効果的な航空機の運用のために必

要な施設及び訓練空域を備えることとなる岩国飛行場に移駐される。岩国飛行場における運用の増大による影響を緩和する

ため、以下の関連措置がとられる。 
〇海上自衛隊ＥＰ-３、ＯＰ-３、ＵＰ-３飛行隊等の岩国飛行場から厚木飛行場への移駐。 
   
〇すべての米海軍及び米海兵隊航空機の十分な即応性の水準の維持を確保するための訓練空域の調整。 
〇空母艦載機離発着訓練のための恒常的な訓練施設の特定。それまでの間、現在の暫定的な措置に従い、米国は引き続

き硫黄島で空母艦載機離発着訓練を実施する。日本国政府は、米海軍航空兵力の空母艦載機離発着訓練のために受け

入れ可能な恒常的な訓練施設を提供するとのコミットメントを再確認する。 
〇ＫＣ-130 を受け入れるために海上自衛隊鹿屋基地において必要な施設の整備。これらの施設は、同盟の能力及び柔軟

性を増大するために、日本の他の場所からの追加的な自衛隊又は米軍の C-130 又は P-３航空機の一時的な展開を支

援するためにも活用される。 
〇岩国飛行場に配置される米海軍及び米海兵隊部隊、並びに民間航空の活動を支援するために必要な追加的施設、イン

フラ及び訓練区域の整備。 
・訓練の移転 
 

この報告で議論された二国間の相互運用性を向上させる必要性に従うとともに、訓練活動の影響を軽減するとの目標を念

頭に、嘉手納飛行場を始めとして、三沢飛行場や岩国飛行場といった米軍航空施設から他の軍用施設への訓練の分散を拡大

することに改めて注意が払われる。 
・在日米軍施設の収容能力の効率的使用 
 

在日米軍施設の収容能力の効率的使用に関連して、米国と日本国政府及び地元との協力を強化するための機会が、運用上

の要請及び安全性と整合的な場合に追求される。例えば、双方は、災害救援や被害対処といった緊急時における地元の必要

性を満たすため、相模総合補給廠の収容能力を活用する可能性を探求する。 
 
この報告の他の部分で取り扱われなかった米軍施設・区域及び兵力構成における将来の変更は、日米安全保障条約及びそ

の関連取極の下での現在の慣行に従って取り扱われる。 
 

（３）平成 17 年 10 月 29 日に実施された日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について 
 

平成 17 年 10 月 29 日に実施された日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について 
 

平成 17 年 11 月 11 日 
閣議決定 

 
１ 日米安全保障体制は、我が国の安全の確保にとって必要不可欠であり、アジア太平洋地域の平和と安定の維持にも寄与し

ている。また、日米安全保障体制を基調とする日米両国の協力関係は安全保障面における国際的取組を効果的に進める上で

重要である 
 
２ 日米両国政府は、平成 14 年 12 月の日米安全保障協議委員会以降、新たな安全保障環境の下、日米同盟関係を強化するた

めの方向性につき協議を行い、本年２月の日米安全保障協議委員会において、共通の戦略目標を確認した。これを踏まえ、

日米両国政府は、自衛隊及び米軍の役割・任務・能力とともに、米軍の施設及び区域が所在する地元の負担の軽減を図りつ

つ、在日米軍の抑止力を維持するという観点から、在日米軍の兵力構成見直しについて、真剣かつ精力的に検討を行ってき

た。 
去る 10 月 29 日に開催された日米安全保障協議委員会において、自衛隊及び米軍の役割・任務・能力及び在日米軍の兵力

構成見直しについての勧告が承認された。 
 



３ 日米両国政府においては、引き続き検討が重ねられ、平成 18 年３月までに在日米軍の兵力構成見直しについての具体的措

置を含む最終的な取りまとめを行い、日米安全保障協議委員会に報告することとしている。 
政府としては、こうした検討を一層促進するとともに、当該検討に基づく具体的措置の的確かつ迅速な実施を確保するた

めの方策に関し、総合的な観点から必要な措置を講ずることについて検討する。 
 

（４）2006 年（平成 18 年）５月１日 「２＋２」  共同文書 再編実施のための日米のロードマップ 
 
                 再編実施のための日米のロードマップ（仮訳） 

2006 年５月１日 
ライス国務長官 

ラムズフェルド国防長官 
麻生外務大臣 

額賀防衛庁長官 
概観 
2005 年 10 月 29 日、日米安全保障協議委員会の構成員たる閣僚は、その文書「日米同盟：未来のための変革と再編」におい

て、在日米軍及び関連する自衛隊の再編に関する勧告を承認した。その文書において、閣僚は、それぞれの事務当局に対して、

「これらの個別的かつ相互に関連する具体案を最終的に取りまとめ、具体的な実施日程を含めた計画を 2006 年３月までに作成

するよう」指示した。この作業は完了し、この文書に反映されている。 
  

再編案の最終取りまとめ 
個別の再編案は統一的なパッケージとなっている。これらの再編を実施することにより、同盟関係にとって死活的に重要な

在日米軍のプレゼンスが確保されることとなる。 
 
   これらの案の実施における施設整備に要する建設費その他の費用は、明示されない限り日本国政府が負担するものである。

  米国政府は、これらの案の実施により生ずる運用上の費用を負担する。両政府は、再編に関連する費用を、地元の負担を軽減

  しつつ抑止力を維持するという、2005年 10月 29日の日米安全保障協議委員会文書におけるコミットメントに従って負担する。 
 

実施に関する主な詳細 
１．沖縄における再編 

  （ａ）普天間飛行場代替施設 
・日本及び米国は、普天間飛行場代替施設を、辺野古岬とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ形で設置し、V

字型に配置される２本の滑走路はそれぞれ 1600 メートルの長さを有し、２つの 100 メートルのオーバーランを有する。

各滑走路の在る部分の施設の長さは、護岸を除いて 1800 メートルとなる（別添の 2006 年４月 28 日付概念図参照）。こ

の施設は、合意された運用上の能力を確保するとともに、安全性、騒音及び環境への影響という問題に対処するもので

ある。 
 
・合意された支援施設を含めた普天間飛行場代替施設をキャンプ・シュワブ区域に設置するため、キャンプ・シュワブの

施設及び隣接する水域の再編成などの必要な調整が行われる。 
 
・普天間飛行場代替施設の建設は、2014 年までの完成が目標とされる。 
 
・普天間飛行場代替施設への移設は、同施設が完全に運用上の能力を備えた時に実施される。 
 
・普天間飛行場の能力を代替することに関連する、航空自衛隊新田原基地及び築城基地の緊急時の使用のための施設整備

は、実地調査実施の後、普天間飛行場の返還の前に、必要に応じて、行われる。 
 
・民間施設の緊急時における使用を改善するための所要が、二国間の計画検討作業の文脈で検討され、普天間飛行場の返

還を実現するために適切な措置がとられる。 
 
・普天間飛行場代替施設の工法は、原則として、埋立てとなる。 
 
・米国政府は、この施設から戦闘機を運用する計画を有していない。 
 

  （ｂ）兵力削減とグアムへの移転 
・約 8000 名の第３海兵機動展開部隊の要員と、その家族約 9000 名は、部隊の一体性を維持するような形で 2014 年までに

沖縄からグアムに移転する。移転する部隊は、第３海兵機動展開部隊の指揮部隊、第３海兵師団司令部、第３海兵後方

群（戦務支援群から改称）司令部、第１海兵航空団司令部及び第１２海兵連隊司令部を含む。 
 
・対象となる部隊は、キャンプ・コートニー、キャンプ・ハンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧及び牧港補給地区と

いった施設から移転する。 
 
・沖縄に残る米海兵隊の兵力は、司令部、陸上、航空、戦闘支援及び基地支援能力といった海兵空地任務部隊の要素から

構成される。 
 

・第３海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及びインフラの整備費算定額 102.7 億ドルのうち、日本は、これらの兵力



の移転が早期に実現されることへの沖縄住民の強い希望を認識しつつ、これらの兵力の移転が可能となるよう、グアムにおける

施設及びインフラ整備のため、28 億ドルの直接的な財政支援を含め、60.9 億ドル（2008 米会計年度の価格）を提供する。米国

は、グアムへの移転のための施設及びインフラ整備費の残りを負担する。これは、2008 米会計年度の価格で算定して、財政支出

31.8 億ドルと道路のための約 10 億ドルから成る。 
 

（ｃ）土地の返還及び施設の共同使用 
・普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第３海兵機動展開部隊要員の移転に続いて、沖縄

に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる。 
・双方は、2007 年３月までに、統合のための詳細な計画を作成する。この計画においては、以下の６つの候補施設につい

て、全面的又は部分的な返還が検討される。 
◦ キャンプ桑江：全面返還。 
 
◦ キャンプ瑞慶覧：部分返還及び残りの施設とインフラの可能な限りの統合。 
 
◦ 普天間飛行場：全面返還（上記の普天間飛行場代替施設の項を参照）。 
 
◦ 牧港補給地区：全面返還。 
 
◦ 那覇港湾施設：全面返還（浦添に建設される新たな施設（追加的な集積場を含む。）に移設）。 
 
◦ 陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファーム：全面返還。 

 
・返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、沖縄に残る部隊が必要とするすべてのものは、沖縄の中で移設される。

これらの移設は、対象施設の返還前に実施される。 
・ＳＡＣＯ最終報告の着実な実施の重要性を強調しつつ、ＳＡＣＯによる移設・返還計画については、再評価が必要とな

る可能性がある。 
・キャンプ・ハンセンは、陸上自衛隊の訓練に使用される。施設整備を必要としない共同使用は、2006 年から可能となる。 
・航空自衛隊は、地元への騒音の影響を考慮しつつ、米軍との共同訓練のために嘉手納飛行場を使用する。 
 

（ｄ）再編案間の関係 
・全体的なパッケージの中で、沖縄に関連する再編案は、相互に結びついている。 
・特に、嘉手納以南の統合及び土地の返還は、第３海兵機動展開部隊要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転完了に

懸かっている。 
・沖縄からグアムへの第３海兵機動展開部隊の移転は、（１）普天間飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展、  （２）

グアムにおける所要の施設及びインフラ整備のための日本の資金的貢献に懸かっている。 
 

２．米陸軍司令部能力の改善 
・キャンプ座間の米陸軍司令部は、2008 米会計年度までに改編される。その後、陸上自衛隊中央即応集団司令部が、2012

年度（以下、日本国の会計年度）までにキャンプ座間に移転する。自衛隊のヘリコプターは、キャンプ座間のキャスナー

・ヘリポートに出入りすることができる。 
・在日米陸軍司令部の改編に伴い、戦闘指揮訓練センターその他の支援施設が、米国の資金で相模総合補給廠内に建設され

る。 
・この改編に関連して、キャンプ座間及び相模総合補給廠の効率的かつ効果的な使用のための以下の措置が実施される。 

◦ 相模総合補給廠の一部は、地元の再開発のため（約 15 ヘクタール）、また、道路及び地下を通る線路のため（約２ヘ

クタール）に返還される。影響を受ける住宅は相模原住宅地区に移設される。 
 
◦ 相模総合補給廠の北西部の野積場の特定の部分（約 35 ヘクタール）は、緊急時や訓練目的に必要である時を除き、地

元の使用に供される。 
 
◦ キャンプ座間のチャペル・ヒル住宅地区の一部（1.1 ヘクタール）は、影響を受ける住宅のキャンプ座間内での移設

後に、日本国政府に返還される。チャペル・ヒル住宅地区における、あり得べき追加的な土地返還に関する更なる協

議は、適切に行われる。 
 

３．横田飛行場及び空域 
・航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、2010 年度に横田飛行場に移転する。施設の使用に関する共同の全体計画は、

施設及びインフラの所要を確保するよう作成される。 
 
・横田飛行場の共同統合運用調整所は、防空及びミサイル防衛に関する調整を併置して行う機能を含む。日本国政府及び米

国政府は、自らが必要とする装備やシステムにつきそれぞれ資金負担するとともに、双方は、共用する装備やシステムの

適切な資金負担について調整する。 
 
・軍事運用上の所要を満たしつつ、横田空域における民間航空機の航行を円滑化するため、以下の措置が追求される。 

◦ 民間航空の事業者に対して、横田空域を通過するための既存の手続について情報提供するプログラムを 2006 年度に立

ち上げる。 
 



◦ 横田空域の一部について、2008 年９月までに管制業務を日本に返還する。返還される空域は、2006 年 10 月までに特

定される。 
 
◦ 横田空域の一部について、軍事上の目的に必要でないときに管制業務の責任を一時的に日本国の当局に移管するため

の手続を 2006 年度に作成する。 
 
◦ 日本における空域の使用に関する、民間及び（日本及び米国の）軍事上の所要の将来の在り方を満たすような、関連

空域の再編成や航空管制手続の変更のための選択肢を包括的に検討する一環として、横田空域全体のあり得べき返還

に必要な条件を検討する。この検討は、嘉手納レーダー進入管制業務の移管の経験から得られる教訓や、在日米軍と

日本の管制官の併置の経験から得られる教訓を考慮する。この検討は 2009 年度に完了する。 
 

・日本国政府及び米国政府は、横田飛行場のあり得べき軍民共同使用の具体的な条件や態様に関する検討を実施し、開始か

ら 12 か月以内に終了する。 
◦ この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運用や安全及び軍事運用上の能力を損なってはならないとの共通の理

解の下で行われる。 
◦ 両政府は、この検討の結果に基づき協議し、その上で軍民共同使用に関する適切な決定を行う。 
 

４．厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐 
・第５空母航空団の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐は、Ｆ/Ａ-18、ＥＡ-６Ｂ、Ｅ-２Ｃ及びＣ-２航空機から構成され、

（１）必要な施設が完成し、（２）訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域の調整が行われた後、2014 年までに完了する。 
 
・厚木飛行場から行われる継続的な米軍の運用の所要を考慮しつつ、厚木飛行場において、海上自衛隊ＥＰ-３、ＯＰ-３、

ＵＰ-３飛行隊等の岩国飛行場からの移駐を受け入れるための必要な施設が整備される。 
 
・ＫＣ-130 飛行隊は、司令部、整備支援施設及び家族支援施設とともに、岩国飛行場を拠点とする。航空機は、訓練及び運

用のため、海上自衛隊鹿屋基地及びグアムに定期的にローテーションで展開する。ＫＣ-130 航空機の展開を支援するため、

鹿屋基地において必要な施設が整備される。 
 
・海兵隊ＣＨ-53Ｄヘリは、第３海兵機動展開部隊の要員が沖縄からグアムに移転する際に、岩国飛行場からグアムに移転す

る。 
 
・訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域は、米軍、自衛隊及び民間航空機（隣接する空域内のものを含む）の訓練及び運

用上の所要を安全に満たすよう、合同委員会を通じて、調整される。 
 
・恒常的な空母艦載機離発着訓練施設について検討を行うための二国間の枠組みが設けられ、恒常的な施設を２００９年７

月又はその後のできるだけ早い時期に選定することを目標とする。 
 
・将来の民間航空施設の一部が岩国飛行場に設けられる。 
 

５．ミサイル防衛 
・双方が追加的な能力を展開し、それぞれの弾道ミサイル防衛能力を向上させることに応じて、緊密な連携が継続される。 
 
・新たな米軍のＸバンド・レーダー・システムの最適な展開地として航空自衛隊車力分屯基地が選定された。レーダーが運

用可能となる 2006 年夏までに、必要な措置や米側の資金負担による施設改修が行われる。 
 
・米国政府は、Ｘバンド・レーダーのデータを日本国政府と共有する。 
 
・米軍のパトリオットＰＡＣ-３能力が、日本における既存の米軍施設・区域に展開され、可能な限り早い時期に運用可能と

なる。 
 

６．訓練移転 
・双方は、2007 年度からの共同訓練に関する年間計画を作成する。必要に応じて、2006 年度における補足的な計画が作成さ

れ得る。 
 
・当分の間、嘉手納飛行場、三沢飛行場及び岩国飛行場の３つの米軍施設からの航空機が、千歳、三沢、百里、小松、築城

及び新田原の自衛隊施設から行われる移転訓練に参加する。双方は、将来の共同訓練・演習のための自衛隊施設の使用拡

大に向けて取り組む。 
 
・日本国政府は、実地調査を行った上で、必要に応じて、自衛隊施設における訓練移転のためのインフラを改善する。 
 
・移転される訓練については、施設や訓練の所要を考慮して、在日米軍が現在得ることのできる訓練の質を低下させること

はない。 
 
・一般に、共同訓練は、１回につき１～５機の航空機が１～７日間参加するものから始め、いずれ、６～12 機の航空機が８

～14 日間参加するものへと発展させる。 



 
・共同使用の条件が合同委員会合意で定められている自衛隊施設については、共同訓練の回数に関する制限を撤廃する。各

自衛隊施設の共同使用の合計日数及び１回の訓練の期間に関する制限は維持される。 
 
・日本国政府及び米国政府は、即応性の維持が優先されることに留意しつつ、共同訓練の費用を適切に分担する。 

 
（５）在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について 
 

在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について 
平成 18 年５月 30 日 

閣議決定 
 

１ 日米両国政府は、自衛隊及び米軍の役割・任務・能力並びに在日米軍の兵力構成見直しについて協議を進め、平成 17 年 1

0 月 29 日の日米安全保障協議委員会において、これらに関する勧告が承認された。日米両国政府は、引き続き協議を進め、

平成 18 年５月１日の日米安全保障協議委員会において、在日米軍の兵力構成見直し等についての具体的措置（以下「再編関

連措置」という。）を含む最終取りまとめが承認された。 
 

２ 新たな安全保障環境において、引き続き我が国の安全を確保し、アジア太平洋地域の平和と安定を維持していくためには、

日米安全保障体制を維持・発展させていくことが重要である。在日米軍の駐留は日米安全保障体制の中核であり、米軍の使

用する施設・区域の安定的な使用を確保する必要がある。 
米軍の使用する施設・区域が沖縄県に集中し、また、本土においても施設・区域の周辺で市街化が進み、住民の生活環境

や地域振興に大きな影響を及ぼしている。こうした現状を踏まえると、幅広い国民の理解と協力を得て今後とも施設・区域

の安定的な使用を確保し、日米安全保障体制を維持・発展させるためには、抑止力を維持しつつ地元の負担を軽減すること

が重要である。 
 
３ 最終取りまとめには、米軍の使用する施設・区域が集中する沖縄県からの約 8000 名の海兵隊要員の削減、普天間飛行場の

キャンプ・シュワブへの移設、嘉手納飛行場以南の人口が密集している地域の相当規模の土地の返還（普天間飛行場、牧港

補給地区、那覇港湾施設等の全面返還を含む。）、横田飛行場における航空自衛隊航空総隊司令部の併置等による司令部間

の連携強化、キャンプ座間における在日米陸軍司令部の改編、航空自衛隊車力分屯基地への弾道ミサイル防衛のための米軍

のレーダー・システムの配置、厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐、キャンプ座間及び相模総合補給廠の一部

返還、訓練の移転等の具体的な措置が盛り込まれている。 
これらの再編関連措置については、最終取りまとめに示された実施時期を踏まえつつ、着実に実施していくものとする。 

 
４ 我が国の平和と安全を保つための安全保障体制の確保は政府の最も重要な施策の一つであり、政府が責任をもって取り組

む必要がある。その上で、再編関連措置を実施する際に、地元地方公共団体において新たな負担を伴うものについては、か

かる負担を担う地元地方公共団体の要望に配慮し、我が国の平和と安全への大きな貢献にこたえるよう、地域振興策等の措

置を実施するものとする。 
また、返還跡地の利用の促進及び駐留軍従業員の雇用の安定確保等について、引き続き、全力で取り組むものとする。 

 
５ 沖縄県に所在する海兵隊部隊のグアムへの移転については、米軍の使用する施設・区域が集中する沖縄県の負担の軽減に

とって極めて重要であり、我が国としても所要の経費を分担し、これを早期に実現するものとする。 
 
６ 政府としては、このような考え方の下、法制面及び経費面を含め、再編関連措置を的確かつ迅速に実施するための措置を

講ずることとする。他方、厳しい財政事情の下、政府全体として一層の経費の節減合理化を行う中で、防衛関係費において

も、更に思い切った合理化・効率化を行い、効率的な防衛力整備に努める。「中期防衛力整備計画（平成 17 年度～平成 21

年度）」（平成 16 年 12 月 10 日閣議決定）については、在日米軍の兵力構成見直し等の具体的な内容を踏まえ、再編関連措

置に要する経費全体の見積もりが明確となり次第、見直すものとする。 
 
７ 普天間飛行場の移設については、平成 18 年５月１日に日米安全保障協議委員会において承認された案を基本として、政府、

沖縄県及び関係地方公共団体の立場並びに普天間飛行場の移設に係る施設、使用協定、地域振興等に関するこれまでの協議

の経緯を踏まえて、普天間飛行場の危険性の除去、周辺住民の生活の安全、自然環境の保全及び事業の実行可能性に留意し

て進めることとし、早急に代替施設の建設計画を策定するものとする。 
具体的な代替施設の建設計画、安全・環境対策及び地域振興については、沖縄県及び関係地方公共団体と協議機関を設置

して協議し、対応するものとする。これに伴い、「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（平成 11 年 12 月 28 日閣議決定）

は廃止するものとする。 
なお、平成 18 年度においては、上記の政府方針に定める「Ⅱ 地域の振興について」に基づく事業については実施するも

のとする。 
 
（６）2007 年（平成 19 年）５月１日「２＋２」共同発表 同盟の変革：日米の安全保障及び防衛協力の進展 
 

共同発表 
日米安全保障協議委員会 

同盟の変革： 
日米の安全保障及び防衛協力の進展 

（仮訳） 



2007 年５月１日 
 

ライス国務長官 
ゲイツ国防長官 
麻生外務大臣 
久間防衛大臣 

 
Ｉ．概観 

日米安全保障関係は、日本の防衛の基盤であり、アジア太平洋地域の平和及び安全の要である。安全保障協議委員会（Ｓ

ＣＣ）の構成員たる閣僚は、過去２年間の安全保障協議委員会の会合及び発表文において示された展望に従って、二国間の

安全保障及び防衛協力が近年進展していることを歓迎した。2006 年７月のミサイル発射及び同年 10 月の核実験を含む北朝

鮮による挑発は、常に変化する安全保障環境において同盟が引き続き有効であることを確保するためには、日米同盟の変革

が重要であるということを明確に認識させるものである。 
 
閣僚は、現在の拡大する日米協力が、数年前に始まった同盟の更新及び強化のためのこれまでの努力によって可能となっ

たように、両国が現在同盟に対して行う投資によって、平和及び安全に対する将来の課題に対して、同盟が効果的に対応す

ることが可能となることを認識した。 
 
さらに、閣僚は、相互協力及び安全保障条約の伝統的な役割の重要性を強調した。同条約は、日本政府に対する米国の安

全保障を確かなものとしつつ、同盟関係にとって死活的に重要な在日米軍のプレゼンスを可能としてきた。米国の拡大抑止

は、日本の防衛及び地域の安全保障を支えるものである。米国は、あらゆる種類の米国の軍事力（核及び非核の双方の打撃

力及び防衛能力を含む。）が、拡大抑止の中核を形成し、日本の防衛に対する米国のコミットメントを裏付けることを再確

認した。 
 
この文脈において、閣僚は、新たに発生している安全保障上の課題に対して、より効果的に対応するために、二国間の情

報協力及び情報共有を拡大し深化する必要性を強調した。閣僚は、また、秘密を保護するためのメカニズムを強化すること

とした。 
 
安倍晋三総理大臣及びジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領は、2006 年 11 月 18 日に会談し、日米二国間の安全保障協力、特に

弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）の分野における協力の検討を求め、2007 年４月 27 日の首脳会談においてその重要性を改めて

強調した。閣僚は、本日、共通戦略目標及び同盟の変革の文脈において、この議題に焦点を当てた。 
 
閣僚は、また、日本の防衛組織の庁から省への移行及び自衛隊の国際平和協力活動の本来任務化を歓迎した。 

 
Ⅱ．共通戦略目標 

日本及び米国は、国際社会において基本的人権、民主主義、法の支配といった基本的価値を促進することを確約している。

2005 年２月 19 日、閣僚は、二国間の協力を進展させるための広範な基礎となる共通戦略目標を特定した。 
 
本日の会合において、閣僚は、現在の国際安全保障環境を考慮しつつ、これらの共通戦略目標へのコミットメントを再確

認した。この文脈において、閣僚は、2007 年２月 13 日、第５回六者会合において採択された「共同声明の実施のための初

期段階の措置」を歓迎し、北朝鮮が同文書に記されたコミットメントを速やかに実施するよう促した。 
閣僚は、今般の協議において、両国の利益を進展させる以下の戦略目標を強調した。 

 
・六者会合を通じて朝鮮半島の非核化を達成し、また、その他の分野での進展を展望した 2005 年９月 19 日の共同声明

を完全に実施する。これには、北朝鮮と米国及び日本との国交正常化、拉致問題といった人道上の問題の解決、北東

アジアの恒久的な平和及び安定のための共同の努力に対する六者すべてのコミットメントが含まれる。 
 
・すべての国連加盟国が国連憲章第７章下の決議である国連安保理決議第 1718 号の規定を遵守する義務を引き続き有し

ていることに留意しつつ、同決議の迅速かつ完全な実施を達成する。 
 
・地域及び世界の安全保障に対する中国の貢献の重要性を認識しつつ、中国に対して、責任ある国際的なステークホル

ダーとして行動すること、軍事分野における透明性を高めること、及び、表明した政策と行動との間の一貫性を維持

することを更に促す。 
 
・アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）が地域の安定、安全及び繁栄の促進において果たす極めて重要な役割を認識し、

ＡＰＥＣを卓越した地域経済フォーラムとして強化するための協力を増進する。 
 
・東南アジアにおいて民主的価値、良き統治、法の支配、人権、基本的自由及び統合された市場経済を促進するとの東

南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の努力を支援し、また、二国間及びＡＳＥＡＮ地域フォーラムを通じ、非伝統的及

び国境を越える重大な安全保障上の問題についての地域の能力及び協力を構築する。 
 
・共有する民主的価値及び利益に基づき、安全保障及び防衛の分野を含め、地域及び世界において、米国、日本及び豪

州の三国間協力を更に強化する。 
 
・インドの継続的な成長が地域の繁栄、自由及び安全に密接に繋がっていることを認識しつつ、共通の利益の分野を進



展させ協力を強化するため、インドとのパートナーシップを引き続き強化する。 
 
・アフガニスタンの成功裡の経済復興及び政治的安定を確保する。これは、より広範な地域の安全の確保及びテロリズ

ムの打破のために不可欠である。その目的のため、日米両国は、復興、開発及び安全保障を必要とするアフガニスタ

ンの移行を支援することを確約している。 
 
・自らを統治し、防衛し、持続させる能力を持ち、テロとの闘いの同盟国にとどまる、統一された民主的なイラクの建

設に貢献する。 
 
・イランに国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の要求を完全に遵守させることを目的とする国連安保理決議第 1737 号及び第 1

747 号の迅速かつ完全な実施を達成する。両国は、中東におけるイランの行動に関して国際社会が引き続き有する懸

念に留意しつつ、イランがテロの問題に関して責任ある姿勢を示すことにより国際社会においてより積極的な役割を

果たすべきであるとの見解で一致している。 
 
・北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の平和及び安全への世界的な貢献と日米同盟の共通戦略目標とが一致し、かつ、補完

的であることを認識しつつ、より広範な日本とＮＡＴＯとの協力を達成する。 
 

Ⅲ．役割・任務・能力 
2005 年 10 月 29 日、安全保障協議委員会は、自衛隊及び米軍の役割・任務・能力に関するイニシアティブを示した文書「日

米同盟：未来のための変革と再編」を承認した。同文書に示された安全保障に関する事項を遂行することは、現在の安全保

障環境における多様な課題に対応する同盟の能力にとって不可欠である。 
 
閣僚は、この同盟の変革に関する構想に沿った役割・任務・能力の進展を確認するとともに、以下を強調した。 

 
・自衛隊による国際平和維持活動、国際緊急援助活動及び周辺事態への対応の本来任務化。これは、国際安全保障環境

の改善への日本の貢献の重要性に対する関心の高まりを反映するものである。この文脈において、閣僚は、イラクの

復興努力に対する自衛隊の支援及びインド洋で活動する諸外国の軍隊等に対する自衛隊の支援につき議論した。 
 
・変化する安全保障環境を反映し、また、地域の危機において共に行動する自衛隊及び米軍がより良い態勢をとるため

の、より具体的な計画検討作業の持続的な進展。そのような計画検討作業には広範な機能及び分野において更なる調

整が必要とされることから、関係省庁の計画検討作業過程への積極的な参加が引き続き極めて重要である。 
 
・軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）としても知られる、秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する両

政府間の実質的合意。ＧＳＯＭＩＡは、情報交換を円滑化し、情報並びに防衛装備計画及び運用情報の共有に資する

情報保全のための共通の基礎を確立するものである。 
 
・二国間の化学・生物・放射線・核（ＣＢＲＮ）防護作業部会の設立。これは、大量破壊兵器による攻撃を受けた場合

に運用能力の持続を確保するべく、ＣＢＲＮ兵器に対する自衛隊及び米軍部隊の即応態勢及び相互運用性を改善する

ことに関し着実な進展を図るものである。 
 
・危機及びそれ以前における、政策、運用、情報及び広報に係る方針を調整するための、柔軟な二国間の省庁間調整メ

カニズムの構築。 
 
・相互運用性を強化し同盟の役割・任務・能力を推進させるための、二国間の共同訓練の実施。 

 
閣僚は、日本及び地域の安全保障にとって米軍のプレゼンスが重要性を増していることを認識しつつ、同盟の変革の成功

を確保するための適切な資源が必要であることを強調した。両同盟国は、また、同盟の能力を改善し、かつ、在日米軍のプ

レゼンスを維持するための資源を確保すべく最善の努力を払う。 
 

Ⅳ．再編ロードマップの実施 
閣僚は、2006 年５月の安全保障協議委員会文書「再編実施のための日米のロードマップ」に記されている再編案を着実に

実施する決意を再確認した。これらの再編案は、実施されれば、安全保障同盟に対する日米両国民一般の支持を強化するこ

とになる。 
 

閣僚は、「ロードマップ」に記されている以下を含む再編案に係るこれまでの進展を確認し、評価した。 
 

・2006 年６月の再編案の実施を総括する二国間調整メカニズムの創設。 
 
・再編案の早期実施を円滑化するために必要な法案及び予算に関する日本の国会の審議等。 
 
・普天間飛行場代替施設の専門技術的設計に関する取組及びキャンプ・シュワブ沖での海域調査の開始。 
 
・以下のような第３海兵機動展開部隊の要員及びその家族の 2014 年までの沖縄からグアムへの移転に向けた重要な協力。 

◦ グアムにおける施設の計画及び開発を統括するグアム統合計画室の米国による設置及び予算措置。 
 



◦ 米海兵隊の沖縄からグアムへの移転に向けた環境影響評価書の準備のための計画通知（Notice of Intent）を含

む、米国の環境影響評価手続の開始。 
 
◦ 第３海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転に関連する日本の資金的コミットメント

の一部を実現するために、日本政府の指示の下、適切な措置をとる権限を国際協力銀行（ＪＢＩＣ）に付与する

上述の法案の日本の国会への提出。 
 

・2007 年３月の航空機の訓練移転の開始。 
 
・横田空域の柔軟な使用に関する措置の 2006 年９月の実施、並びに、2008 年９月までに管制業務を日本に返還する横

田空域の範囲及び横田レーダー進入管制業務における自衛隊管制官併置に関する 2006 年 10 月の合意。これらの措置

は、軍事運用上の所要を満たしつつ、横田空域における民間航空機の航行の円滑化を促進するものである。 
 
・「ロードマップ」に明示されている横田飛行場のあり得べき軍民共同使用の具体的な条件や態様に関するスタディ・

グループの 2006 年 10 月の立ち上げ。 
 

閣僚は、「ロードマップ」に従って、目標の 2014 年までに普天間飛行場代替施設を完成させることが、第３海兵機動展開

部隊のグアムへの移転及びそれに続く沖縄に残る施設・区域の統合を含む、沖縄における再編全体の成功裡かつ時宜に適っ

た実施のための鍵であることを再確認した。閣僚は、統合のための詳細な計画に関する重要な進展を認識し、その完成に向

けて引き続き緊密に協議するよう事務当局に指示した。 
 
閣僚は、また、1996 年の沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）最終報告の合意事項の実施が継続的に進展しているこ

とを評価した。これには、2006 年９月の瀬名波通信施設の返還並びに 2006 年 12 月の楚辺通信施設及び読谷補助飛行場の返

還が含まれており、これは合計で 300 ヘクタール（750 エーカー）以上になる。 
 

Ⅴ. ＢＭＤ及び運用協力の強化 
同盟のＢＭＤ能力は、同盟の全体的な抑止の態勢に貢献するものであり、日米のシステムが効果的に共同運用できる程度

に応じて強化される。閣僚は、両国が能力を整備し、配備するに際して、戦術面、運用面及び戦略面での調整を確保するた

めにあらゆる努力が払われなければならないことを確認した。そうした観点から、日米は、同盟の利益に対する弾道ミサイ

ルの脅威に対処するに当たって、緊密に調整しつつ適切な措置をとる。 
 
この文脈において、閣僚は、以下の分野の運用協力を強調した。 

 
・運用協力を強化するため、二国間の計画検討作業は、今日及び予見可能な将来におけるミサイル防衛能力を考慮しな

ければならない。この目的のため、米軍及び自衛隊は、弾道ミサイルの脅威に対するミサイル防衛及び関連作戦の実

施に当たっての構想、役割及び任務を相互に明確にする。同時に、政策レベルで、ＢＭＤの運用に係る政策指針が明

確かつ最新のものとなっていることを確保する。 
 
・2005 年 10 月 29 日、安全保障協議委員会は、共同統合運用調整所の構築を指示した。2006 年６月－７月の北朝鮮のミ

サイルによる挑発が行われている間、日米は、自衛隊の連絡官が配された横田飛行場の暫定的な調整施設を通じての

ものを含め、適時に情報を交換した。変化する状況につき双方が共通の認識を持つことを確保するに当たって、この

施設が収めた成功は、横田飛行場における共同統合運用調整所の設置を通じたものを含め、二国間の政策・運用調整

の継続的な向上の重要性を実証した。 
 
・自衛隊及び米軍の状況認識を改善する重要性を認識しつつ、双方は、ＢＭＤ運用情報及び関連情報を直接相互にリア

ルタイムで、常時共有することを確約している。双方は、また、二国間の共通の運用画面を構築する。 
 
・双方は、同盟の役割・任務・能力の支援のために共有されるべき、より広範な運用情報及びデータを特定するために、

包括的な情報共有ロードマップを策定する。 
 

Ⅵ. ＢＭＤシステム能力の向上 
閣僚は、ミサイル防衛に関する過去の同盟の決定が、近年の加速化された協力と相まって、地域におけるＢＭＤ能力を強

化してきたことを評価した。 
 
閣僚は、以下を含む、重要な進展を強調した。 

 
・米国Ｘバンド・レーダー・システムの日本の航空自衛隊車力分屯基地への配備及び運用。これは、米国によるレーダ

ー・データの自衛隊への提供を伴う。 
 
・日本の嘉手納飛行場への米国ＰＡＣ-３大隊の配備及び運用。 
 
・米太平洋艦隊の前方展開された海軍部隊に対するスタンダード・ミサイル（ＳＭ-３）防衛能力の最近及び今後の継続

的な追加。 
 
・日本のイージス艦へのＳＭ-３能力付与のための改修を促進するとの日本の決定。日本は、護衛艦「こんごう」の改修



を 2007 年末までに完了するほか、護衛艦「ちょうかい」、「みょうこう」及び「きりしま」の改修についても前倒し

を図る。 
 
・ＰＡＣ-３配備の前倒しを図るとの日本の決定。これにより、最初のＰＡＣ-３高射隊が 2007 年３月に配備され、16

個のＰＡＣ-３高射隊が 2010 年初頭までに配備されるとの見通しが得られた。 
 
・次世代型ＳＭ-３迎撃ミサイルの日米共同開発についての優先的な取扱い。技術の移転に関する枠組みについて双方が

基本的に合意したことにより、この計画及び将来の日米の技術協力計画の進展を促進することになる。 
 

閣僚は、安全保障及び防衛協力のための同盟の変革を進展させることが、地域及び世界の平和及び安全に貢献することを

確認した。 
 
（７）第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との

間の協定（略称：在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定） 
 

第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との

間の協定 
 

日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、 
千九百六十年一月十九日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく

日米安全保障体制が共通の安全保障上の目標を達成するための基礎であることを確認し、 
二千六年五月一日の日米安全保障協議委員会の会合において、関係閣僚が、安全保障協議委員会文書「再編の実施のため

の日米ロードマップ」（以下「ロードマップ」という。）に記載された再編案の実施が同盟関係における協力において新た

な段階をもたらすものであり、かつ、沖縄県を含む地域社会の負担を軽減し、もって安全保障上の同盟関係に対する国民の

支持を高める基礎を提供するものであると認識したことを想起し、 
グアムが合衆国海兵隊部隊の前方での駐留のために重要であって、その駐留がアジア太平洋地域における安全保障につい

ての合衆国の約束に保証を与え、かつ、この地域における抑止力を強化するものであると両政府が認識していることを強調

し、 
ロードマップにおいて、沖縄における再編との関係で兵力の削減及びグアムへの移転の重要性が強調され、並びに第三海

兵機 動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人が部隊としての一体性を維持するような方法で二千十四年までに沖

縄からグアムに移転することが記載されていることを再確認し、また、このような移転が嘉手納飛行場以南の施設及び区域

の統合並びに土地の返還を実現するものであることを認識し、 
ロードマップにおいて、合衆国海兵隊ＣＨ-五十三Ｄヘリコプターは第三海兵機動展開部隊の要員が沖縄からグアムに移転

する際に海兵隊岩国飛行場からグアムに移転し、ＫＣ-百三十飛行隊はその司令部、整備のための施設及び家族のための施設

と共に海兵隊岩国飛行場を本拠とし、並びにその航空機は訓練又は運用のために海上自衛隊鹿屋基地及びグアムに交替で定

期的に展開することが記載されていることを想起し、 
ロードマップにおいて、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の見積額百二億

七千万合衆国ドル（一〇,二七〇,〇〇〇,〇〇〇ドル）のうち、日本国は、沖縄県の住民が同部隊の移転が速やかに実現され

ることを強く希望していることを認識して、同部隊の移転を可能とするようグアムにおける施設及び基盤を整備するため、

合衆国の二千八会計年度ドルで二十八億合衆国ドル（二,八〇〇,〇〇〇,〇〇〇ドル）の直接的に提供する資金を含む六十億

九千万合衆国ドル（六,〇九〇,〇〇〇,〇〇〇ドル）を提供することが記載されていることを再確認し、 
また、合衆国は、グアムへの移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の残額、すなわち、合衆国の二千八会計年度ド

ルで算定して三十一億八千万合衆国ドル（三,一八〇,〇〇〇,〇〇〇ドル）の財政支出に道路の整備のための約十億合衆国ド

ル（一,〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇ドル）を加えた額を拠出することがロードマップに記載されていることを再確認し、 
ロードマップにおいて、その全体が一括の再編案となっている中で、沖縄に関連する再編案は、相互に関連していること、

すなわち、嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還は、第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄

からグアムへの移転を完了することにかかっており、並びに同部隊の沖縄からグアムへの移転は、（１）普天間飛行場の代

替施設の完成に向けての具体的な進展並びに（２）グアムにおいて必要となる施設及び基盤の整備に対する日本国の資金面

での貢献にかかっていることが記載されていることを想起して、 
次のとおり協定した。 
 

第一条 
１ 日本国政府は、第九条１の規定に従い、アメリカ合衆国政府に対し、第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家

族約九千人の沖縄からグアムへの移転（以下「移転」という。）のための費用の一部として、合衆国の二千八会計年度ド

ルで二十八億合衆国ドル（二,八〇〇,〇〇〇,〇〇〇ドル）の額を限度として資金の提供を行う。 
２ 日本国の各会計年度において予算に計上されるべき日本国が提供する資金の額は、両政府間の協議を通じて日本国政府

が決定し、及び日本国の各会計年度において両政府が締結する別途の取極（以下「別途の取極」という。）に記載する。 
第二条 

アメリカ合衆国政府は、第九条２の規定に従い、グアムにおける施設及び基盤を整備する同政府の事業への資金の拠出を

含む移転のために必要な措置をとる。 
第三条 

移転は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展にかかって

いる。日本国政府は、アメリカ合衆国政府との緊密な協力により、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設を完

成する意図を有する。 
第四条 



アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金及び当該資金から生じた利子を、グアムにおける施設及び基盤を整備する

移転のための事業にのみ使用する。 
第五条 

アメリカ合衆国政府は、日本国の提供する資金が拠出される移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての

者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保する。 
第六条 

日本国政府は日本国防衛省を実施当局に指定し、アメリカ合衆国政府はアメリカ合衆国国防省を実施当局に指定する。両

政府は、実施当局が従うべき実施のための指針及び次条１（ａ）に規定する個別の事業について専門家間で協議を行う。そ

のような協議を通じて、アメリカ合衆国政府は、日本国政府が当該事業の実施に適切な方法で関与することを確保する。 
第七条 

１（ａ）日本国の各会計年度において日本国の提供する資金が拠出される個別の事業は、両政府間で合意し、及び別途の取

極に記載する。 
 （ｂ）アメリカ合衆国政府は、日本国政府が資金の提供を行う合衆国財務省勘定を維持する。アメリカ合衆国政府は、当

該勘定の下に日本国の各会計年度において日本国が提供する資金のための小勘定を開設し、及び維持する。 
２ 日本国が提供した資金及び個別の事業に支払うことが契約上約束された当該資金から生じた利子は、前条に規定する実

施当局の間で合意される指数を用いた計算方法に基づき、合衆国の二千八会計年度ドルで二十八億合衆国ドル（二,八〇〇,

〇〇〇,〇〇〇ドル）の額を限度として日本国が提供すべき資金の総額に繰り入れられる。 
３（ａ）（ｂ）に規定する場合を除くほか、日本国の同一の会計年度において日本国の提供した資金が拠出されたすべての

個別の事業に係るすべての契約の終了後に日本国が提供した資金に未使用残額がある場合には、アメリカ合衆国政府

は、日本国政府に対し、当該未使用残額を返還する。契約の終了は、更なる財政上及び契約上の責任からアメリカ合

衆国政府を解除する文書の受領によって証明されるものとする。 
（ｂ）アメリカ合衆国政府は、未使用残額を、日本国政府の実施当局の同意を得て、日本国の同一の会計年度において日

本国の提供した資金が拠出された他の個別の事業のために使用することができる。 
４（ａ）（ｂ）に規定する場合を除くほか、日本国の提供した資金が拠出された最後の個別の事業に係るすべての契約の終

了後、アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、日本国が提供した資金から生じた利子を返還する。契約の終了は、

更なる財政上及び契約上の責任からアメリカ合衆国政府を解除する文書の受領によって証明されるものとする。 
（ｂ）アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金から生じた利子を、日本国政府の実施当局の同意を得て、日本国の

提供した資金が拠出された事業のために使用することができる。 
５ アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、毎月、合衆国財務省勘定（日本国が提供した資金に関係するすべての小勘

定を含む。）における取引に関する報告書を提出する。 
第八条 

アメリカ合衆国政府は、同政府が日本国の提供した資金が拠出された施設及び基盤に重大な影響を与えるおそれのある変

更を検討する場合には、日本国政府と協議を行い、かつ、日本国の懸念を十分に考慮に入れて適切な措置をとる。 
第九条 

１ 第一条１に規定する日本国の資金の提供は、第二条に規定する措置においてアメリカ合衆国政府による資金の拠出があ

ることを条件とする。 
２ 第二条に規定する合衆国の措置は、（１）移転のための資金が利用可能であること、（２）ロードマップに記載された

普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展があること及び（３）ロードマップに記載され

た日本国の資金面での貢献があることを条件とする。 
第十条 

両政府は、この協定の実施に関して相互に協議する。 
第十一条 

この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定

は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。 
 

以上の証拠として、下名は、署名のために正当な委任を受けてこの協定に署名した。 
 

二千九年二月十七日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。 
 

日本国政府のために 
      中曽根弘文 
 

アメリカ合衆国政府のために 
ヒラリー・ロダム・クリントン 

 
（８）2010 年（平成 22 年）５月 28 日「２＋２」共同発表 
 

〈仮訳〉 
共同発表 

日米安全保障協議委員会 
2010 年５月 28 日 

岡田外務大臣 
北澤防衛大臣 

クリントン国務長官 
ゲイツ国防長官 



 
2010 年５月 28 日、日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）の構成員たる閣僚は、日米安全保障条約の署名 50 周年に当たる本年、

日米同盟が日本の防衛のみならず、アジア太平洋地域の平和、安全及び繁栄にとっても引き続き不可欠であることを再確認し

た。北東アジアにおける安全保障情勢の最近の展開により、日米同盟の意義が再確認された。この点に関し、米国は、日本の

安全に対する米国の揺るぎない決意を再確認した。日本は、地域の平和及び安定に寄与する上で積極的な役割を果たすとの決

意を再確認した。さらに、ＳＣＣの構成員たる閣僚は、沖縄を含む日本における米軍の堅固な前方のプレゼンスが、日本を防

衛し、地域の安定を維持するために必要な抑止力と能力を提供することを認識した。ＳＣＣの構成員たる閣僚は、日米同盟を

21 世紀の新たな課題にふさわしいものとすることができるよう幅広い分野における安全保障協力を推進し、深化させていくこ

とを決意した。 
 
閣僚は、沖縄を含む地元への影響を軽減するとの決意を再確認し、これによって日本における米軍の持続的なプレゼンスを

確保していく。この文脈において，ＳＣＣの構成員たる閣僚は、同盟の変革と再編のプロセスの一環として、普天間飛行場を

移設し、同飛行場を日本に返還するとの共通の決意を表明した。 
 
閣僚は、このＳＣＣ発表によって補完された、2006 年５月１日のＳＣＣ文書「再編の実施のための日米ロードマップ」に記

された再編案を着実に実施する決意を確認した。 
 
閣僚は、2009 年２月 17 日の在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定（グアム協定）に定められたように、第三海兵機動展開

部隊（ＭＥＦ）の要員約 8000 人及びその家族約 9000 人の沖縄からグアムへの移転は、代替の施設の完成に向けての具体的な

進展にかかっていることを再確認した。グアムへの移転は、嘉手納以南の大部分の施設の統合及び返還を実現するものである。 
 
このことを念頭に、両政府は、この普天間飛行場の移設計画が、安全性、運用上の所要、騒音による影響、環境面の考慮、

地元への影響等の要素を適切に考慮しているものとなるよう、これを検証し、確認する意図を有する。 
 
両政府は、オーバーランを含み、護岸を除いて 1800ｍの長さの滑走路を持つ代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区

及びこれに隣接する水域に設置する意図を確認した。 
 
普天間飛行場のできる限り速やかな返還を実現するために、閣僚は、代替の施設の位置、配置及び工法に関する専門家によ

る検討を速やかに（いかなる場合でも 2010 年８月末日までに）完了させ、検証及び確認を次回のＳＣＣまでに完了させること

を決定した。 
 
両政府は、代替の施設の環境影響評価手続及び建設が著しい遅延がなく完了できることを確保するような方法で、代替の施

設を設置し、配置し、建設する意図を確認した。 
 
閣僚は、沖縄の人々が、米軍のプレゼンスに関連して過重な負担を負っており、その懸念にこたえることの重要性を認識し、

また、共有された同盟の責任のより衡平な分担が、同盟の持続的な発展に不可欠であることを認識した。上記の認識に基づき、

閣僚は、代替の施設に係る進展に従い、次の分野における具体的な措置が速やかにとられるよう指示した。 
・訓練移転  

両政府は、二国間及び単独の訓練を含め、米軍の活動の沖縄県外への移転を拡充することを決意した。この関連で、

適切な施設が整備されることを条件として、徳之島の活用が検討される。日本本土の自衛隊の施設・区域も活用され得

る。両政府は、また、グアム等日本国外への訓練の移転を検討することを決意した。  
 

・環境  
環境保全に対する共有された責任の観点から、閣僚は，日米両国が我々の基地及び環境に対して、「緑の同盟」のア

プローチをとる可能性について議論するように事務当局に指示した。「緑の同盟」に関する日米の協力により，日本国

内及びグアムにおいて整備中の米国の基地に再生可能エネルギーの技術を導入する方法を、在日米軍駐留経費負担（Ｈ

ＮＳ）の一構成要素とすることを含め、検討することになる。閣僚は，環境関連事故の際の米軍施設・区域への合理的

な立入り、返還前の環境調査のための米軍施設・区域への合理的な立入りを含む環境に関する合意を速やかに、かつ、

真剣に検討することを、事務当局に指示した。  
 

・施設の共同使用  
両政府は、二国間のより緊密な運用調整、相互運用性の改善及び地元とのより強固な関係に寄与するような米軍と自

衛隊との間の施設の共同使用を拡大する機会を検討する意図を有する。  
 

・訓練区域  
両政府は、ホテル・ホテル訓練区域の使用制限の一部解除を決定し、その他の措置についての協議を継続することを

決意した。 
 

・グアム移転  
両政府は、2009 年２月 17 日のグアム協定に従い、ⅢＭＥＦの要員約 8000 人及びその家族約 9000 人の沖縄からグア

ムへの移転が着実に実施されることを確認した。このグアムへの移転は、代替の施設の完成に向けての日本政府による

具体的な進展にかかっている。米側は、地元の懸念に配慮しつつ、抑止力を含む地域の安全保障全般の文脈において、

沖縄に残留するⅢＭＥＦの要員の部隊構成を検討する。  
 

・嘉手納以南の施設・区域の返還の促進  



両政府は、嘉手納以南の施設・区域の返還が、「再編の実施のための日米ロードマップ」に従って着実に実施される

ことを確認した。加えて、両政府は、キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の「インダストリアル・コリドー」及

び牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の一部が早期返還における優先分野であることを決定した。  
 

・嘉手納の騒音軽減  
両政府は、航空訓練移転プログラムの改善を含む沖縄県外における二国間及び単独の訓練の拡充，沖縄に関する特別

行動委員会（ＳＡＣＯ）の最終報告の着実な実施等の措置を通じた、嘉手納における更なる騒音軽減への決意を確認し

た。  
 

・沖縄の自治体との意思疎通及び協力  
両政府は、米軍のプレゼンスに関連する諸問題について、沖縄の自治体との意思疎通を強化する意図を確認した。両

政府は、ＩＴイニシアチブ、文化交流、教育プログラム、研究パートナーシップ等の分野における協力を探究すること

を決意した。  
 

安全保障協力を深化させるための努力の一部として、ＳＣＣの構成員たる閣僚は、地域の安全保障環境及び共通の戦略目標

を推進するに当たっての日米同盟の役割に関する共通の理解を確保することの重要性を強調した。この目的のため、ＳＣＣの

構成員たる閣僚は、現在進行中の両国間の安全保障に係る対話を強化することを決意した。この安全保障に係る対話において

は、伝統的な安全保障上の脅威に取り組むとともに、新たな協力分野にも焦点を当てる。 
（了） 

 
（９）2011 年（平成 23 年）６月 21 日「２＋２」共同発表 より深化し，拡大する日米同盟に向けて：50 年間のパートナーシップ

の基盤の上に 
〈仮訳〉 

日米安全保障協議委員会共同発表 
より深化し、拡大する日米同盟に向けて： 
50 年間のパートナーシップの基盤の上に 

 
2011 年６月 21 日 

 
クリントン国務長官 

ゲイツ国防長官 
松本外務大臣 
北澤防衛大臣 

 

Ⅰ．序文 

日米同盟が第二の半世紀に入るに当たり、日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）の構成員たる閣僚は、日米同盟が日本及び

米国の安全保障並びに 21 世紀のアジア太平洋地域の平和、安定及び経済的繁栄にとって引き続き不可欠であることを確認し

た。 
   
閣僚は 2011 年６月 21 日に会し、３月 11 日の地震、津波及び原子力の非常事態に対応した日本政府及び米国政府の間の緊

密な協力について議論した。自衛隊と米軍によるかつてない共同の運用を含むこの協力は、本日のＳＣＣ会合において発出

されたＳＣＣ文書「東日本大震 災への対応における協力」において述べられているように、日米同盟に対する信頼を新た

にし，日本と米国が過去半世紀にわたり築いてきた友情を深めた。日本は，米国から提供された広範な支援に対する心から

の謝意を表明し、米国政府は、日本の復興のための支援を継続することを誓った。 
   

ＳＣＣの構成員たる閣僚は、ますます不確実になっている安全保障環境によってもたらされる課題に継続して取り組む必

要性を認識した。これには、地域における軍事能力及び活動の拡大、北朝鮮の核・ミサイル計画及び挑発的行動、非伝統的

な安全保障上の懸念の顕在化並びに宇宙、公海及びサイバー空間などに対するその他の変化する脅威が含まれる。閣僚は，

また、アフガニスタン及び中東における過激主義に対する継続中の取組を含む、増大するグローバルな課題に留意した。こ

れらの課題は、地域の安全及び安定の維持における日米同盟の不可欠な役割のみならず、日米両国が協力を深化させ、拡大

させる必要性を強調するものである。日米の共有された価値、すなわち民主主義の理想、共通の利益並びに人権及び法の支

配の尊重は、引き続き日米同盟の基礎である。これらの現存する又は顕在化しつつある課題に対処するために、閣僚は、日

米の協力を適応させ、日米の部隊を近代化し、相互運用性を向上し、新たな技術の開発において協力することによって、日

米同盟の能力を強化し続ける必要性に留意した。 
  
米国政府は、核及び通常戦力の双方のあらゆる種類の米国の軍事力によることを含め、日本の防衛並びに地域の平和及び

安全へのコミットメントを再確認した。日本政府は、米軍による施設及び区域の安定的な使用を提供し、在日米軍駐留経費

負担の提供を通じて米軍の円滑な運用を支援するとのコミットメントを再確認した。日米双方は、本日のＳＣＣ会合におい

て発出されたＳＣＣ文書「在日米軍駐留経費負担」において述べられたように、在日米軍駐留経費負担に関する新たな協定

が成功裡に締結されたことを歓迎した。 
  
ＳＣＣの構成員たる閣僚は、2010 年５月 28 日のＳＣＣ共同発表及び本日のＳＣＣ会合において発出されたＳＣＣ文書「在

日米軍の再編の進展」によって補完された 2006 年５月１日のＳＣＣ文書「再編の実施のための日米ロードマップ」において

述べられている再編案を着実に実施する決意を再確認した。 



  
2010 年１月 19 日のＳＣＣの共同発表に基づき、日米両政府は、変化する安全保障環境の中、共通の利益を有する幅広い

分野において、日米同盟の深化に関する精力的な協議を実施した。閣僚は，次のようなこれらの協議の結果を支持した。 
 

  Ⅱ．共通の戦略目標 

変化する安全保障環境に関する評価に基づき、閣僚は、2005 年及び 2007 年の日米同盟の共通の戦略目標を再確認し、更

新した。閣僚は、次のものが日米同盟の共通の戦略目標を示すと決定した。 
 

● 日本の安全を確保し、アジア太平洋地域における平和と安定を強化する。 
 
● 日米両国に影響を与える多様な事態に対処する能力を向上させる。 
 
● 北朝鮮による挑発を抑止する。六者のプロセス、そして不可逆的な措置を通じて、ウラン濃縮計画を含む北朝鮮の完全

かつ検証可能な非核化を達成する。拡散、弾道ミサイル、不法活動及び北朝鮮による拉致の問題を含む人道上の懸念に

関連する課題を解決する。国際連合安全保障理事会決議及び 2005 年９月の六者会合の共同声明を完全に実施する。平和

的な統一を支持する。 
 
● 豪州及び韓国の双方のそれぞれとの間で、三か国間の安全保障及び防衛協力を強化する。 
 
● 日本、米国及び中国の間の信頼関係を構築しつつ、地域の安定及び繁栄における中国の責任ある建設的な役割、グロー

バルな課題における中国の協力並びに中国による国際的な行動規範の遵守を促す。中国の軍事上の近代化及び活動に関

する開放性及び透明性を高め、信頼醸成の措置を強化する。 
 
● 両岸関係の改善に関するこれまでの進捗を歓迎しつつ、対話を通じた両岸問題の平和的な解決を促す。 
 
● アジア太平洋地域におけるロシアの建設的な関与を促す。北方領土問題の解決を通じた日露関係の完全な正常化を実現

する。 
● 地域の安全保障環境を不安定にし得る軍事上の能力を追求・獲得しないよう促す。 
 
● 日本、米国及び東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）間の安全保障協力を強化し、民主的価値及び統合された市場経済を

促進するとのＡＳＥＡＮの努力を支援する。 
 
● 強く揺るぎないアジア太平洋のパートナーとしてインドを歓迎し、インドの更なる地域への関与及び地域的枠組みへの

参加を促す。日米印三か国間の対話を促進する。 
 
● ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）、ＡＳＥＡＮ拡大国防相会議（ＡＤＭＭ＋）、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）

及び東アジア首脳会議（ＥＡＳ）を含む、開放的かつ多層的な地域のネットワーク及びルール作りのメカニズムを通じ

た効果的な協力を促進する。 
 
● 脆弱な国家を支援し、人間の安全保障を促進するために、人道支援、ガバナンス及び能力構築、平和維持活動並びに開

発援助の分野における日米協力を強化する。 
 
● テロを防止し、根絶する。 
 
● 必要な抑止力を維持しつつ、核兵器のない世界における平和及び安全を追求する。大量破壊兵器及びその運搬手段の不

拡散及び削減を推進し、各国に不拡散上の義務の違反について責任を果たさせる。 
 
● 海賊の防止及び根絶、自由で開放的な貿易及び商業の確保並びに関連する慣習国際法及び国際約束の促進を含む、航行

の自由の原則を守ることにより海上交通の安全及び海洋における安全保障を維持する。 
 
● 我々が利益を共有する宇宙及びサイバー空間の保護並びにそれらへのアクセスに関する日米の協力を維持する。情報及

び宇宙のシステムの安全を含む、死活的に重要なインフラの抗堪性を促進する。 
 
● 災害予防及び災害救援における国際的な協力を強化する。 
 
● 民生用の原子力計画における最高水準の安全を促進し、原子力事故に対処するための能力を向上させる。 
 
● エネルギー及びレア・アースを含む死活的に重要な資源及び原料の供給の多様化についての対話を促進する。 
 
● 日本を常任理事国として含む国連安全保障理事会の拡大を期待しつつ、国連安全保障理事会が、改革を通じて、その任

務を果たし、新しい世紀の課題に効果的に対処する能力を向上させるための努力につき協議する。 
 
● 民主的改革を支持し、促す機会を追求することで、中東及び北アフリカにおける安定及び繁栄を促進する 
。 



● イランの国際的義務の完全な遵守及び核計画に関するＰ５＋１との真剣な交渉への復帰を確保する。デュアル・トラッ

ク・アプローチの一部として、日本及び米国は国際連合安全保障理事会決議の着実な実施を継続する。 
 
● アフガニスタンにおける治安権限委譲の開始を歓迎しつつ、アフガニスタン治安部隊（ＡＮＳＦ）への継続的な支援を

通じて持続的な進展を確保し、効果的なガバナンスと開発を促進するための民生面での努力を強化する。 
 
● 文民統治の強化及び経済改革の実施のためのパキスタンの努力を支持する。 

 

  Ⅲ. 日米同盟の安全保障及び防衛協力の強化 

変化する地域及び世界の安全保障環境に対処するため、ＳＣＣの構成員たる閣僚は、二国間の安全保障及び防衛協力の更

なる向上を追求することを決定した。 
  
日本政府は、2010 年に、新たな防衛計画の大綱を策定した。新たな防衛計画の大綱は，高い即応性，機動性，柔軟性，持

続性及び多目的性を特徴とし、高度の技術力と情報能力によって強化された「動的防衛力」の構築を目的とする。米国政府

は、地域における抑止力を強化し、アジア太平洋地域における軍事的プレゼンスを維持・強化するとの 2010 年の「４年ごと

の米国国防政策の見直し」（ＱＤＲ）にあるコミットメントを再確認し、また、核技術及び戦域弾道ミサイルの拡散、アク

セス拒否／エリア拒否能力並びに宇宙、公海及びサイバー空間などに対するその他の変化する脅威といった課題に対処する

よう地域の防衛態勢を適合させる意図を確認した。 
  
上記の新たに策定された国家安全保障戦略を反映しつつ、閣僚は以下のとおり重点分野を特定した。 

 
（１）抑止及び緊急時の対処の強化 
 

● 閣僚は、二国間の計画検討作業のこれまでの進展を歓迎し、日米同盟が日本をよりよく防衛し、様々な地域の課題に

対処できるよう、二国間の計画を精緻化する努力を行うことを再確認した。この努力は、平時及び危機における調整

のための二国間の政府全体のメカニズムを強化し、米軍及び自衛隊による日本国内の施設への緊急時のアクセスを改

善することを目的とする。 
 
● 閣僚は、日本及び米国の役割、任務及び能力を継続的に検討する必要性を強調し、運用面での協力をより強化する分

野を特定するとのこのプロセスの目的を確認した。 
 
● 閣僚は、非戦闘員退避活動における二国間の協力を加速することを決定した。 
 
● 閣僚は、能動的、迅速かつシームレスに地域の多様な事態を抑止し、それらに対処するために、共同訓練・演習を拡

大し、施設の共同使用を更に検討し、情報共有や共同の情報収集・警戒監視・偵察（ＩＳＲ）活動の拡大といった協

力を促進することを決定した。 
 
● 閣僚は、弾道ミサイル防衛に係る協力について両国が達成した進展を歓迎した。ＳＭ－３ブロックⅡＡの共同開発事

業に関し、閣僚は，生産及び配備段階に移行する場合に備え、将来の課題を検討することを決定した。この観点から、

米国政府から今後要請され得るＳＭ－３ブロックⅡＡの第三国への移転は、当該移転が日本の安全保障に資する場合

や国際の平和及び安定に資する場合であって、かつ、当該第三国がＳＭ-３ブロックⅡＡの更なる移転を防ぐための十

分な政策を有しているときには、米国に対する武器及び武器技術の供与に関する2006年６月23日の交換公文に従い、

認められ得る。閣僚は、武器・武器技術共同委員会（ＪＡＭＴＣ）をそのような将来の第三国移転に関する協議の機

関に指定した。 
 
● 閣僚は、短期的及び長期的に地域の安定を向上させる最も効果的な方法（核能力によるものを含む。）を決定する協

議の機関として、定期的な二国間の拡大抑止協議が立ち上げられたことを歓迎した。 
 
● 閣僚は、安全保障分野における日米宇宙協議及び宇宙状況監視、測位衛星システム、宇宙を利用した海洋監視、デュ

アルユースのセンサーの活用といった諸分野におけるあり得べき将来の協力を通じ、日米二国間の宇宙における安全

保障に関するパートナーシップを深化させる最近の進展があったことを認識した。 
 
● 閣僚は、サイバー空間における増大する脅威によってもたらされる課題に日本及び米国が立ち向かうための新たな方

法について協議することを決意し、サイバー・セキュリティに関する二国間の戦略的政策協議の設置を歓迎した。閣

僚は、サイバー・セキュリティに関する効果的な二国間協力には、政府全体による解決及び民間部門との調整が必要

であることを認識した。 
 
（２）地域及びグローバルな場での日米同盟の協力 
 

● 閣僚は、前述の三か国間の安全保障協力を含め、地域において共通の価値を共有する諸国と安全保障及び防衛協力を

促進することの重要性を強調した。閣僚は、状況が許す場合には共同演習及び相互の後方支援を通じて，人道支援・

災害救援及びその他の活動での三か国間及び多国間の協力を促進するための努力を奨励した。 
 
● 閣僚は、また、地域の人道支援・災害救援分野の後方支援の拠点を日本に設置することの重要性につき一致した。 



 
● 閣僚は、災害救援，平和維持、復興及びテロ対策を含む国際的な活動における更なる協力の重要性を強調した。 
 
● 閣僚は、航行の自由を保護し、安全で確実なシーレーンを確保するため、海洋安全保障及び海賊対処において更に協

力する意図を確認した。 
 
● 閣僚は、自衛隊及び米軍に関連する環境面での課題について協力を継続することを決定した。 
 

（３）日米同盟の基盤の強化 
 

● 閣僚は，これまでの進展を歓迎しつつ、情報保全についての日米協議で議論されてきたとおり、政府横断的なセキュ

リティ・クリアランスの導入やカウンター・インテリジェンスに関する措置の向上を含む、情報保全制度の更なる改

善の重要性を強調した。閣僚は、また、情報保全のための法的枠組みの強化に関する日本政府の努力を歓迎し，その

ような努力が情報共有の向上につながることを期待した。 
 
● 閣僚は、運用面での協力についてより効果的で、顕在化しつつある安全保障上の課題により適合したものとし、様々

な事態により良く対応することができるよう二国間の枠組みを継続的に検討し、強化していくことの重要性を認識し

た。 
 
● 閣僚は、日米間のより緊密な装備・技術協力は、強固な同盟の基礎となる要素であることを確認した。特に、先進諸

国が国際共同開発・生産を通じて、装備品の高性能化を実現しつつ、コストの高騰に対応している中、日本政府はそ

のような流れに対応するために現在行っている検討を促進する。米国政府は、この日本政府の努力を奨励する。 
 

閣僚は、日米同盟の過去 50 年を顧みて、達成された全てに大いに満足した。同時に、閣僚は、日米同盟がかつてないほど

重要であり、また，かつてないほど重要な課題に直面していることを認識した。この文脈において、双方は，地域及び世界

が直面するあらゆる安全保障面、戦略面及び政治面の課題に関する協議及び調整をより充実させるため引き続き取り組んで

いく必要性を認識した。 
 
（10）2012 年（平成 24 年）４月 27 日「２＋２」共同発表 
 

〈仮訳〉 
日米安全保障協議委員会 

共同発表 
 

2012 年４月 27 日 
 

玄葉外務大臣 
田中防衛大臣 

クリントン国務長官 
パネッタ国防長官 

 
日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）は、在沖縄米海兵隊の兵力を含む、日本における米軍の堅固なプレゼンスに支えられた

日米同盟が、日本を防衛し、アジア太平洋地域の平和、安全及び経済的繁栄を維持するために必要な抑止力と能力を引き続き

提供することを再確認した。 
  
ますます不確実となっているアジア太平洋地域の安全保障環境に鑑み、閣僚は、2011 年６月 21 日のＳＣＣ共同発表に掲げ

る共通の戦略目標を進展させるとのコミットメントを強調した。また、閣僚は、その共同発表に沿って二国間の安全保障及び

防衛協力を強化し、アジア太平洋地域の諸国への関与を強化するための方途を明らかにするとの意図を表明した。 
  
日本国政府は、2012 年１月に米国政府により国防省の新たな戦略指針が発表され、アジア太平洋地域に防衛上の優先度を移

すとの米国の意図が示されたことを歓迎した。また、日本国政府は、同地域における外交的関与を推進しようとする米国の取

組を歓迎した。 
  
ＳＣＣは、両国間に共有されるパートナーシップの目標を達成するため、2006 年５月１日のＳＣＣ文書「再編の実施のため

の日米ロードマップ」（再編のロードマップ）に示された計画を調整することを決定した。閣僚は、これらの調整の一部とし

て、第３海兵機動展開部隊（ⅢＭＥＦ）の要員の沖縄からグアムへの移転及びその結果として生ずる嘉手納飛行場以南の土地

の返還の双方を、普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定した。 
  
閣僚は、これらの調整が、アジア太平洋地域において、地理的により分散し、運用面でより抗堪性があり、政治的により持

続可能な米軍の態勢を実現するために必要であることを確認した。これらの調整は、抑止力を維持し、地元への米軍の影響を

軽減するとの再編のロードマップの基本的な目標を変更するものではない。また、これらの調整は、米軍と自衛隊の相互運用

性を強化し、戦略的な拠点としてのグアムの発展を促進するものである。 
 
また、閣僚は、第Ｉ部に示す部隊構成が日米同盟の抑止力を強化するものであることを確認した。さらに、閣僚は、同盟の

抑止力が、動的防衛力の発展及び南西諸島を含む地域における防衛態勢の強化といった日本の取組によって強化されることを



強調した。また、閣僚は、適時かつ効果的な共同訓練、共同の警戒監視・偵察活動及び施設の共同使用を含む二国間の動的防

衛協力が抑止力を強化することに留意した。 
 

Ｉ．グアム及び沖縄における部隊構成 
  

閣僚は、沖縄及びグアムにおける米海兵隊の部隊構成を調整するとの意図を表明した。再編のロードマップの後、在沖縄

米海兵隊の兵力の定員が若干増加したことから、また、移転する部隊及び残留する部隊の運用能力を最大化するため、両政

府は、グアム及び沖縄における米海兵隊の兵力の最終的な構成に関する一定の調整を決定した。 
  
米国は、地域における米海兵隊の兵力の前方プレゼンスを引き続き維持しつつ、地理的に分散された兵力態勢を構築する

ため、海兵空地任務部隊（ＭＡＧＴＦ）を沖縄、グアム及びハワイに置くことを計画しており、ローテーションによるプレ

ゼンスを豪州に構築する意図を有する。この見直された態勢により、より高い能力を有する米海兵隊のプレゼンスが各々の

場所において確保され、抑止力が強化されるとともに、様々な緊急の事態に対して柔軟かつ迅速な対応を行うことが可能と

なる。閣僚は、これらの措置が日本の防衛、そしてアジア太平洋地域全体の平和及び安定に寄与することを確認した。 
  
閣僚は、約 9000 人の米海兵隊の要員がその家族と共に沖縄から日本国外の場所に移転されることを確認した。沖縄に残留

する米海兵隊の兵力は、第３海兵機動展開部隊司令部、第１海兵航空団司令部、第３海兵後方支援群司令部、第 31 海兵機動

展開隊及び海兵隊太平洋基地の基地維持要員の他、必要な航空、陸上及び支援部隊から構成されることとなる。 
閣僚は、沖縄における米海兵隊の最終的なプレゼンスを再編のロードマップに示された水準に従ったものとするとのコミ

ットメントを再確認した。米国政府は、日本国政府に対し、同盟に関するこれまでの協議の例により、沖縄における米海兵

隊部隊の組織構成の変更を伝達することとなる。 
  
米国は、第３海兵機動展開旅団司令部、第４海兵連隊並びに第３海兵機動展開部隊の航空、陸上及び支援部隊の要素から

構成される、機動的な米海兵隊のプレゼンスをグアムに構築するため作業を行っている。グアムには基地維持要員も設置さ

れる。グアムにおける米海兵隊の兵力の定員は、約 5000 人になる。 
  
これらの調整に関連し、米国政府は、日本国政府に対し、ローテーションによる米海兵隊のプレゼンスを豪州に構築しつ

つあり、また、ハワイにおける運用能力の強化のために米海兵隊の他の要員を同地に移転することを報告した。これらの移

転を実施するに当たって、米国政府は、西太平洋地域において、同政府の現在の軍事的プレゼンスを維持し、軍事的な能力

を強化するとの同政府のコミットメントを再確認した。 
  
沖縄における米軍のプレゼンスの長期的な持続可能性を強化するため、適切な受入施設が利用可能となる際に、前述の沖

縄からの米海兵隊部隊の移転が実現する。沖縄の住民の強い希望を認識し、これらの移転は、そのプロセスを通じて運用能

力を確保しつつ、可能な限り早急に完了させる。 
  
前述の海兵隊の要員のグアムへの移転に係る米国政府による暫定的な費用見積りは、米国の 2012 会計年度ドルで 86 億米

ドルである。グアムにおける機動的な米海兵隊のプレゼンスの構築を促進するため、また、前述の部隊構成を考慮して、両

政府は、日本の財政的コミットメントが、2009 年のグアム協定の第１条に規定された直接的な資金の提供となることを再確

認した。両政府は、グアム移転のための日本による他の形態での財政支援は利用しないことを確認した。第Ⅱ部に示す訓練

場の整備のための日本からの貢献がある場合、これは、前述のコミットメントの一部となる。残りの費用及びあり得べき追

加的な費用は、米国政府が負担する。2009 年のグアム協定の下で日本国政府から米国政府に対し既に移転された資金は、こ

の日本による資金の提供の一部となる。両政府は、二国間で費用内訳を完成させる。両政府は、2009 年のグアム協定に鑑み

てとるべき更なる措置についても協議する。閣僚は、これらのイニシアティブの計画上及び技術上の詳細に関して引き続き

双方において立法府と協議することの重要性に留意した。 
 

  Ⅱ．地域の平和、安定及び繁栄を促進するための新たなイニシアティブ 
  

閣僚は、アジア太平洋地域における平和、安定及び繁栄の促進のために協力すること並びに効果的、効率的、創造的な協

力を強化することが極めて重要であることを確認した。 
  
この文脈で、米国政府は、訓練や演習を通じてこの地域の同盟国及びパートナー国がその能力を構築することを引き続き

支援する考えである。一方、日本国政府は、例えば沿岸国への巡視船の提供といった政府開発援助（ＯＤＡ）の戦略的な活

用を含むこの地域の安全の増進のための様々な措置をとる考えである。 
  
両政府は、戦略的な拠点としてグアムを発展させ、また、米軍のプレゼンスの地元への影響を軽減するため、変化する安

全保障環境についての評価に基づき、地域における二国間の動的防衛協力を促進する新たな取組を探求する考えである。両

政府は、グアム及び北マリアナ諸島連邦における自衛隊及び米軍が共同使用する施設としての訓練場の整備につき協力する

ことを検討する。両政府は、2012 年末までにこの点に関する具体的な協力分野を特定する。 
 
  Ⅲ．沖縄における基地の統合及び土地の返還 
  

以下の６つの施設・区域の全面的又は部分的な返還について、再編のロードマップから変更はない。 
－ キャンプ桑江（キャンプ・レスター）：全面返還。 
－ キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）：部分返還及び残りの施設とインフラの可能な限りの統合。 
－ 普天間飛行場：全面返還。 



－ 牧港補給地区（キャンプ・キンザー）：全面返還。 
－ 那覇港湾施設：全面返還（浦添に建設される新たな施設（追加的な集積場を含む。）に移設）。 
－ 陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファーム：全面返還。 

 
米国は、対象となっている米海兵隊の兵力が沖縄から移転し、また、沖縄の中で移転する部隊等の機関のための施設が使

用可能となるに伴い、土地を返還することにコミットした。日本国政府は、残留する米海兵隊の部隊のための必要な住宅を

含め、返還対象となる施設に所在し、沖縄に残留する部隊が必要とする全ての機能及び能力を米国政府と調整しつつ移設す

る責任に留意した。必要に応じて地元との調整が行われる。 
  
前述の施設・区域の土地は、可能になり次第返還される。沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）による移設・返還計

画は、再評価が必要となる可能性がある。 
  
沖縄における米軍による影響をできる限り早期に軽減するため、両政府は、米軍により使用されている以下の区域が返還

可能となることを確認した。 
－ 閣僚は、以下の区域が、必要な手続の完了後に速やかに返還可能となることを確認した。 

－ キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の西普天間住宅地区 
－ 牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の北側進入路 
－ 牧港補給地区の第５ゲート付近の区域 
－ キャンプ瑞慶覧の施設技術部地区内の倉庫地区の一部（他の場所での代替の倉庫の提供後） 

- 閣僚は、以下の区域が、沖縄において代替施設が提供され次第、返還可能となることを確認した。 
－ キャンプ桑江（キャンプ・レスター） 
－ キャンプ瑞慶覧のロウワ－・プラザ住宅地区、喜舎場住宅地区の一部及びインダストリアル・コリドー 
－ 牧港補給地区の倉庫地区の大半を含む部分 
－ 那覇港湾施設 
－ 陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファーム 

－ 閣僚は、以下の区域が、米海兵隊の兵力が沖縄から日本国外の場所に移転するに伴い、返還可能となることを確認

した。 
－ キャンプ瑞慶覧の追加的な部分 
－ 牧港補給地区の残余の部分 

 
移設に係る措置の順序を含む沖縄に残る施設・区域に関する統合計画を、キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の最

終的な在り方を決定することに特に焦点を当てつつ、2012 年末までに共同で作成する。この取組においては、今般見直され

た部隊構成により必要とされるキャンプ瑞慶覧における土地の使用及び沖縄における施設の共同使用によって生じ得る影響

についても検討する。閣僚は、施設の共同使用が再編のロードマップの重要な目標の一つであることに留意した。この統合

計画はできる限り速やかに公表される。閣僚は、この統合計画を作成し、また監督するための、本国の適切な担当者も参加

する作業部会の設置を歓迎した。 
 

Ⅳ．普天間飛行場の代替施設及び普天間飛行場 
  

閣僚は、運用上有効であり、政治的に実現可能であり、財政的に負担可能であって、戦略的に妥当であるとの基準を満た

す方法で、普天間飛行場の移設に向けて引き続き取り組むことを決意する。閣僚は、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及び

これに隣接する水域に建設することが計画されている普天間飛行場の代替施設が、引き続き、これまでに特定された唯一の

有効な解決策であるとの認識を再確認した。 
  
閣僚は、同盟の能力を維持しつつ、普天間飛行場の固定化を避けるため、普天間飛行場の代替施設に係る課題をできる限

り速やかに解決するとのコミットメントを確認した。 
  
両政府は、普天間飛行場において、同飛行場の代替施設が完全に運用可能となるまでの安全な任務能力の保持、環境の保

全等の目的のための必要な補修事業について、個々の案件に応じ、また、在日米軍駐留経費負担を含め、既存の二国間の取

決めに従って、相互に貢献するとのコミットメントを表明した。個別の補修事業に関する二国間の協議は、再編案に関する

協議のためのものとは別のチャネルを通じて行われ、初期の補修事業は 2012 年末までに特定される。 
 

結び 
  

閣僚は、この共同発表において緊密かつ有益な協力が具体化されたことを歓迎し、調整された再編のパッケージを双方にお

いて立法府と協議しつつ、速やかに実施するよう指示した。さらに、閣僚は、このパッケージがより深化し拡大する日米同盟

の強固な基盤となるとの確信を表明した。閣僚は、普天間飛行場の代替施設の環境影響評価プロセスの進展、グアムへの航空

機訓練移転計画の拡充、航空自衛隊航空総隊司令部の横田飛行場への移転、陸上自衛隊中央即応集団司令部のキャンプ座間へ

の移転の進展を含む、2011 年６月に行われた前回のＳＣＣ会合以降の再編案に関する多くの重要な進展に留意した。閣僚は、

変化していく地域及び世界の安全保障環境の課題に対し、日米同盟を強化するために、再編に関する目標に向けて更なる進展

を達成し、また、より広い観点から、日米同盟における役割・任務・能力（ＲＭＣ）を検証する意図を表明した。 
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第１ はじめに 
 

Ⅰ 概観 
沖縄における米軍の再編（統合を含む。）は、2005 年 10 月 29 日の日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）文書「日米同

盟:未来のための変革と再編」にあるとおり、安全保障同盟に対する日本及び米国における国民一般の支持が、日本の施

設・区域における米軍の持続的なプレゼンスに寄与するものであって、このような支持を強化することが重要であると

認識する日米両政府による重要な取組である。 
 
2006 年５月１日のＳＣＣ文書「再編の実施のための日米ロードマップ」（再編のロードマップ）にあるとおり、再編

を実施することにより、同盟関係にとって死活的に重要な在日米軍のプレゼンスが確保され、また、抑止力を維持し、

地元への米軍の影響を軽減することとなる。 
 
再編を実現するため、日米両政府は、この統合計画を作成したのであり、これを実施していく。措置の順序を含むこ

の統合計画は、沖縄に残る施設・区域に関して共同で作成された。 
 
日米両政府は、再編を着実に実施するとのコミットメントを再確認する。 
米国政府は、対象となっている米海兵隊の兵力が沖縄から移転し、また、沖縄の中で移転する部隊等の機関のための

施設が使用可能となるに伴い、土地を返還することに引き続きコミットしている。 
日本国政府は、残留する米海兵隊の部隊のための必要な住宅を含め、返還対象となる施設に所在し、沖縄に残留する

部隊が必要とする全ての機能及び能力を米国政府と調整しつつ移設する責任に留意した。 
 
日米両政府は、2012 年４月 27 日のＳＣＣ共同発表において、再編のロードマップにおいて指定された６つの施設・

区域の全面的又は部分的な返還に変更はなく、米軍により使用されている前述の施設・区域の土地は以下の３つの区分

で返還可能となることを確認した。 
Ⅰ 必要な手続の完了後に速やかに返還可能となる区域 
Ⅱ 沖縄において代替施設が提供され次第、返還可能となる区域 
Ⅲ 米海兵隊の兵力が沖縄から日本国外の場所に移転するに伴い、返還可能となる区域 
 

この統合計画は、定期的な訓練及び演習や、これらの目的のための施設・区域の確保は米軍の即応性、運用能力及び

相互運用性を確保する上で不可欠であり、米軍施設・区域には十分な収容能力が必要であり、また、平時における日常

的な使用水準以上の収容能力は、緊急時の所要を満たす上で決定的に重要かつ戦略的な役割を果たすとの考え方を反映

して作成された。この収容能力は、災害救援や被害対処の状況など、緊急時における地元の必要性を満たす上で不可欠

かつ決定的に重要な能力を提供することができる。 
 
さらに、2012 年４月 27 日のＳＣＣ共同発表において、この統合計画を作成する取組においては、沖縄における施設

の共同使用によって生じ得る影響について検討すること、また、施設の共同使用が再編のロードマップの重要な目標の

一つであることが留意された。日米両政府は、自衛隊による共同使用について、2010 年 12 月に設置された共同使用に

関する作業部会を含む種々の場において、引き続き協議されることを確認した。この作業部会における協議は、この統

合計画を実施するための沖縄に残る施設・区域のマスタープランの作成過程に反映される。 
 
この統合計画の実施を完了する時期は、各手順の実施状況に影響される。沖縄の住民の強い希望を認識し、この統合

計画は、そのプロセスを通じて運用能力（訓練能力を含む。）を確保しつつ、可能な限り早急に実施される。日米両政

府は、予見可能な将来において、更なる著しい変更は必要とされないことに同意する。米国政府は、「日本国とアメリ

カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関

する協定」（日米地位協定）の目的のための施設・区域の必要性をたえず検討することを含め、日米地位協定に従って、

この統合計画を実施する。付表Ａにおける施設・区域の返還時期は、日米両政府により、３年ごとに更新され、公表さ

れる。 
 

Ⅱ 留意事項 
１：地図に示された返還区域及び「返還区域」に記載された区域の広さは、日米両政府間で現在合意されたものを示す。

正確な面積は、将来行われる測量調査等の結果に基づき微修正されることがある。 
 
２：「移設を要する主要施設」は、土地の返還のために移設その他の措置（ユーティリティの使用の確保等）が必要とな

る主要な建物を示す。移設を必要とする追加的な機能は、マスタープランの作成過程において特定される。 
 
３：この統合計画に示された時期及び年は、日米両政府による必要な措置及び手続の完了後、特定の施設・区域が返還さ

れる時期に関する最善のケースの見込みである。これらの時期は、沖縄における移設を準備するための日本国政府の

取組の進展、及び米海兵隊を日本国外の場所に移転するための米国政府の取組の進展といった要素に応じて遅延する

場合がある。 
 
４：各施設の「返還・移設手順」は、2013 年度（日本国の平成２５会計年度）以降に土地の返還のために必要となる主

要な手続を示す。他の施設の返還・移設手順との連関は必ずしも考慮されていない。キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フ



ォスター）、キャンプ・ハンセン、キャンプ・コートニー及びキャンプ・シュワブへの機能の移設は、区域に現在配

置されている部隊の日本国外の場所への移転後に実施が必要となる可能性がある。また、これらは移設の進展に応じ

て更に調整されることがある。 
 
５：文化財調査、環境影響評価等は、実施が予想されるものについて、返還・移設手順に記載されている。したがって、

返還・移設手順に文化財調査等が示されていない場合でも、将来行われる実地調査の結果によっては、文化財調査等

の実施が必要となり、おおよその返還時期に遅延が生じる可能性がある。 
 
６：「移設先」は、主要な施設が移設されることが現在計画されている区域を示すものであり、米国政府によって実施さ

れるマスタープランの作成過程において変更されることがある。 
 
【記号表略】 
略語： ＭＰ（マスタープラン） 

ＪＣ（日米合同委員会） 
ＢＣＰ（設計基準） 

※ 各手順の下の（ ）内の数字は、当該手順を実施するために最低限必要な期間（年）を示している。 
 
【以下略】 
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〈仮訳〉 
日米安全保障協議委員会共同発表 

より力強い同盟とより大きな責任の共有に向けて 
 

2013 年 10 月３日 
 

岸田外務大臣 
小野寺防衛大臣 
ケリー国務長官 
ヘーゲル国防長官 

   
Ⅰ．概観 

2013 年 10 月３日、日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）は、日本の外務大臣及び防衛大臣並びに米国の国務長官及び国防

長官の出席を得て、東京で開催された。この歴史的な会合の機会に、ＳＣＣは、国際の平和と安全の維持のために両国が果

たす不可欠な役割を再確認し，核及び通常戦力を含むあらゆる種類の米国の軍事力による日本の安全に対する同盟のコミッ

トメントを再確認した。双方はまた、民主主義、法の支配、自由で開放的な市場及び人権の尊重という両国が共有する価値

を反映し、アジア太平洋地域において平和、安全、安定及び経済的な繁栄を効果的に促進する戦略的な構想を明らかにした。 
 
ＳＣＣ会合において、閣僚は，アジア太平洋地域において変化する安全保障環境について意見を交換し、日米同盟の能力

を大きく向上させるためのいくつかの措置を決定した。より力強い同盟とより大きな責任の共有のための両国の戦略的な構

想は、1997 年の日米防衛協力のための指針の見直し、アジア太平洋地域及びこれを超えた地域における安全保障及び防衛協

力の拡大、並びに在日米軍の再編を支える新たな措置の承認を基礎としていく。米国はまた、地域及び世界の平和と安全に

対してより積極的に貢献するとの日本の決意を歓迎した。閣僚は，地域及び国際社会におけるパートナーとの多国間の協力

の重要性を強調した。 
 
米国は、アジア太平洋地域重視の取組を引き続き進めており、同盟が、宇宙及びサイバー空間といった新たな戦略的領域

におけるものを含め、将来の世界及び地域の安全保障上の課題に対処することができるよう、軍事力を強化する意図を有す

る。閣僚は、在日米軍の再編が、米国のプレゼンスについて、抑止力を維持し、日本の防衛と地域の緊急事態への対処のた

めの能力を提供し、同時に政治的に持続可能であり続けることを確保するものであることを強調した。この文脈で、閣僚は、

普天間飛行場の代替施設（ＦＲＦ）の建設及び米海兵隊のグアムへの移転を含め、在日米軍の再編に関する合意を完遂する

という継続的な共通のコミットメントを改めて表明し、これに関する進展を歓迎した。 
 
日本の安全保障政策は、地域及び世界の平和と安定に対する日本の長年にわたるコミットメントや、国際社会が直面する

課題への対処に一層積極的に貢献する意図を反映し続ける。同時に、日本は、日米同盟の枠組みにおける日本の役割を拡大

するため、米国との緊密な調整を継続する。日本はまた、国家安全保障会議の設置及び国家安全保障戦略の策定の準備を進

めている。さらに日本は、集団的自衛権の行使に関する事項を含む自国の安全保障の法的基盤の再検討、防衛予算の増額、

防衛計画の大綱の見直し、自国の主権の下にある領域を防衛する能力の強化及び東南アジア諸国に対する能力構築のための

取組を含む地域への貢献の拡大を行っている。米国は、これらの取組を歓迎し、日本と緊密に連携していくとのコミットメ

ントを改めて表明した。 
 
閣僚は、地域の複雑な安全保障環境を背景として両国が共有する同盟に関する戦略的な構想を実現する上で、同盟が地域

における平和と安全の礎であることを認めた。今後十年にわたり、同盟は，緊密な協力を通じ、また、両国が手を携えて機

敏に緊急事態対応や危機管理を行うことを可能とする相互運用性及び柔軟性が強化された兵力態勢を通じ、引き続き安全保

障上の課題に対処する意図を有する。閣僚は，平和と安全に対する持続する、及び新たに発生する様々な脅威や国際的な規



範への挑戦に同盟が対処するため、引き続き十分な用意ができていなければならないことを確認した。これらには、北朝鮮

の核・ミサイル計画や人道上の懸念，海洋における力による安定を損ねる行動、宇宙及びサイバー空間におけるかく乱をも

たらす活動，大量破壊兵器（ＷＭＤ）の拡散、並びに人為的災害及び自然災害が含まれる。2011 年のＳＣＣ共同発表におい

て示されたとおり、閣僚は、中国に対し、地域の安定及び繁栄において責任ある建設的な役割を果たし、国際的な行動規範

を遵守し、急速に拡大する軍事面での資源の投入を伴う軍事上の近代化に関する開放性及び透明性を向上させるよう引き続

き促していく。 
 
日本及び米国は、最先端の能力のために資源を投入し、相互運用性を向上させ、兵力構成を近代化し、同盟における役割

及び任務を現在及び将来の安全保障の現実に適合させることにより、両国が 21 世紀の地域及び世界の課題に共同して的確に

立ち向かうことが可能となるよう、同盟をよりバランスのとれた、より実効的なものとし、十全なパートナーとなる決意で

ある。このため、両国の同盟は、その広範な課題について協力を拡大、深化させることを目的として、情報保全、装備・技

術、サイバーセキュリティ、宇宙の安全等における協力及び調整の向上に注力しなければならない。 
 

Ⅱ．二国間の安全保障及び防衛協力 
閣僚は、引き続き同盟を深化させることを誓い、将来にわたって同盟の信頼性を確実なものとするため、力強い取組を進

めるよう指示した。同盟に関する広範な課題について協力を拡大するために両国が取り組むべきものとしては、日米防衛協

力のための指針の見直し、弾道ミサイル防衛の能力の拡大、宇宙及びサイバー空間といった新たな戦略的領域における協力

の向上、情報保全及び装備取得に関する連携の強化等が挙げられる。 
 

・日米防衛協力のための指針 
閣僚は、変化する地域及び世界の安全保障環境がもたらす影響を認識し、防衛協力小委員会（ＳＤＣ）に対し，紛争を

抑止し、平和と安全を促進する上で同盟が引き続き不可欠な役割を果たすことを確保するため、1997 年の日米防衛協力の

ための指針の変更に関する勧告を作成するよう指示した。閣僚は、この見直しについていくつかの目的を明確にした。そ

れには次のものが含まれる。 
○ 日米防衛協力の中核的要素として、日本に対する武力攻撃に対処するための同盟の能力を確保すること。 
○ 日米同盟のグローバルな性質を反映させるため、テロ対策、海賊対策、平和維持、能力構築、人道支援・災害救

援、装備・技術の強化といった分野を包含するよう協力の範囲を拡大すること。 
○ 共有された目標及び価値を推進するため、地域の他のパートナーとのより緊密な安全保障協力を促進すること。 
○ 協議及び調整のための同盟のメカニズムを、より柔軟で、機動的で、対応能力を備えたものとし、あらゆる状況

においてシームレスな二国間の協力を可能とするよう強化すること。 
○ 相互の能力の強化に基づく二国間の防衛協力における適切な役割分担を示すこと。 
○ 宇宙及びサイバー空間といった新たな戦略的領域における課題を含む変化する安全保障環境における効果的、効

率的かつシームレスな同盟の対応を確保するため、緊急事態における二国間の防衛協力の指針となる概念を評価す

ること。 
○ 共有された目標を達成するため、将来において同盟の強化を可能とする追加的な方策を探求すること。 

 
閣僚は、このＳＤＣの作業を 2014 年末までに完了させるよう指示した。 

 
・弾道ミサイル防衛協力 

閣僚は、両国の弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）の能力を強化するとのコミットメントを確認し、ＳＭ－３ブロックⅡＡの

共同開発事業を含め、この分野における最近の進展を歓迎した。閣僚は、2006 年５月１日のＳＣＣ文書「再編の実施のた

めの日米ロードマップ」に従い、二基目のＡＮ／ＴＰＹ-２レーダー（Ｘバンド・レーダー）システムの配備先として航空

自衛隊経ヶ岬分屯基地を選定する意図を確認した。ＳＣＣの構成員たる閣僚はまた，この分野における二国間の協力を拡

大していくとの継続的な目標を確認した。 
 

・サイバー空間における協力 
2013 年５月に開催された第１回日米サイバー対話は、日本及び米国が、国際的なサイバー協議の場において、特にサイ

バー空間における国家の責任ある行動に関する規範の適用を始めとする、共通の目標を共有していることを確認した。閣

僚は、サイバー空間の安全で確実な利用に対する挑戦に対処するに当たり、民間部門と緊密に調整する必要があることを

強調した。特に、閣僚は、サイバー空間における共通の脅威に対しては政府一体となっての取組を促進する必要があるこ

とを認識した。 
閣僚は、日米それぞれのサイバー能力及び自衛隊と米軍との間の相互運用性の向上を伴うサイバー防衛協力の強化を促

進することを任務とする新たなサイバー防衛政策作業部会（ＣＤＰＷＧ）の実施要領への署名を歓迎した。このことは、

サイバーセキュリティに関する政府一体となっての取組に資するものでもある。 
 

・宇宙における協力 
閣僚は、宇宙状況監視（ＳＳＡ）及び宇宙を利用した海洋監視に関して、二国間の情報の収集と共有を向上させるため

にその能力を活用することの重要性を強調した。特に、閣僚は、日米宇宙状況監視協力取極の締結を歓迎し、ＳＳＡ情報

の双方向の共有に向けた取組における進展を強調した。この文脈で、閣僚は、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）による

ＳＳＡ情報の米国への提供の早期実現への両国のコミットメントを歓迎した。 
ＳＣＣの構成員たる閣僚はまた、衛星能力を活用することによって海洋監視を向上させるとの希望を表明し、この課題

に関する今後の政府一体となっての演習及び対話を期待する。閣僚は、宇宙における長期的な持続性、安定性、安全性及

び安全保障を促進する戦略レベルでの協力を調整するための、宇宙に関する包括的日米対話の設置を歓迎した。閣僚はま

た、宇宙活動に関する国際行動規範を策定するための多国間の取組を引き続き支持することを確認した。 
 



・共同の情報収集・警戒監視・偵察（ＩＳＲ）活動 
閣僚は、両国の防衛当局間の情報収集・警戒監視・偵察（ＩＳＲ）作業部会の設置を歓迎し、同盟のより緊密な相互運

用性及び自衛隊と米軍との間の情報共有を促進するというこの作業部会の任務を再確認した。閣僚は、平時及び緊急事態

における二国間のＩＳＲ活動に向けた更なる進展を歓迎した。 
 

・施設の共同使用 
同盟の柔軟性及び強靱性を向上させ、日本の南西諸島を含む地域における自衛隊の態勢を強化するため、閣僚は、共同

使用に関する作業部会の取組を歓迎した。日本及び米国の施設及び区域の共同使用の実現における進展は、地元とのより

堅固な関係を構築しつつ、同盟の抑止力を強化する。 
 

・二国間の計画検討作業 
閣僚は、二国間の計画検討作業に関する進展を歓迎するとともに，変化する安全保障環境において、日米同盟が日本を

一層効果的に防衛し、地域の様々な課題に一層効果的に対処することができるよう、二国間の計画を精緻化するための取

組を行うことを再確認した。この取組の鍵となる要素には、平時及び危機における調整のための二国間の政府全体のメカ

ニズムを強化すること、並びに自衛隊及び米軍による日本国内の施設への緊急時のアクセスを改善することが含まれる。 
 
・防衛装備・技術協力 

閣僚は、日米装備・技術定期協議における二国間の議論と役割・任務・能力に関する対話との間に新たに構築された連

携を歓迎した。これは、同盟の戦略上及び能力上のニーズを踏まえた防衛システムの取得における協力の強化を可能とす

ることにより、地域及び世界の安全保障環境における変化する課題に対応するものである。また、日本が武器輸出三原則

等について検討を行っているところ，Ｆ-35 の製造への日本企業による参画といった連携を通じて、装備及び技術に関す

る二国間の協力は深化される。 
 
・拡大抑止協議 

閣僚は、二国間の拡大抑止協議の有意義な成果を満足の意をもって留意した。このプロセスは、核及び通常戦力に係る

議論によることを含め，米国による日本の防衛に係るコミットメントの信頼性を強化し、短期的及び長期的に地域の安定

の促進に寄与する。閣僚はまた、この協議を定期的に開催するとの両政府の継続的なコミットメントを確認した。 
 
・情報保全 

情報保全の強化により、二国間の信頼関係は引き続き強化され、両国間の情報共有が質量双方の面でより幅広いものと

なり続ける。閣僚は、情報保全が同盟関係における協力において死活的に重要な役割を果たすことを確認し、情報保全に

関する日米協議を通じて達成された秘密情報の保護に関する政策、慣行及び手続の強化に関する相当な進展を想起した。

ＳＣＣの構成員たる閣僚は、特に、情報保全を一層確実なものとするための法的枠組みの構築における日本の真剣な取組

を歓迎し、より緊密な連携の重要性を強調した。最終的な目的は、両政府が、活発で保全された情報交換を通じて、様々

な機会及び危機の双方に対応するために、リアルタイムでやり取りを行うことを可能とすることにある。 
 
・共同訓練・演習 

自衛隊及び米軍の運用の実効性、相互運用性、即応性、機動性及び持続性を強化し及び向上し、並びに日米同盟の抑止

力を強化するため、閣僚は，時宜を得た，かつ，効果的な二国間の訓練の拡大といった平時における二国間の防衛協力の

進展を歓迎した。日本において、又は日本国外で行われた二国間及び多国間の訓練は、相互運用性を向上するとともに、

侵略を抑止し、日本を防衛し、地域の平和と安全を維持するための両国の能力を向上させている。閣僚は、在沖縄米軍の

沖縄県外の場所における訓練を継続するための重要な取組を認識した。 
閣僚は、同盟の抑止力を維持しつつ、日本本土を含め沖縄県外における訓練を増加させるため、次の機会を活用するこ

とを決定した。 
○ 人道支援・災害救援（ＨＡ/ＤＲ）訓練 
○ 航空機訓練移転（ＡＴＲ）プログラムといった枠組みを通じた飛行訓練 
○ 現在及び将来の緊急時の状況をよりよく反映するための改善について協議を行っている沖縄県道 104 号線越え実

弾射撃訓練の移転 
○ その他の二国間、又はアジア太平洋地域におけるパートナーとの間の三か国間及び多国間の訓練 
○ 特有の能力を備えたＭＶ-22 オスプレイの沖縄における駐留及び訓練の時間を削減する，日本本土及び地域にお

ける様々な運用への参加。このような訓練に加えて、閣僚は、例えば、ＭＶ-22 オスプレイのフォレスト・ライト

訓練への参加や低空飛行訓練、空中給油訓練、後方支援訓練といったＭＶ-22 オスプレイによる飛行訓練に留意し

た。 
 

・在日米軍駐留経費負担 
閣僚は，日本の防衛及び地域の平和と安全の維持のために同盟が効果的なものであり続ける上で，日本による在日米軍

駐留経費負担（ＨＮＳ）が引き続き重要であることを確認した。 
 

Ⅲ．地域への関与 
閣僚は、一層統合を強めるグローバル経済において，三か国間及び多国間の協力が不可欠であることに留意した。閣僚は、

今後十年の間に、同盟が，平和で繁栄し、かつ安全なアジア太平洋地域を維持し及び促進する国際的なパートナーシップ及

び多国間の協力の体制を強化していくことを確認した。日本及び米国は，東南アジア及び世界において安全保障上の能力を

強化するために共に取り組むことをコミットしている。両国の相互協力は、今後拡大していくものであり、閣僚は、持続可

能な協力の形態を構築するため志を同じくする他の国々と連携して取り組むことをコミットしている。 
 



・地域における能力構築 
ＳＣＣの構成員たる閣僚は、アジア太平洋地域におけるパートナーシップに基づく能力構築事業において、これまでの

取組を基に連携していくことを決定した。これらの取組における協力は、地域のパートナーの安全保障上の能力を高め、

他国による防衛上及び法執行上の能力の構築を支援することにより、地域の安定の確保に寄与する。閣僚は、地域のパー

トナーに対する海上安全のための沿岸巡視船や訓練の提供といった日本による政府開発援助の戦略的活用を歓迎し、地域

の平和と安定を促進する上でこのような取組が重要であることを認識した。 
 

・海洋安全保障 
閣僚は、航行の自由を保護し、安全で確実なシーレーンを確保し、並びに関連の国際慣習法及び国際約束を促進するた

め、海洋安全保障及び海賊対策において更に協力する意図を確認した。 
 

・人道支援・災害救援 
閣僚は、世界中で近年発生した人道に関わる自然災害に対する日本及び米国による迅速かつ効果的な対応を想起しつつ、

共同演習及び相互の後方支援を通じ、二国間の協力を拡大するとともに、国際的な人道支援・災害救援（ＨＡ／ＤＲ）、

及び、状況が許す場合にはその他の活動において三か国間及び多国間の協力を促進することを奨励した。 
 

・三か国間協力 
閣僚は、地域における同盟国及びパートナーの間での安全保障及び防衛協力の重要性を確認し、特に豪州及び韓国との

間で定期的に実施されている三か国間の対話の成功に留意した。これらの三か国間の対話は、両国が共有する安全保障上

の利益を増進し、共通の価値を促進し、アジア太平洋地域の安全保障環境を改善する。 
三か国間協力は、地域の平和と安定を維持するために人道支援・災害救援を含む地域の安全保障及び防衛能力の向上を

追求し、航行の自由及び地域における海洋安全保障に寄与し，並びに地域において信頼を構築し透明性を促進すること

によって地域を安定させる存在として機能する。閣僚は、三か国間協力の取組を一層拡大するため、作戦、計画、演習

及び能力に関する情報を含め、地域の同盟国の間での情報共有の強化を求めた。 
 

・多国間協力 
閣僚は、地域の他のパートナーと共に、国際的に受け入れられている規則及び規範に基づき経済及び安全保障協力を促

進する枠組みである東アジア首脳会議（ＥＡＳ）、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ

Ｎ）地域フォーラム（ＡＲＦ）及び拡大ＡＳＥＡＮ国防相会議（ＡＤＭＭプラス）等を強化するために共に取り組むこと

の重要性に留意した。 
 

Ⅳ．在日米軍再編 
閣僚は、在日米軍の再編に関する合意が、そのプロセスを通じて訓練能力を含む運用能力を確保しつつ、可能な限り速や

かに実施されるべきことを確認した。閣僚は、2013 年４月の沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画に示された、

施設及び区域の返還を確保するとのコミットメントを再確認した。閣僚は、約 9,000 人の米海兵隊の要員が沖縄から日本国

外の場所に移転されることを再確認した。 
 
閣僚は、2012 年のＳＣＣ共同発表に示す再編計画が、地理的に分散し、運用面で抗たん性があり、政治的に持続可能な米

軍の態勢を実現するものであることを再確認した。この再編計画は、地元への米軍の影響を軽減しつつ、将来の課題と脅威

に効果的に対処するための兵力、柔軟性及び抑止力を与えるものである。 
 

・沖縄における再編 
閣僚は、2013 年４月の統合計画に基づく土地の返還に関する進展を歓迎し、その実施に向けて引き続き取り組むとの決

意を強調した。特に、閣僚は、2013 年８月に完了した牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の北側進入路の土地の返還、

並びに、牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の第５ゲート付近の区域、キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の西

普天間住宅地区、施設技術部地区内の倉庫地区の一部及び白比川沿岸区域に関する日米合同委員会合意を歓迎した。これ

らの返還は、予定よりも早く進んでいる。日本は、統合計画において示された、2012 年４月のＳＣＣ共同発表において特

定された内容を超えて追加的な土地の返還を行うこととした米国の積極的な取組を歓迎した。キャンプ瑞慶覧（キャンプ

・フォスター）の白比川沿岸区域の返還により、地元が同地域においてより良い洪水対策措置をとることが可能となる。 
この取組の重要な要素として、閣僚は、普天間飛行場の代替施設（ＦＲＦ）をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこ

れに隣接する水域に建設することが、運用上、政治上、財政上及び戦略上の懸念に対処し、普天間飛行場の継続的な使用

を回避するための唯一の解決策であることを確認した。ＳＣＣの構成員たる閣僚は、この計画に対する両政府の強いコミ

ットメントを再確認し、長期にわたり望まれてきた普天間飛行場の日本への返還を可能とする同計画を完了させるとの決

意を強調した。米国は、2013 年３月の日本政府による沖縄県への公有水面埋立承認願書の提出を含む最近の進展を歓迎し

た。 
閣僚は、日米合同委員会に対し、2013 年 11 月末までに，これまでのＳＣＣ共同発表において決定されたとおり，沖縄

の東方沖合のホテル・ホテル訓練区域の一部における使用制限の一部解除について，原則的な取決めを作成するよう指示

した。双方は，その他のあり得べき措置についての協議を継続することにコミットした。 
閣僚は、環境保護のための協力を強化していくことへのコミットメントを再確認し，環境上の課題について更なる取組

を行うことの重要性を確認した。この点に留意しつつ、閣僚は，地方公共団体が土地の返還前にその利用計画を策定する

ことを円滑にすることを目的として、2013 年 11 月末までに、返還を予定している米軍の施設及び区域への立入りに関す

る枠組みについての実質的な了解を達成することを決定した。 
 
・岩国 

岩国飛行場に関し、閣僚は，普天間飛行場から岩国飛行場へのＫＣ-130 飛行隊の移駐に関する二国間の協議を加速し、



この協議を可能な限り速やかに完了させることを確認した。さらに、ＳＣＣの構成員たる閣僚は、海上自衛隊が岩国飛行

場に維持されることを確認した。閣僚はまた、厚木飛行場から岩国飛行場への第５空母航空団（ＣＶＷ-５）の諸部隊の移

駐が 2017 年頃までに完了することを認識した。 
 
・グアム 

閣僚は、沖縄からグアムを含む日本国外の場所への米海兵隊の要員の移転が，沖縄への影響を軽減しつつ、米軍の前方

プレゼンスを維持することに寄与し，グアムの戦略的な拠点としての発展を促進することを確認した。閣僚はｖ本日、移

転に関するこれらの目標を達成するために必要な二国間協力の基礎となる、2009 年のグアム協定を改正する議定書への署

名を発表した。 
閣僚は、グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場の整備に対する日本の資金提供の重要性に留意した。この資金

提供は，米海兵隊部隊のグアムへの移転を支え、自衛隊及び米軍によるこれらの訓練場の共同使用を可能とするものであ

り、同盟にとり有益なものである。 
閣僚は、このような使用の条件に関する協議を本年中に開始するよう指示した。閣僚はまた，米海兵隊の移転を支える

ための、グアム及び北マリアナ諸島連邦における施設（訓練場を含む。）及び基盤の整備に関する費用の内訳を示す作業

を完了した。 
閣僚は、2012 年のＳＣＣ共同発表において示された移転計画を再確認した。同計画の下で、米海兵隊部隊の沖縄からグ

アムへの移転は、2020 年代前半に開始されることとなる。閣僚は、この計画の進展が、適当な資金を確保するために両政

府がとる措置を含む種々の要因にかかっていることを確認した。この計画はまた、2013 年４月の沖縄における在日米軍施

設・区域に関する統合計画の実施の進展を促進するものである。 
 

・高度な能力 
閣僚は、より高度な能力を日本国内に配備することが、戦略的な重要性を有し、日本及び地域の安全に一層寄与するこ

とを確認した。米国は，能力の近代化を継続する意図を有する。これらの高度な能力は，次のものを含む（ただし、これ

らに限定されない。）。 
○ 米海兵隊によるＣＨ-46 ヘリコプターの換装のためのＭＶ-22 航空機の２個飛行隊の導入。 
○ 米海軍による、Ｐ-３哨戒機の段階的な換装の一環として、2013 年 12 月から開始されるＰ-８哨戒機の米国外へ

の初の配備。 
○ 2014 年春から、グローバル・ホーク無人機のローテーションによる展開を開始するとの米空軍の計画。 
○ 米海兵隊によるＦ-35Ｂの米国外における初の前方配備となる、2017 年の同機種の配備の開始。 

 
（13）第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との

間の協定を改正する議定書 
 

第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府と 
アメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書 

※漢数字は、数字に置き換えた。 
（平成 25 年 10 月３日署名） 

 
日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、2009 年２月 17 日に東京で署名された第３海兵機動展開部隊の要員及びその家族の

沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定（以下「協定」という。）に鑑み両政

府がとるべき更なる措置に関して協議することを特に公表した 2012 年４月 27 日付の日米安全保障協議委員会の共同発表を想

起し、 
協定を改正することを希望して、 
次のとおり協定した。 

 
第一条 

協定前文中第５段落から第９段落までを削り、第４段落の次に次の６段落を加える。 
 

日米安全保障協議委員会が 2012 年４月 27 日付の共同発表（以下「共同発表」という。）においてロードマップにその概

要が示された計画を調整することを決定し、並びにその調整の一部として、第３海兵機動展開部隊の要員の沖縄からグアム

への移転及びその結果生ずる嘉手納飛行場以南の土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すこ

とを決定したことを想起し、 
共同発表において、合計約９千人の第３海兵機動展開部隊の要員がその家族と共に沖縄から日本国外の場所に移転するこ

とが確認されたことを認識し、 
共同発表において、第３海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の暫定的な見積額で

ある合衆国の 2012 会計年度ドルで 86 億合衆国ドル（8,600,000,000 ドル）のうち、日本国は、沖縄県の住民が同部隊の移

転が可能な限り速やかに完了することを強く希望していることを認識して、同部隊の移転を可能とするようグアム及び北マ

リアナ諸島連邦における施設及び基盤を整備するため、合衆国の 2008 会計年度ドルで 28 億合衆国ドル（2,800,000,000 ド

ル）（合衆国の 2012 会計年度ドルで 31 億 2,188 万 7,855 合衆国ドル（3,121,887,855 ドル））の額を限度として直接的に

資金を提供することが確認されたことを再確認し、 
また、共同発表において、合衆国が第３海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための残余の費用を拠出し、及びいかなる

追加の費用も拠出することが確認されたことを再確認し、 
共同発表において、両政府は日本国の自衛隊及び合衆国軍隊が共同で使用する施設としてグアム及び北マリアナ諸島連邦

における訓練場を整備することについての協力を検討することが公表されたことを想起し、 
ロードマップにその概要が示された計画であって調整されたもの、共同発表並びに 2013 年４月に公表された沖縄における



施設及び区域に関する統合計画の下で、嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還の一部は、第３海兵機動

展開部隊の要員及びその家族の沖縄からの移転にかかっており、並びに同部隊の沖縄からグアムへの移転は、グアムにおい

て必要となる施設及び基盤の整備に対して日本国が直接的に提供する資金並びにアメリカ合衆国政府による必要な措置にか

かっていることを想起して、 
 
第二条 

協定第一条１中「第 3 海兵機動展開部隊の要員約８千人及びその家族約９千人」を「第３海兵機動展開部隊の要員及びそ

の家族」に改める。 
 
第三条 

協定第二条中「グアムにおける施設及び基盤」を「グアム及び北マリアナ諸島連邦における施設及び基盤」に改める。 
 
第四条 

協定第三条を削る。 
 
第五条 

協定第四条中「グアムにおける施設及び基盤」を「グアム及び北マリアナ諸島連邦における施設及び基盤」に改め、同条

に後段として次のように加える。 
当該施設には、グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場を含めることができる。 

 
第六条 

協定第四条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。 
 

第四条 
アメリカ合衆国政府は、グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場（その整備に対して日本国が提供した資金及

び当該資金から生じた利子が拠出されたものを含む。）を使用するための日本国政府による要請を、合理的なアクセス

を認める意図をもって好意的に考慮する。 
 
第七条 
協定第九条２を次のように改める。 
２ 第二条に規定する合衆国の措置は、移転のための資金（（１）合衆国の資金及び（２）第一条１に規定する日本国が提

供した資金を含むことができる。）が利用可能であることを条件とする。 
 
第八条 
この議定書の効力が生ずる日前又は以後に協定第一条１の規定に従い日本国政府が提供した資金、当該資金から生じた利子

及び当該資金が拠出された事業について、この議定書による改正後の協定を適用することが確認される。 
 
第九条 
この議定書は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定

書は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、協定の効力の存続期間中効力を有する。 
 
以上の証拠として、下名は、署名のために正当に委任を受けてこの議定書に署名した。 
二千十三年十月三日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。  

 
日本国政府のために 
岸田文雄 
小野寺五典 

アメリカ合衆国政府のために 
ジョン・Ｆ・ケリー 
チャック・ヘーゲル 
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日米共同報道発表 
平成 26 年 10 月 20 日 

 
日本及び米国は、絶えず変化する地域の及びグローバルな安全保障環境の中で，我々の安全保障同盟を強化することに強く

コミットしている。この目的のため，日米両政府は，米軍の強固な前方プレゼンスを維持すること，並びに日本の防衛及び地

域の平和と安定の維持のために必要な同盟の能力を強化することに取り組んできた。これらの取組と並んで，我々は，米軍施

設・区域を受け入れている沖縄を始めとする日本国中の地元の心情に配慮してきた。したがって，日米両政府は，米軍のプレ

ゼンスの政治的な持続可能性を確保するため，米軍による影響を軽減することに取り組んできた。 
 
この文脈において，日米両政府は，日米地位協定を補足する在日米軍に関連する環境の管理の分野における協力に関する協

定につき実質合意に至ったことを発表する。この補足協定は，環境保護の重要性を認識するより広範な枠組みの一部であり，2

013 年 12 月の共同発表に定める二国間の目標を満たすものである。双方は，今後，この枠組み全体を完成させる技術的な事項



に関する一連の付随する文書をまとめることを目指す。 
 
補足協定の規定は，次の事項を取り扱う。 

１．環境基準：米国政府は，自国の政策に従って，「日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）」を発出し，維持する。同基準は，

日本の基準，米国の基準又は国際約束の基準のうち，より厳しいものを一般的に採用し，漏出への対応及

び防止のための規定を含む。 
 
２．立入り：次の２つの場合において，日本の当局が米軍施設・区域への適切な立入りを行うための手続を作成し，維持

する。 
（１）現に発生した環境事故（漏出）後の立入り。 
（２）土地の返還に関連する現地調査（文化財調査を含む。）のための立入り。 
 

３．財政措置：日本政府は，環境に配慮した施設を米軍に提供するとともに，環境に配慮した種々の事業及び活動の費用

を支払うために資金を提供する。 
 
４．情報共有：日米両政府は，利用可能かつ適切な情報を共有する。 

 
この成果は，政治的に持続可能であり，また運用面で抗たん性がある在日米軍の態勢を再編計画を通じて確保するための成

功裡の取組と完全に整合するものである。再編の不可欠な要素として、日米両政府は、普天間飛行場の代替施設（ＦＲＦ）を

キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画が、普天間飛行場の継続的な使用を回避する唯一の

解決策であることを再確認する。我々は、この計画への強いコミットメントを再確認し、長きにわたり切望されてきた普天間

飛行場の返還をもたらすこととなるこの計画の完了を達成する決意を強調する。2013 年 12 月 27 日の沖縄県からの埋立承認の

取得及び建設を可能とする諸活動の開始を含む、ＦＲＦの整備を可能にするための重要な進展が達成されてきた。ＦＲＦの建

設及び 2013 年４月の統合計画に示す返還のための条件を満たすことは、統合計画に基づく普天間飛行場の返還のための手順の

不可欠の要素である。 
 
また、日米両政府は、2006 年の「ロードマップ」及び 2013 年４月の統合計画に基づく嘉手納飛行場以南の土地の返還の重

要性を再確認し、その実施に向けた取組を継続する決意を強調する。これらの取組により、速やかに返還されることとされた

４つの土地（西普天間住宅地区を含む。）に関する昨年の日米合同委員会の決定が得られ、また、日米両政府は、これらの土

地の返還の完了についての現行の二国間の計画の下での二国間の協力の重要性を強調する。これらの取組の一環として、日本

政府は、米国政府との緊密な調整の下、土地の返還のためのプロセス（特に牧港補給地区（キャンプ・キンザー）におけるも

の）の実施を加速化するための取組を継続し、強化する。 
 
日米両政府は、2013 年 10 月３日の「２＋２」共同発表以降の再編及び影響軽減に関するその他の成果を歓迎する。これら

の成果は、普天間飛行場における航空機の運用を減らし、沖縄における訓練時間を更に減らしてきた、ＫＣ-130 飛行隊の普天

間飛行場から岩国飛行場への移駐の完了、沖縄の東方沖合のホテル・ホテル訓練区域の一部における使用制限の一部解除、及

び三沢における空対地訓練の航空機訓練移転計画への追加を含む。2006 年の「ロードマップ」及び 2013 年４月の統合計画に

基づき、追加的な影響軽減措置が実施される。  
 
日米両政府は、2009 年のグアム協定を改正する議定書の発効及び同協定の下での二国間の協力を認識する。沖縄から日本国

外のグアムを含む場所への米海兵隊の要員の移転の完了は、米軍の前方プレゼンスの維持に資することとなり、2013 年４月の

統合計画に基づく沖縄における土地の返還を促進する。米国政府は、在沖縄の米海兵隊の部隊がこの地域の他の場所における

訓練活動を増加させるための方法を探求することを計画している。  
 
日本は、ＭＶ-22 を含む航空機の訓練の沖縄県外の場所への移転をこれまでの「２＋２」共同発表に基づいて促進するため

の米国の取組を歓迎する。日米両政府は、米軍機の運用の安全性を認識し、この地域及び日本全土にわたる米軍の即応性及び

対処能力を高めつつ、同盟の抑止力の信頼性を強化する運用上重要な訓練を移転するための二国間の取組を継続する意図を再

確認する。将来的なティルト・ローター機のための日本本土における施設の建設に向けた陸上自衛隊の取組を考慮し、日米両

政府は、米国の運用上の所要を満たす利用可能な施設・区域があることを条件として、日本国内の他の場所において訓練を実

施するための同様の方法を検討する。 
 
（15）2014 年（平成 26 年）12 月 19 日「２＋２」共同発表 
 

日米安全保障協議委員会共同発表 
2014 年 12 月 19 日 

岸田外務大臣 
江渡防衛大臣 

ケリー国務長官 
ヘーゲル国防長官 

 
2013 年 10 月３日に東京で開催された「２＋２」日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）会合において、閣僚は、日米同盟の能

力を大きく向上させるためのいくつかの措置を決定した。閣僚は、これらの措置の中核的要素としての日米防衛協力のための

指針の見直しの継続的な進展を高く評価する。2014 年 10 月８日の中間報告に基づき、この作業は、日本の平和と安全を確保

するのみならず、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域に前向きに貢献する。 
 



米国のアジア太平洋地域へのリバランス及び日本の国際協調主義に基づく「積極的平和主義」という政策は、共に、平和で

繁栄したアジア太平洋地域を確かなものとしていく同盟の取組に寄与する。これらの観点から、米国政府は、切れ目のない安

全保障法制の整備についての 2014 年７月１日の閣議決定を含む、安全保障分野における日本政府の取組を歓迎し、支持する。 
 
指針の見直しと日本の法制作業との整合性を確保する重要性を認識し、また、見直し後の指針がしっかりとした内容となる

ことの重要性を再確認し、閣僚は、日本の法制作業の進展を考慮しつつ、明年前半における指針の見直しの完了に向けて取り

組むため、議論を更に深めることを決定した。 
 
閣僚は、複雑な地域の及びグローバルな安全保障環境において更に同盟を強化し抑止力を強化するとの揺るぎない相互の決

意を確認する。日米同盟は、地域の平和と安全の礎であり、グローバルな協力の基盤であり続ける。 
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日米安全保障協議委員会共同発表 
変化する安全保障環境のためのより力強い同盟 

新たな日米防衛協力のための指針 
2015 年４月 27 日 
岸田外務大臣 
中谷防衛大臣 

ケリー国務長官 
カーター国防長官 

 
１．概観 
 

2015 年４月 27 日、ニューヨークにおいて、岸田文雄外務大臣、中谷元防衛大臣、ジョン・ケリー国務長官及びアシュト

ン・カーター国防長官は、日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）を開催した。変化する安全保障環境に鑑み、閣僚は、日本の

安全並びに国際の平和及び安全の維持に対する同盟のコミットメントを再確認した。 
 
閣僚は、見直し後の新たな「日米防衛協力のための指針」（以下「指針」という。）の了承及び発出を公表した。この指

針は、日米両国の役割及び任務を更新し、２１世紀において新たに発生している安全保障上の課題に対処するための、より

バランスのとれた、より実効的な同盟を促進するものである。閣僚は、様々な地域の及びグローバルな課題、二国間の安全

保障及び防衛協力を多様な分野において強化するためのイニシアティブ、地域協力の強化の推進並びに在日米軍の再編の前

進について議論した。 
 
2015 年の米国国家安全保障戦略において明記されているとおり、米国はアジア太平洋地域へのリバランスを積極的に実施

している。核及び通常戦力を含むあらゆる種類の米国の軍事力による、日本の防衛に対する米国の揺るぎないコミットメン

トがこの取組の中心にある。日本は、この地域における米国の関与を高く評価する。この文脈において、閣僚は、地域の平

和、安全及び繁栄の推進における日米同盟の不可欠な役割を再確認した。 
 
日本が国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の政策を継続する中で、米国は、日本の最近の重要な成果を歓迎し、支

持する。これらの成果には、切れ目のない安全保障法制の整備のための 2014 年７月１日の日本政府の閣議決定、国家安全保

障会議の設置、防衛装備移転三原則、特定秘密保護法、サイバーセキュリティ基本法、新「宇宙基本計画」及び開発協力大

綱が含まれる。 
 
閣僚は、新たな指針並びに日米各国の安全保障及び防衛政策によって強化された日米同盟が、アジア太平洋地域の平和及

び安全の礎として、また、より平和で安定した国際安全保障環境を推進するための基盤として役割を果たし続けることを確

認した。 
 
閣僚はまた、尖閣諸島が日本の施政の下にある領域であり、したがって日米安全保障条約第５条の下でのコミットメント

の範囲に含まれること、及び同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対することを再確認

した。 
 
２．新たな日米防衛協力のための指針 
 

1978 年 11 月 27 日に初めて了承され、1997 年９月 23 日に見直しが行われた指針は、日米両国の役割及び任務並びに協力

及び調整の在り方についての一般的な大枠及び政策的な方向性を示してきた。2013 年 10 月３日に東京で開催されたＳＣＣ

において、閣僚は、変化する安全保障環境に関する見解を共有し、防衛協力小委員会（ＳＤＣ）に対し、紛争を抑止し並び

に平和及び安全を促進する上で同盟が引き続き不可欠な役割を果たすことを確保するため、1997 年の指針の変更に関する勧

告を作成するよう指示した。 
 
本日、ＳＣＣは、ＳＤＣが勧告した新たな指針を了承した。これにより、2013 年 10 月に閣僚から示された指針の見直し

の目的が達成される。1997 年の指針に代わる新たな指針は、日米両国の役割及び任務についての一般的な大枠及び政策的な

方向性を更新するとともに、同盟を現代に適合したものとし、また、平時から緊急事態までのあらゆる段階における抑止力

及び対処力を強化することで、より力強い同盟とより大きな責任の共有のための戦略的な構想を明らかにする。 
 



新たな指針と切れ目のない安全保障法制を整備するための日本の取組との整合性を確保することの重要性を認識し、閣僚

は、当該法制が、新たな指針の下での二国間の取組をより実効的なものとすることを認識した。米国は、日本の「積極的平

和主義」の政策及び 2014 年７月の閣議決定を反映する当該法制を整備するために現在行われている取組を歓迎し、支持する。 
 
指針の中核は、引き続き、日本の平和及び安全に対する揺るぎないコミットメントである。新たな指針は、日米両政府が、

二国間協力を次の様々な分野にもわたって拡大しつつ、切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な同盟としての対応を通じ

てそのコミットメントを果たすための能力を強化し続けるための方法及び手段を詳述する。 
 
同盟調整メカニズム：新たな指針の下で、日米両国は、平時から緊急事態までのあらゆる段階における切れ目のない対応

を可能とする、平時から利用可能な、政府全体にわたる同盟内の調整のためのメカニズムを設置する。 
 
地域的な及びグローバルな協力：新たな指針は、同盟が、適切な場合に、日本の国内法令に従った方法により、平和維持

活動、海洋安全保障及び後方支援等の国際的な安全保障上の取組に対して一層大きな貢献を行うことを可能とする。閣僚は、

地域の及び他のパートナー並びに国際機関と協力することの重要性を改めて表明した。 
 
新たな戦略的な協力：変化する世界は現代的な同盟を必要としており、新たな指針は、日米両国が、宇宙及びサイバー空

間において、また、領域を横断する形で効果をもたらすことを意図した活動を行うに当たり、協力を行うための基盤を構築

する。 
 
人道支援・災害救援：新たな指針は、日本及び世界各地における大規模災害への対処における二国間協力の実効性を一層

向上させるために日米両政府が協働し得る方法を示す。 
 
力強い基盤：新たな指針はまた、防衛装備・技術協力、情報協力・情報保全及び教育・研究交流を含む、二国間協力のあ

らゆる側面に貢献する取組及び活動を示す。 
 
閣僚は、新たな指針の下での共同の取組に着手するとの意図を確認した。この文脈において、ＳＣＣは、ＳＤＣに対し、

平時から利用可能な同盟調整メカニズムの設置及び共同計画策定メカニズムの改良並びにこれによる共同計画の策定の強化

を含め、新たな指針を実施するよう指示した。閣僚はまた、新たな指針が展望する後方支援に係る相互協力を実施するため

の物品役務相互提供協定を迅速に交渉するとの意図を表明した。 
 

３．二国間の安全保障及び防衛協力 
 

閣僚は、様々な分野における二国間の安全保障及び防衛協力を強化することによって同盟の抑止力及び対処力を強化する

ための現在も見られる進捗について、満足の意をもって留意する。閣僚は、 
 

・ 最も現代的かつ高度な米国の能力を日本に配備することの戦略的重要性を確認した。当該配備は同盟の抑止力を強化

し、日本及びアジア太平洋地域の安全に寄与する。この文脈において、閣僚は、米海軍によるＰ-８哨戒機の嘉手納飛行

場への配備、米空軍によるグローバル・ホーク無人機の三沢飛行場へのローテーション展開、改良された輸送揚陸艦で

あるグリーン・ベイの配備及び 2017 年に米海兵隊Ｆ-35Ｂを日本に配備するとの米国の計画を歓迎した。さらに、閣僚

は、2017 年までに横須賀海軍施設にイージス艦を追加配備するとの米国の計画、及び本年後半に空母ジョージ・ワシン

トンをより高度な空母ロナルド・レーガンに交代させることを歓迎した。 
 
・ 核及び通常戦力についての議論を通じたものを含め、日本に対する米国の防衛上のコミットメントの信頼性を強化す

る日米拡大抑止協議を通じた取組を継続することを決意した。 
 
・ 弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）能力の向上における協力を維持すること、特に 2014 年 12 月のＡＮ／ＴＰＹ-２レーダー

（Ｘバンド・レーダー）システムの経ヶ岬への配備及び 2017 年までに予定されている２隻のＢＭＤ駆逐艦の日本への追

加配備の重要性を強調した。これらのアセットは、連携の下で運用され、日米両国の防衛に直接的に寄与する。 
 
・ 宇宙安全保障、特に、政府一体となっての取組である宇宙に関する包括的日米対話及び安全保障分野における日米宇

宙協議を通じた、抗たん性及び能力向上分野における協力の強化を強調した。閣僚はまた、宇宙航空研究開発機構によ

る宇宙状況監視（ＳＳＡ）情報の米国への提供及び両国の防衛当局間で宇宙に関連した事項を議論するための新たな枠

組みの設置による協力の強化を強調した。 
 
・ サイバー空間に係る諸課題に関する協力、特に、政府一体となっての取組である日米サイバー対話及び日米サイバー

防衛政策作業部会を通じた、脅威情報の共有及び任務保証並びに重要インフラ防護分野における協力での継続的な進展

を求めた。 
 
・ 情報収集、警戒監視及び偵察（ＩＳＲ）協力の強化、特に米空軍によるグローバル・ホーク無人機の三沢飛行場への

ローテーション展開及び日本による高度なＩＳＲ基盤の調達計画を賞賛した。 
 
・ 日本の新たな防衛装備移転三原則、及びＦ-35 の地域における整備・修理・オーバーホール・アップグレード能力の

日本での確立に係る最近の米国の決定に示された、後方支援及び防衛装備協力の拡大を賞賛した。閣僚は、高度な能力

に係る共同研究・開発を促進する日米装備・技術定期協議（Ｓ＆ＴＦ）と同盟の役割・任務・能力（ＲＭＣ）に関する

対話の連携を通じた防衛装備協力の強化を強調した。 



 
・ 情報保全に関する日米協議を通じた継続的な進展及び日本の特定秘密保護法の施行により示された、情報保全協力の

強化の重要性を確認した。この法律により、日本政府は、平時及び緊急事態における機微な情報の安全な交換を円滑に

するために必要な政策、慣行及び手続を整備した。 
 

さらに、閣僚は、在日米軍駐留経費負担が、複雑さを増す安全保障環境において日本の平和及び安全に資するものである

前方展開した在日米軍のプレゼンスに対する日本の継続的な支援を示してきたことを確認した。閣僚は、２０１１年６月の

ＳＣＣ文書に示す現行の在日米軍駐留経費負担のコミットメントが２０１６年３月に終了することに留意し、適切な水準の

在日米軍駐留経費負担を行う将来の取決めに関する協議を開始する意図を表明した。 
 
共同の活動の範囲が拡大していることを認識し、閣僚は、同盟管理プロセスの効率性及び実効性を強化する適切な二国間

協議の枠組みを可及的速やかに検討するとの意図を確認した。 
 

４．地域的及び国際的な協力 
 

日米同盟がアジア太平洋地域の平和及び安全の礎であり、また、より平和で安定した国際安全保障環境を推進するための

基盤であることを認識し、閣僚は、次の分野における最近の進展を強調した。 
 
・ 2013 年 11 月のフィリピンにおける台風への対処における緊密な調整に示された、人道支援・災害救援活動における

協力の強化。 
 
・ 沿岸巡視船の提供及びその他の海洋安全保障能力の構築のための取組によるものを含め、特に東南アジアでのパート

ナーに対する能力構築における継続的かつ緊密な連携。 
 
・ 特に韓国及び豪州並びに東南アジア諸国連合等の主要なパートナーとの三か国及び多国間協力の拡大。閣僚は、北朝

鮮による核及びミサイルの脅威に関する韓国との三者間情報共有取決めの最近の署名を強調し、この枠組みを将来に向

けた三か国協力の拡大のための基盤として活用していくことを決意した。閣僚はまた、日米豪安全保障・防衛協力会合

を通じ、東南アジアにおける能力構築のための活動並びに安全保障及び防衛に係る事項について、豪州とのより緊密な

協力を追求するとの意図を確認した。 
 

５．在日米軍再編 
 

閣僚は、在日米軍の再編の過程を通じて訓練能力を含む運用能力を確保しつつ、在日米軍の再編に係る既存の取決めを可

能な限り速やかに実施することに対する日米両政府の継続的なコミットメントを再確認した。閣僚は、地元への米軍の影響

を軽減しつつ、将来の課題及び脅威に効果的に対処するための能力を強化することで抑止力が強化される強固かつ柔軟な兵

力態勢を維持することに対するコミットメントを強調した。この文脈で、閣僚は、普天間飛行場から岩国飛行場へのＫＣ-1

30 飛行隊の移駐を歓迎し、訓練場及び施設の整備等の取組を通じた、沖縄県外の場所への移転を含む、航空機訓練移転を継

続することに対するコミットメントを確認した。 
 
この取組の重要な要素として、閣僚は、普天間飛行場の代替施設（ＦＲＦ）をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれ

に隣接する水域に建設することが、運用上、政治上、財政上及び戦略上の懸念に対処し、普天間飛行場の継続的な使用を回

避するための唯一の解決策であることを再確認した。閣僚は、この計画に対する日米両政府の揺るぎないコミットメントを

再確認し、同計画の完了及び長期にわたり望まれてきた普天間飛行場の日本への返還を達成するとの強い決意を強調した。

米国は、ＦＲＦ建設事業の着実かつ継続的な進展を歓迎する。 
 
閣僚はまた、2006 年の「ロードマップ」及び 2013 年４月の統合計画に基づく嘉手納飛行場以南の土地の返還の重要性を

再確認し、同計画の実施に引き続き取り組むとの日米両政府の決意を改めて表明し、2016 年春までに同計画が更新されるこ

とを期待した。閣僚は、この計画に従ってこれまでに完了した土地の返還のうち最も重要な本年３月 31 日のキャンプ瑞慶覧

西普天間住宅地区の計画どおりの返還を強調した。 
 
閣僚は、日米両政府が、改正されたグアム協定に基づき、沖縄からグアムを含む日本国外の場所への米海兵隊の要員の移

転を着実に実施していることを確認した。 
 
閣僚は、環境保護のための協力を強化することへのコミットメントを再確認し、環境上の課題について更なる取組を行う

ことの重要性を確認した。この目的のため、閣僚は、環境の管理の分野における協力に関する補足協定についての進展を歓

迎し、可能な限り迅速に同協定に付随する文書の交渉を継続する意図を確認した。 
 

（17）2015 年（平成 27 年）12 月４日 日米共同報道発表 
 

沖縄における在日米軍施設・区域の統合のための日米両国の計画の実施 
日米共同報道発表 

 
１．日本政府及び合衆国政府は、強固で安定的な在日米軍の前方プレゼンスによって、日米同盟が日本の防衛及び地域の平和

と安全のために必要な抑止力及び能力を提供することが可能となることを再確認した。その上で、日米両政府は、次の措

置に基づき更新される 2013 年４月の「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」において更に精緻なものとさ



れた、2006 年５月の「再編実施のための日米のロードマップ」における再編案を実施するとのコミットメントを再確認し

た。 
 
２．日米両政府は、地元への米軍の影響を軽減しつつ、地域全体の将来の課題及び運用に関わる緊急事態に効果的に対応する

ことができる兵力態勢の維持を目的とした、沖縄における米軍の統合のプロセスを前進させるため、沖縄における在日米

軍施設・区域の返還又は共同使用に関する次の措置について一致した。 
 
普天間飛行場 
３．日米両政府は、普天間飛行場の代替施設（ＦＲＦ）をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設す

ることが、運用上、政治上、財政上及び戦略上の懸念に対処し、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解

決策であることを再確認した。日米両政府は、この計画に対する両政府の揺るぎないコミットメントを再確認した。 
 
４．日米両政府は、1990 年６月の日米合同委員会で確認された、普天間飛行場の東側沿いの土地（約４ヘクタール）の返還に

向けた作業を加速することを確認した。日米両政府の意図は、日本政府による必要な措置及び手続の完了を条件として、

この返還を 2017 年度（以下、日本国の会計年度）中に実現することである。この返還は、「沖縄における在日米軍施設・

区域に関する統合計画」の３年ごとの更新に反映される。 
 
キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）のインダストリアル・コリドー 
５．日米両政府は、統合の取組の一環として、宜野湾市が、国道 58 号と西普天間住宅地区跡地を接続するためにキャンプ瑞慶

覧（キャンプ・フォスター）の一部区域の上に高架式道路を設置する工事を 2017 年度中に開始できるよう、速やかに共同

使用の合意を行うことで一致した。このため、日米両政府は、2016 年に開始される調査を含む必要な作業のための宜野湾

市による当該区域への立入りを支援する。 
 
６．日米両政府は、キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）について、「返還の条件が満たされ、返還のための必要な手続

の完了後、（中略）返還可能」、「インダストリアル・コリドー南側部分の返還をできる限り早期に行う取組を、段階的

返還を考慮することにより行う。」と記載する「沖縄における在日米軍施設・区域の統合計画」に従って、取組を継続す

る意図を改めて表明した。また、日米両政府は、統合計画の一貫した、かつ包括的な実施を維持するために、キャンプ瑞

慶覧（キャンプ・フォスター）の段階的返還に係る更なる議論は、「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」

の３年ごとの更新の文脈で行うと理解する。 
 
牧港補給地区（キャンプ・キンザー） 
７．日米両政府は、国道 58 号を拡幅し、交通渋滞を緩和するため、国道５８号に隣接する牧港補給地区（キャンプ・キンザー）

の土地（約３ヘクタール）の返還を 2017 年度中に実現するために、速やかに必要な作業を開始することで一致した。この

返還は、米軍の安全基準を満たすインフラの建設及び米軍の安全基準を満たすその他の手段を含む、日米両政府による必

要な措置及び手続の完了を条件とする。 
 
８．日米両政府は、「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」に基づき、牧港補給地区（キャンプ・キンザー）

の全面返還に向け、引き続き積極的に取り組む意図を確認した。また、日米両政府は、統合計画の一貫した、かつ包括的

な実施を維持するために、牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の返還に係る更なる議論は、「沖縄における在日米軍施

設・区域に関する統合計画」の３年ごとの更新の文脈で行うと理解する。 
 
北部訓練場 
９．日米両政府は、1996 年のＳＡＣＯ 最終報告で確認された北部訓練場の過半（約 3、987 ヘクタール）の返還の意義及び緊

急性を再確認した。その上で、日米両政府は、北部訓練場の迅速な返還を促進するために必要な、二国間で合意された条

件を満たすとのコミットメントを再確認した。 
（了） 

（18）2017 年（平成 29 年）８月 17 日「２＋２」共同発表 
 

日米安全保障協議委員会共同発表（仮訳） 
平成 29 年８月 17 日 

 
Ⅰ．概観 

日米同盟（以下「同盟」という。）は、アジア太平洋地域の平和、繁栄及び自由の礎である。また、このダイナミックな

パートナーシップは、自由、民主主義、平和、人権、自由かつ公正な市場及び法の支配を含む、両国が共有する価値を促進

する上で、一層重要になっている。閣僚は、厳しい安全保障環境の中で、ルールに基づく国際秩序を堅持していく決意を新

たにした。 
 

本日、日米安全保障協議委員会（以下「ＳＣＣ」という。）は、2017 年２月 10 日の両国首脳の共同声明に基づき、地域

の平和及び安全に対する挑戦である現在の及び新たに発生する脅威に対処するに当たって同盟が進むべき道筋を示した。Ｓ

ＣＣは 2015 年の「日米防衛協力のための指針」を実施すること及び同盟を強化する更なる方策を追求することに対するコミ

ットメントを再確認した。閣僚は、米国の核戦力を含むあらゆる種類の能力を通じた、日本の安全に対する同盟のコミット

メントを再確認した。 
 
Ⅱ．地域の戦略環境 

閣僚は、北朝鮮による度重なる挑発並びに核及び弾道ミサイル能力の開発を最も強い表現で非難した。これらは、新たな



段階に入っており、地域及び国際の平和と安定に対する増大する脅威となっている。閣僚は、これらの脅威を抑止し、対処

するため、同盟の能力を強化することにコミットした。閣僚はまた、北朝鮮に対し、核及び弾道ミサイル計画を終了し、完

全な、検証可能な、かつ、不可逆的な朝鮮半島の非核化を実現するための具体的な行動を北朝鮮にとらせるべく、他国と協

力して、北朝鮮に対する圧力をかけ続けることで一致した。閣僚は、国際社会に対し、新たに採択された決議第 2371 号を含

む国際連合安全保障理事会決議を包括的かつ完全に履行するよう求めた。閣僚は、中国に対し、北朝鮮に一連の行動を改め

させるよう断固とした措置をとることを強く促した。閣僚は、北朝鮮に対し、組織的な人権侵害を止めるとともに、日本の

拉致被害者及び米国市民を含む北朝鮮に拘束されている全ての外国人を即時に解放するよう求めた。 
 
閣僚は、東シナ海における安全保障環境に関し、継続的な懸念を表明した。閣僚はまた、2016 年８月初旬の状況を想起し

た。閣僚は、東シナ海の平和と安定を確保するために協働することの重要性を再確認するとともに、日米安全保障条約第 5

条が尖閣諸島に適用されること、また、日米両国は、同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動に

も反対することを再確認した。 
 
閣僚は、南シナ海における状況について深刻な懸念を表明し、埋立て及び係争ある地形の軍事化を含め、現状を変更し緊

張を高める、関係当事者による威圧的な一方的行動への反対を再確認した。閣僚は、仲裁を含む法的及び外交的プロセスの

完全な尊重を通じた海洋紛争の平和的な解決、並びに、航行及び上空飛行の自由その他の適法な海洋の利用の尊重を含め、

海洋法に関する国際連合条約に反映されている海洋に関する国際法の遵守の重要性を改めて表明した。この関連で、閣僚は、

2016 年７月 12 日付けの仲裁裁判所の判断を想起した。閣僚は、南シナ海における行動規範（ＣＯＣ）の枠組みに関する承

認を認識し、有意義で実効的で法的拘束力がある行動規範の妥結を期待する。閣僚は、航行の自由を支える各々の活動、二

国間及び多数国間の訓練及び演習並びに調整された能力構築支援を通じたものを含め、南シナ海に対する継続的な関与の意

義を強調した。 
 

 
Ⅲ．安全保障及び防衛協力の強化 
（１）同盟としての対応 

閣僚は、厳しさを増す地域の安全保障環境において、あらゆる事態において同盟としての切れ目のない対応を確保する

ために、役割・任務・能力の見直しを通じたものも含め、日米同盟を更に強化する具体的な方策及び行動を立案するとの

共通の意図を確認した。この目的のため、日本は、中期防衛力整備計画の次期計画期間を見据え、同盟における日本の役

割を拡大し、防衛能力を強化させる意図を有する。米国は、最新鋭の能力を日本に展開することに引き続きコミットする。

閣僚は、この点に関し既に進めている作業を加速させるため、事務当局に次の指針を示した。 
 
・2015 年の「日米防衛協力のための指針」の実施を加速し、日本の平和安全法制の下での更なる協力の形態を追求す

ること 
・情報収集、警戒監視及び偵察、訓練及び演習、研究開発、能力構築並びに施設の共同使用等の様々な分野における

新たな、かつ、拡大した行動を探求すること 
 
（２）2015 年の「日米防衛協力のための指針」の実施 

閣僚は、2015 年の「日米防衛協力のための指針」を引き続き実施していくことについての日米両政府の揺るぎないコミ

ットメントを再確認した。閣僚は、二国間の防衛協力の強化における節目として、相互のアセットの防護の運用を開始し、

物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）を発効させるという同盟における重要なステップを歓迎した。閣僚は、地域の事案に

対応するために、同盟調整メカニズム（ＡＣＭ）が成功裏に活用されていることに留意した。閣僚は、日本の安全並びに

アジア太平洋地域の平和と安定を確保するに当たって米国の拡大抑止が果たす不可欠な役割を再確認し、拡大抑止協議を

通じて本件における関与を深める意図を表明した。閣僚はまた、共同計画、防空及びミサイル防衛、非戦闘員を退避させ

るための活動、防衛装備・技術協力、情報協力及び情報保全等の分野における協力を強化し、加速することに対する共通

のコミットメントを確認した。閣僚は、宇宙、特に、抗たん性、宇宙状況監視、ホステッド・ペイロード及び衛星通信に

係る二国間協力の拡大に対する希望を確認した。閣僚は、同盟の抑止及び防衛を一層強化することの死活的な重要性を強

調しつつ、適時に、深刻なサイバー事案への同盟としての対応に関する協議を深めることを求めた。 
 
Ⅳ．三か国及び多数国間の協力 

閣僚は、地域における他のパートナー、特に、韓国、オーストラリア、インド及び東南アジア諸国との間で、三か国及び

多数国間の安全保障及び防衛協力を進めるために同盟が現在行っている取組を強調した。閣僚は、地域における力強いプレ

ゼンスを維持することに対する米国の継続的なコミットメント及び「自由で開かれたインド太平洋戦略」によって示された

日本のイニシアティブに留意しつつ、ルールに基づく国際秩序を促進するために協力することの重要性を強調した。 
 
閣僚は、韓国との協力に関し、ミサイル警戒並びに対潜作戦及び海上阻止作戦訓練を含む三か国間の訓練を拡大すること

及び情報共有を強化することの必要性を強調した。 
 
閣僚は、東南アジア諸国との協力に関し、海洋安全保障、防衛制度の構築、並びに人道支援及び災害救援（ＨＡ／ＤＲ）

を含む分野における能力構築プログラム及び防衛装備・技術移転を一層強化する意図を確認した。閣僚は、この地域におけ

る海洋秩序を維持することの重要性を認識し、この点に関連する既存の取組を包含するような、政府全体にわたる、海洋安

全保障に係る能力構築に関する対話を立ち上げることについての共通のコミットメントを確認した。 
 
Ⅴ．日本における米軍のプレゼンス 
（１）在日米軍再編 

閣僚は、在日米軍の強固なプレゼンスを維持する観点から、在日米軍再編のための既存の取決めを実施することについ



ての日米両政府のコミットメントを再確認した。これらの取決めは、厳しさを増す安全保障環境において、地元への影響

を軽減し、在日米軍のプレゼンス及び活動に対する地元の支持を高めると同時に、運用能力及び抑止力を維持することを

目的としている。 
 
閣僚は、この取組の不可欠な要素として、普天間飛行場の代替施設（ＦＲＦ）の建設の再開を歓迎し、ＦＲＦをキャン

プ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画が、運用上、政治上、財政上及び戦略上の懸念に対処

し、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認した。閣僚は、この計画に対する日

米両政府の揺るぎないコミットメントを再確認し、同計画の可能な限り早期の完了及び長期にわたり望まれてきた普天間

飛行場の日本への返還を達成するとの強い決意を強調した。この文脈で、閣僚は、一層の遅延が平和及び安全を提供する

同盟の能力に及ぼす悪影響に留意しつつ、この建設計画の着実な実施を求めた。 
 
閣僚は、2016 年に北部訓練場の過半が返還されたことを歓迎した。これは、1972 年より後の、沖縄における単独では最

大の土地の返還である。閣僚は、2015 年 12 月に発表された土地の返還の進捗に留意し、それらの返還が更に実施される

よう求めた。閣僚はまた、沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画を着実に実施することの重要性及び同計画

を可能な限り早期に更新することに対するコミットメントを再確認した。 
 
閣僚はまた、合計約 9,000 人の米海兵隊要員の、家族を伴った、沖縄からグアムを含む日本国外の場所への移転が進展

していることを歓迎した。閣僚は、グアム協定の着実な実施を確認した。 
 
閣僚は、恒久的な艦載機着陸訓練用の施設を可能な限り早期に確保するための最大限の努力をすることに対する日本の

コミットメントを歓迎した。 
 
閣僚は、ティルトローター機／回転翼機の訓練の移転を含む航空機訓練移転を引き続き促進する意図を確認した。この

ような移転は、訓練活動が沖縄に及ぼす影響の軽減に寄与してきた。  
 

（２）在日米軍駐留経費負担（ＨＮＳ） 
閣僚は、在日米軍駐留経費負担に係る現行の特別協定が 2016 年４月にその効力を発生したことを歓迎した。これは、同

盟の柱の一つとなるものであり、日本における米軍のプレゼンスに対する日本の継続的な支援の象徴である。閣僚は、在

日米軍駐留経費負担全体の水準が、日本の 2015 会計年度とおおむね同じ水準に維持されることを確認した。閣僚は、現行

の特別協定の期間中の提供施設整備費は、各年度予算額で 206 億円を下回らないことを再確認した。 
 

（３）その他の事項 
閣僚は、相互運用性及び抑止力を強化し、地元とのより強い関係を構築するとともに、日本の南西諸島におけるものも

含め自衛隊の態勢を強化するために、日米両政府が共同使用を促進することを再確認した。 
 
閣僚は、相互の協議を通じて地位協定（ＳＯＦＡ）に関する課題に対処する決意を強調した。閣僚は、環境の管理及び

軍属に関する補足協定の効力発生を歓迎し、これらの協定を着実に実施することの重要性を改めて表明した。閣僚は、米

国が、日米地位協定上の地位を有する人員に対する教育・研修のプロセスを強化したことを認識した。 
 
（19）2019 年（平成 31 年）４月 19 日「２＋２」共同発表 

 

日米安全保障協議委員会共同発表（仮訳） 
 

２０１９年４月１９日，日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）は，河野外務大臣，岩屋防衛大臣，ポンペオ国務長官，シャナ

ハン国防長官代行の出席を得て、ワシントンＤＣで開催された。会合において，閣僚は，全ての国が主権を有し，強固で，か

つ繁栄する地域のための「自由で開かれたインド太平洋」という共通のビジョンを実現するという力強いコミットメントを確

認した。日米安全保障条約が署名されてから数十年の後，日米同盟は，インド太平洋地域の平和，安全及び繁栄の礎であると

ともに，一層複雑さを増す安全保障環境の中，盤石であり続ける。日米同盟は，ルールに基づく国際秩序を堅持し，日米両国

民の共通の価値を促進するために不可欠な役割を果たし続ける。 

 

閣僚は，両国の戦略的政策文書,すなわち，米国の国家安全保障戦略及び国家防衛戦略並びに日本の防衛計画の大綱の整合性

を歓迎した。これらの戦略は，日米の安全保障面のパートナーシップが，２０１５年の日米防衛協力のための指針の目的に合

致する形で，一層強固に，先進的に，かつ効果的に適応し続けることを示している。 

 

閣僚は，国際的なルール，規範及び制度を損なおうとする地政学的競争及び威圧的試みが，日米同盟及び自由で開かれたイ

ンド太平洋という共通のビジョンに対する挑戦であるとの共通の懸念を認識した。閣僚は，こうした挑戦に立ち向かうために，

日米同盟に支えられた，一層ネットワーク化された同盟及びパートナーシップの必要性を強調した。閣僚はまた，宇宙，サイ

バー及び電磁波を含む新たな領域における急速に進化する技術進歩に懸念を表明した。閣僚は，有事における日米同盟の優位

性を確保し，平時における我々の制度及びルールに基づく秩序を守るために，これらの挑戦に共同で対処する必要性を強調し

た。 

 

閣僚は，強固な二国間安全保障関係が，引き続き日米同盟の基盤であることを確認した。そのため，閣僚は，領域横断作戦

における協力，日米同盟の能力強化並びに運用の即応性及び協力の強化が，我々の防衛関係を前進させる中核的目標であると

決定した。閣僚は，両国が役割，任務及び能力を絶えず再評価する必要があることを確認しつつ，米国は，防衛力を強化する

ための日本の積極的な措置を歓迎した。 



 

戦闘様相が変化していることを認識し，閣僚は，従来の領域と新たな領域の双方における能力向上及び更なる運用協力の重

要性を強調した。閣僚は，日米同盟が領域横断作戦により良く備えるべく，宇宙，サイバー及び電磁波領域を優先分野として

強調した。 

 

サイバー空間に係る課題に関し，閣僚は，悪意のあるサイバー活動が，日米双方の安全及び繁栄にとって，一層の脅威とな

っていることを認識した。この脅威に対処するために，閣僚は，抑止及び対処能力を含む，サイバーに係る課題に関する協力

を強化することにコミットしたが，優先事項として，各々の国が国家のネットワーク及び重要インフラ防護のための関連能力

の向上に責任を負っていることを強調した。閣僚は，国際法がサイバー空間に適用されるとともに，一定の場合には，サイバ

ー攻撃が日米安保条約第５条の規定の適用上武力攻撃を構成し得ることを確認した。閣僚はまた，いかなる場合にサイバー攻

撃が第５条の下での武力攻撃を構成するかは，他の脅威の場合と同様に，日米間の緊密な協議を通じて個別具体的に判断され

ることを確認した。 

 

閣僚は，日本の安全及びインド太平洋地域の平和と安定を確保するに当たって米国の拡大抑止が果たす不可欠な役割を認識

した。米国は，核及び通常戦力を含むあらゆる種類の米国の軍事力による日本の防衛に対するコミットメントを改めて表明し

た。 

 

閣僚は，関連する国連安保理決議に従った，完全な，検証可能な，かつ不可逆的な方法での北朝鮮の全ての大量破壊兵器，

弾道ミサイル並びに関連計画及び施設の放棄の実現に向けた国際社会による現在進行中のコミットメントの重要性を改めて表

明した。閣僚は，米朝首脳会談を通じたものを含む，朝鮮半島の最終的かつ完全に検証された非核化を達成するための米国の

外交努力を歓迎した。閣僚は，特に，違法な「瀬取り」への対処における，国連安保理決議の履行に係る国際的な取組を主導

することへのコミットメントを確認するとともに，国連安保理決議の履行に参加する他のパートナー国との協力を強化し，向

上させることにコミットした。閣僚はまた，北朝鮮において拘束された米国民を帰還させるための成功した取組を認識すると

ともに，北朝鮮に対し，日本人拉致問題を即時に解決するよう求めた。 

 

閣僚は，地域における米軍の態勢が，強固であり続け，また，明瞭な脅威分析に基礎付けられ続けることを再確認するとと

もに，地域における抑止及び安全保障の確保に係る協議を深化させることを決意した。閣僚はまた，日本，米国及び韓国の間

での協力の重要性を強調するとともに，三か国間の安全保障協力及び訓練を促進するために協働することにコミットした。 

 

閣僚は，東シナ海及び南シナ海における現状を変更しようとする威圧的な一方的試みに関し，深刻な懸念及び強い反対の意

を表明した。閣僚は，東シナ海の平和と安定を確保するために協働する決意を新たにするとともに，日米安全保障条約第５条

が尖閣諸島に適用されること及び両国が同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対すること

を再確認した。 

 

閣僚は，地域のパートナー国との共同演習及び寄港，海洋状況把握及び法執行といった分野における能力構築，並びに質の

高いインフラを通じた持続可能な経済開発及び連結性の促進を通じたものを含め，自由で開かれたインド太平洋の実現のため

に二国間及び多国間で協働することへのコミットメントを新たにした。閣僚はまた，日米安全保障体制の地域における米軍の

一層のプレゼンスを促進する上での極めて重要な役割を認識した。 

 

米国が日本における前方展開兵力を引き続き維持することを可能にすべく，閣僚は，米軍再編を着実に実施するとの両政府

のコミットメントを再確認した。閣僚はまた，普天間飛行場代替施設（ＦＲＦ）の意義のある進展を歓迎し，ＦＲＦをキャン

プ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画が，普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の

解決策であることを再確認した。閣僚は，同計画を可能な限り早期に完了するとの強い決意を強調した。 

 

日米同盟の深さと幅広さを認識し，閣僚は，追加的な二国間の協力の分野を詳述するファクトシートを発出することに合意

した。 

 

２０１９年日米安全保障協議委員会ファクトシート 

 

２０１９年４月１９日，マイケル・Ｒ・ポンペオ国務長官，パトリック・シャナハン国防長官代行，河野太郎外務大臣及び

岩屋毅防衛大臣は，ワシントンＤＣで会談を行った。共同発表に基づき，閣僚は，以下の共通の優先事項及び取組を通じ，米

国民及び日本国民が日米同盟を強化し，自由で開かれたインド太平洋を築くために協力していくものであると議論した。 

 

I 二国間の安全保障・防衛協力  

領域横断作戦のための協力  

 あらゆる領域横断作戦における宇宙の不可欠な役割を強調しつつ，閣僚は，機能保証，相互運用性及び運用協力を強化す

る宇宙関連能力に係る協力の深化の重要性を強調した。双方は，宇宙状況監視（ＳＳＡ）に係る協力の利益を認識すると

ともに，日本によるディープ・スペース・レーダーの開発及び２０２３年の打ち上げが予定される日本の準天頂衛星シス

テムへの米国が提供するＳＳＡペイロードの搭載の機会を強調した。閣僚はまた，新しく革新的な宇宙に関する考え方を

活用し，同盟が必要とすることを支援する方策を特定することへの関心を強調した。 

 

 閣僚は，日本のイージス・アショアの適時かつ円滑な配備を通じたものを含め，能力を強化し，経空・ミサイル脅威に対

する日米それぞれの統合防衛を強化することを決定した。閣僚はまた，中距離ミサイルの世界的な拡散に係る懸念を共有

し，この増大する脅威に対処するために協働することにコミットした。 

 



日米同盟の能力強化  

 閣僚は，Ｆ－３５，Ｅ－２Ｄ，Ｖ− ２２，スタンド・オフ・ミサイル及びイージス・アショアといった高性能の装備品の

日本への導入を通じたものを含め，現在及び将来双方の必要性を満たすよう，日米同盟の能力を近代化し，適応させるこ

との重要性を改めて表明した。米国は，９機のＥ− ２Ｄを購入するために複数年度予算プロセスを活用するとの日本の決

定を歓迎した。閣僚は，ＦＭＳプロセスの合理化を更に進めるために，複数年度予算の活用並びに価格透明性及び早期か

つ効果的な精算手続の確保の重要性を認識した。 

 

 相互運用性を強化するために，閣僚は，防衛装備品の標準規格化，防衛ネットワークの共有及び新興技術に関する協力を

推進する意図を再確認した。閣僚は，ＳＭ－３ブロックⅡＡに係る進展及び予定される生産段階への移行並びに水陸両用

作戦技術に係る迅速化された共同研究プロセスを歓迎した。 

 

 日米同盟の技術優位性はいかなる時も我々の敵対勢力から保護されなければならないとの認識の下，閣僚は，日米同盟が

進化する脅威に直面する中で，秘密情報の保護，技術優位性の維持並びに共通の経済及び防衛上の優位性の保持のために，

情報保全に係る政府全体の取組を強化し，向上させることにコミットした。閣僚は，任務保証に必要な，防衛産業基盤，

国家のネットワーク及び重要インフラに対する脅威に留意しつつ，一層のサプライチェーン・セキュリティの必要性を強

調した。 

 

運用の即応性及び協力  

 閣僚は，平時及び有事における運用の双方に不可欠な要素である日米同盟の即応性，相互運用性及び抑止力を向上させる

ための手段として，運用協力を深化させることにコミットした。その結果，閣僚は，相互のアセット防護，共同プレゼン

スオペレーション及び共同ＩＳＲ活動，物品役務相互提供協定の下での拡大された範囲における後方支援並びに現在進行

中の連絡官派遣の着実な実施を歓迎した。 

 

 閣僚はまた，相互運用性，抑止力及び対処力を強化し，地元とのより強固な関係を構築するために，両政府が，訓練区域

に加え，自衛隊及び米軍の施設の共同使用を促進することを再確認した。閣僚は，共同計画，及び非戦闘員を退避させる

ための活動に係る協力に関する着実な進展を歓迎した。 

 

II 在日米軍  

 閣僚は，地元への影響を軽減するための取組を継続しつつ，即応性及び抑止力を向上するために，米軍再編を着実に実施

するとの両政府のコミットメントを再確認した。閣僚は，米軍の地元との関係に係るプログラムを立ち上げ，強化する取

組を歓迎した。 

 

 閣僚は，航空機の緊急時使用のための航空自衛隊新田原基地及び築城基地の施設整備に係る進展を歓迎した。 

 

 閣僚は，昨年の厚木飛行場から岩国飛行場への空母航空団部隊の移駐を歓迎した。米国は，新たな自衛隊施設のための馬

毛島の取得に係る日本政府の継続的な取組に対する評価を表明した。同施設は，大規模災害対処等の活動を支援するとと

もに，通常の訓練等のために使用され，併せて，米軍による空母艦載機着陸訓練（ＦＣＬＰ）の恒久的な施設として使用

されることになる。米国は，恒久的なＦＣＬＰ施設が米軍の安全な運用及び訓練に大いに貢献することになると改めて表

明した。閣僚は，可能な限り早期に当該恒久的な施設の整備を完了させるために，緊密に取り組む意図を表明した。 

 

 閣僚は，グアム協定及び約９，０００人の米海兵隊の要員の沖縄から日本国外の場所への計画された移転に係る着実な実

施の進展を歓迎した。閣僚は，２０２０年代前半にグアムへの移転が開始するとの計画を再確認した。 

 

 閣僚は，飛行安全及びこの問題に係る国民の懸念に対処する重要性を認識した。閣僚は，迅速な情報共有を促進させるこ

と，飛行安全に係る定期的な日米協議を継続することにコミットした。双方は，日米同盟のための最高レベルの即応性及

び能力を維持するため，飛行訓練を含む全ての訓練の必要性を認識した。 

 

III 自由で開かれたインド太平洋のためのパートナー国との協働  

 閣僚は，ＡＳＥＡＮの中心性・一体性への支持，共同訓練・演習，能力構築，防衛装備・技術協力等を通じたものを含む

東南アジアにおける多国間協力へのコミットメント及び東アジア首脳会議，ＡＳＥＡＮ地域フォーラム及び拡大ＡＳＥＡ

Ｎ国防相会議を含むＡＳＥＡＮ関連の枠組みへの支持を改めて表明した。メコン地域の国の自律的かつ持続的な開発を支

援するために，閣僚は，国境を越える犯罪及び取引を含む国境を越える共通の課題，地域の連結性，エネルギー安全保障，

及びエネルギーシステムの更なる統合に対処するべく，地域の国々を支援するために，緊密に連携することにコミットし

た。 

 

 閣僚は，日米豪閣僚級戦略対話を通じたものを含む日米豪三か国間の継続的な協力及びハイレベル協議を歓迎するととも

に，東南アジア及び太平洋島嶼国での三か国共同演習及び能力構築の重要性に留意した。閣僚はまた，２０１８年の初め

てとなる日米印首脳会合に満足の意をもって留意するとともに，マラバール２０１８やコープインディア２０１８等の重

要な共同演習を強調した。こうした様々な三か国間の取組を踏まえ，閣僚は，日米豪印の四か国間の取組の定期化を歓迎

した。閣僚はまた，英国及びフランスの地域におけるプレゼンスの向上を歓迎するとともに，航行の自由を支持する活動，

寄港及び違法な「瀬取り」への対策を含む分野における一層の協力を要請した。 

 

 閣僚は，航行及び上空飛行の自由その他の適法な海洋の利用の完全な尊重を要請するとともに，これらの原則を支える活

動の重要性を改めて表明した。閣僚は，全ての当事者に対し，南シナ海における係争ある地形の非軍事化を追求すること，

武力による威嚇又は武力の行使によらずあらゆる海洋紛争を平和的に解決すること，１９８２年の国連海洋法条約に反映



された国際海洋法に基づき海洋に係る主張を明確にすること並びに法的及び外交的プロセスを完全に尊重することを要請

した。 

 

 閣僚は，２０１６年７月の比中仲裁裁判の判断の両当事者にとっての重要性を強調した。閣僚はまた，国際法に完全に従

うものであって，ＡＳＥＡＮ諸国が炭化水素資源開発及び軍事演習等に関し，自ら選択する国及び外国機関との間で協力

する権利を堅持する南シナ海における行動規範の重要性を強調した。 

 

IV ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック  

 閣僚は，２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて，両政府が，政府全体の努力を通じて，引き続き

緊密に協力する意図を確認した。 

（ 了 ） 

 

（20）2020 年（令和２年）１月 17 日「２＋２」共同発表 
 

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約（日米安全保障条約）の 
署名６０周年に際する共同発表 

（仮訳） 
令和２年１月１７日 

茂木外務大臣 
河野防衛大臣 

ポンペオ国務長官 
エスパー国防長官 

 
今から６０年前の１月１９日、日米両国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約（日米安全保障条

約）に署名した。 
 

我々は､日米安全保障条約の署名６０周年を祝い、戦後の日米両国間の友好と信頼の７５年間を振り返るに際し、先人たちの

英知、勇気、そして先見の明に敬意を表する。 
 

我々はまた、日米両国が共有する価値及び利益を守るため、献身的に奉仕する日本国自衛隊及びアメリカ合衆国軍に感謝の

意を表する。 
 

民主主義、人権の尊重、そしてルールに基づく国際秩序といった価値に対する揺るぎないコミットメントに根差した日米同

盟は、地域における安全保障協力等を通じて自由で開かれたインド太平洋という両国が共有するビジョンを実現しつつ､日米両

国の平和と安全を確保するに際して不可欠な役割を果たしてきており、今後もその役割を果たし続ける。日米同盟は､いまだか

つてないほど強固で、幅広く、そして不可欠なものとなっている。 
 

我々は、過去６０年間の成果を賞賛するとともに、今後も日米同盟を強化し、日米両国が共有する価値と諸原則を堅持する

との揺るぎないコミットメントを改めて表明する。 
 
（21）2021 年（令和３年）３月 16 日「２＋２」共同発表 

 

日米安全保障協議委員会共同発表（仮訳） 
 

２０２１年３月１６日、東京において、茂木外務大臣、岸防衛大臣、ブリンケン国務長官及びオースティン国防長官は、日

米安全保障協議委員会を開催した。閣僚は、日米同盟が、インド太平洋地域の平和、安全及び繁栄の礎であり続けることを再

確認した。日本は国家の防衛を強固なものとし、日米同盟を更に強化するために能力を向上させることを決意した。米国は、

核を含むあらゆる種類の米国の能力による日本の防衛に対する揺るぎないコミットメントを強調した。拡大する地政学的な競

争や新型コロナウイルス、気候変動、民主主義の再活性化といった課題の中で、日米は、自由で開かれたインド太平洋とルー

ルに基づく国際秩序を推進していくことへのコミットメントを新たにした。 

 

日米は、中国による、既存の国際秩序と合致しない行動は、日米同盟及び国際社会に対する政治的、経済的、軍事的及び技

術的な課題を提起していることを認識した。閣僚は、ルールに基づく国際体制を損なう、地域の他者に対する威圧や安定を損

なう行動に反対することを確認した。閣僚は、自由かつ適法な通商への支持、航行及び上空飛行の自由並びにその他の適法な

海洋の利用を含む国際法の尊重を再確認した。閣僚はまた、中国海警法等の最近の地域における混乱を招く動きについて深刻

な懸念を表明した。さらに、閣僚は、日米安全保障条約第５条の下での尖閣諸島を含む日本の防衛に対する米国の揺るぎな 

いコミットメントについて議論した。日米は、現状変更を試みる、あるいは、尖閣諸島に対する日本の施政を損なおうとす

る、いかなる一方的な行動にも引き続き反対する。閣僚は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調した。閣僚は、南シナ海に

おける、中国の不法な海洋権益に関する主張及び活動への反対を改めて表明し、１９８２年の国連海洋法条約の下で設置され

たフィリピンと中国との間の仲裁裁判所の２０１６年７月の判断が最終的であり、当事国を法的に拘束することを想起した。

閣僚は、香港及び新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻な懸念を共有した。 

 

閣僚は、北朝鮮の軍備が国際の平和と安定に対する脅威であることを認識し、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを

再確認し、北朝鮮に対し、国連安保理決議の下での全ての義務に従うことを求めた。閣僚はまた、拉致問題の即時解決の必要

性を確認した。日本、米国及び韓国の三か国間協力は我々が共有するインド太平洋地域の安全、平和及び繁栄にとって不可欠



である。 

 

日米両国は、日米同盟の強さは、共通の価値に基づくものであり、志を同じくする民主主義国との緊密なパートナーシップ

のネットワークにより一層強化されるものであることを再確認した。３月１２日の日米豪印首脳会議は、世界に対して、普遍

的な価値に基づき、威圧的な力に制約されることのない、自由で、開かれ、かつ包摂的な地域の共有されたビジョンを示した。

閣僚は、ASEAN の中心性及び一体性並びに「インド太平洋に関する ASEAN アウトルック」への強固な支持を確認しつつ、ASE

AN と協働することを誓約した。 

 

一層深刻化する地域の安全保障環境を認識し、閣僚は、日米同盟の役割・任務・能力について協議することによって、安全

保障政策を整合させ、全ての領域を横断する防衛協力を深化させ、そして、拡大抑止を強化するため緊密な連携を向上させる

ことに改めてコミットした。宇宙やサイバーといった領域、及び情報保全を更に強化していくことの重要性を強調した。さら

に、閣僚は、同盟の運用の即応性及び抑止態勢を維持し、将来的な課題へ対処するための、実践的な二国間及び多国間の演習

及び訓練が必要であると改めて表明した。 

 

閣僚は、米国国防省が「世界的な戦力態勢の見直し」を進めている中で緊密に連携することの重要性を認識した。閣僚は、

米軍再編の取組に係る進展を歓迎するとともに、地元への影響を軽減しつつ、運用の即応性及び持続可能なプレゼンスを維持

できるように現行の取決めを実施していくことに対するコミットメントを再確認した。閣僚は、普天間飛行場代替施設をキャ

ンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画が、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一

の解決策であることを再確認し、可能な限り早期に建設を完了することにコミットした。在日米軍駐留経費負担につき、現行

の特別協定を１年延長する改正に合意したことを受け、閣僚は、双方の交渉官に、双方が裨益する新たな複数年度の合意に向

けて取り組むことを指示した。 

 

２０１１年の３月１１日の東日本大震災とその余波で失われた幾多の命を追悼し、閣僚は、日米同盟の協力の精神を強調し、

インド太平洋地域で平和と安定を維持するために共に取り組んでいくことへのコミットメントを再確認した。 

 

日米同盟の深さと幅広さ及び無数の共通の優先的な政策に関する取組を強める必要性を認識し、閣僚は、年内の日米安全保

障協議委員会の改めての開催を呼びかけた。 

 

（22）2022 年（令和４年）１月７日「２＋２」共同発表 

 

日米安全保障協議委員会共同発表（仮訳） 
 

２０２２年１月７日（日本時間。米国東部時間６日。）、東京とワシントンＤＣそれぞれにおいて、林外務大臣、岸防衛大

臣、ブリンケン国務長官及びオースティン国防長官は、バーチャル形式で日米安全保障協議委員会を開催した。 

 

閣僚は、自由で開かれたインド太平洋地域へのコミットメントを強く再確認し、また、地域の平和、安全及び繁栄の礎とし

ての日米同盟の不可欠な役割を認識した。閣僚は、変化する安全保障上の課題に、パートナーと共に、国力のあらゆる手段、

領域、あらゆる状況の事態を横断して、未だかつてなく統合された形で対応するため、戦略を完全に整合させ、共に目標を優

先づけることによって、同盟を絶えず現代化し、共同の能力を強化する決意を表明した。閣僚は、地政学的な緊張、新型コロ

ナウイルスのパンデミック、恣意的で威圧的な経済政策、そして気候危機により提起された喫緊の諸課題を認識し、ルールに

基づく国際秩序や基本的な価値及び原則へのコミットメントを新たにした。閣僚は、地域の戦略バランスを悪化させる急速か

つ不透明な軍事力の増強に直面する中で、核兵器、弾道・巡航ミサイル及び極超音速兵器を含む先進兵器システムの大規模な

開発や配備について、懸念を共有した。閣僚はまた、サイバー、宇宙及びその他の領域において増加する悪意ある行動、並び

に武力紛争に至らない、威圧的又は利己的な手段を通じた現状変更の試みの潮流について議論した。 

 

日本は、国家の防衛を強固なものとし、地域の平和と安定に貢献するため、防衛力を抜本的に強化する決意を改めて表明し

た。米国は、日本の決意を歓迎するとともに、最近完了した「世界的な戦力態勢の見直し（ＧＰＲ）」において表明したよう

に、インド太平洋における態勢及び能力を最適化する決意を表明した。米国は、核を含むあらゆる種類の能力を用いた日米安

全保障条約の下での日本の防衛に対する揺るぎないコミットメントを改めて表明した。日米は、米国の拡大抑止が信頼でき、

強靱なものであり続けることを確保することの決定的な重要性を確認した。 

 

閣僚は、ルールに基づく秩序を損なう中国による現在進行中の取組は、地域及び世界に対する政治的、経済的、軍事的及び

技術的な課題を提起するものであるとの懸念を表明した。閣僚は、地域における安定を損なう行動を抑止し、必要であれば対

処するために協力することを決意した。閣僚は、自由かつ適法な通商への支持、航行及び上空飛行の自由並びにその他の適法

な海洋の利用を含む国際法の尊重を再確認した。閣僚は、地域の平和と安定を損なう威圧的な行動に関するデータを収集・分

析するための取組を通じたものを含め、情報共有の取組を強化する意図を共有した。閣僚は、地域の平和と安定を更に損なう

東シナ海における中国の活動に懸念を表明した。米国は、尖閣諸島の現状変更を試みる、あるいは、その日本の施政を損なお

うとする、いかなる一方的な行動にも反対することに関し日本と固く結束していることを改めて表明し、日米安全保障条約第

５条が尖閣諸島に適用されることを再確認した。また、閣僚は、南シナ海における、中国の不法な海洋権益に関する主張、軍

事化及び威圧的な活動への強い反対を改めて表明し、１９８２年の国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）の下で設置されたフィリ

ピンと中国との間の仲裁裁判所の２０１６年７月の判断が最終的であり、当事国を法的に拘束することを強調して想起した。

閣僚は、新疆ウイグル自治区及び香港の人権問題について深刻、かつ、継続する懸念を表明した。閣僚は、自由、民主主義、

人権、法の支配、国際法、多国間主義及び自由で公正な経済秩序の尊重へのコミットメントを共有する全ての主体と協力する

ことにコミットした。閣僚は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促した。 

 



閣僚は、朝鮮半島の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対し、国連安保理決議の下での義務に従うこと

を求め、北朝鮮の核及びミサイル開発活動の進展への強い懸念を表明し、拉致問題の即時解決の必要性を確認した。閣僚は、

インド太平洋地域及び世界で、共有された安全、平和及び繁栄にとって不可欠な、日本、米国及び韓国それぞれの二国間協力

及び三か国間協力の深化にコミットした。 

 

閣僚は、自由で開かれたルールに基づく秩序を推進するという、日米豪印（クアッド）のメンバーである豪州及びインドと

の２０２１年９月のコミットメントを新たにした。閣僚は、画期的な日豪円滑化協定（ＲＡＡ）の署名、昨年１１月の日本に

よる初めての豪州の艦船に対する武器等防護任務及びＡＵＫＵＳパートナーシップによって示された、日米それぞれの豪州と

の安全保障･防衛協力を支持した。閣僚は、英国、フランス、ドイツ及びオランダそしてＥＵ及びＮＡＴＯを通じたものも含め

た、欧州のパートナーや同盟国による、インド太平洋における更なる関与を歓迎し、多国間演習や展開の拡大に支持を表明し

た。 

 

閣僚は、ＡＳＥＡＮ一体性・中心性及び「インド太平洋に関するＡＳＥＡＮアウトルック」への強固な支持を再確認した。

閣僚は、東南アジア及び太平洋島嶼国のパートナーとの安全保障協力や能力構築の取組を強化する必要性に留意した。閣僚は、

ミャンマーの人々に対する暴力を非難し、全ての暴力の即時停止及び包摂的な民主主義への道への早期回帰に向けた努力を継

続していくことを決意した。 

 

困難を増す地域の安全保障環境に対応するにあたり、日米は、今後作成されるそれぞれの安全保障戦略に関する主要な文書

を通じて、同盟としてのビジョンや優先事項の整合性を確保することを決意した。日本は、戦略見直しのプロセスを通じて、

ミサイルの脅威に対抗するための能力を含め、国家の防衛に必要なあらゆる選択肢を検討する決意を表明した。日米は、この

プロセスを通じて緊密に連携する必要性を強調し、同盟の役割・任務・能力の進化及び緊急事態に関する共同計画作業につい

ての確固とした進展を歓迎した。 

 

閣僚は、とりわけ陸、海、空、ミサイル防衛、宇宙、サイバー、電磁波領域及びその他の領域を統合した領域横断的な能力

の強化が死活的に重要であることを強調した。即応性、抗たん性及び相互運用性を向上させる必要性を強調し、閣僚は、アセ

ット防護任務、共同の情報収集、警戒監視及び偵察（ＩＳＲ）活動、実践的な訓練・演習、そして、柔軟に選択される抑止措

置（ＦＤＯ）、戦略的メッセージを含む協力の深化を歓迎した。閣僚はまた、日本の南西諸島を含めた地域における自衛隊の

態勢強化の取組を含め、日米の施設の共同使用を増加させることにコミットした。 

 

閣僚は、同盟の即応性と抗たん性を高めるために日本の米軍への支援を拡大し、再編成することとなる、新たな在日米軍駐

留経費負担（「同盟強靱化予算」）に係る実質合意及び特別協定への署名を歓迎した。閣僚は、予算要求のための全ての必要

な手続の完了を前提として、優先付けされた事業への資金となる日本の提供施設整備（ＦＩＰ）の総額が１６４１億円となる

ことを再確認し、二国間の訓練及び協力の増加を可能にする、訓練の能力に係る新たなカテゴリーの創設を賞賛した。 

 

閣僚は、先進武器システムに関する秘密軍事情報の保全措置強化に関する２０２１年５月の交換公文に示されるような、情

報保全に係る取組及びインフラの強化及び増強にコミットした。閣僚は、悪意あるサイバー主体に起因するかつて無いほど複

雑で破壊的な脅威及びそうした脅威が国家安全保障に及ぼすリスクに対する懸念を共有し、強固なネットワーク防衛及びあら

ゆる種類のサイバー脅威への共同対処が同盟にとって必須であることを確認した。閣僚は、各国に対し、国際法に従うこと、

及び、国家は自国の領域を国際的に不法な行為にそれと知りつつ使用させるべきでないことを含む、責任ある行動に関するコ

ンセンサス方式で合意された規範を履行することを求めた。 

 

閣僚は、安全で、安定的かつ持続可能な宇宙領域及び責任ある行動の規範を確立させることへのコミットメントを新たにし

た。閣僚は、低軌道衛星コンステレーションについての議論を継続することも含め、宇宙状況把握、機能保証、相互運用性並

びに、宇宙への、宇宙からの及び宇宙における深刻な脅威への共同対処に関する協力を深化させていくことで一致した。 

 

閣僚は、人工知能、機械学習、指向性エネルギー及び量子計算を含む重要な新興分野において、イノベーションを加速し、

同盟が技術的優位性を確保するための共同の投資を追求することにコミットした。閣僚は、極超音速技術に対抗するための将

来の協力に焦点を当てた共同分析を実施することで一致した。閣僚はまた、共同研究、共同開発、共同生産、及び共同維持並

びに試験及び評価に関する協力に係る枠組みに関する交換公文を歓迎した。これに基づき日米は、新興技術に関する協力を前

進及び加速化させていく。閣僚は、調達の合理化及び防衛分野におけるサプライチェーンの強化に関する協力を強調した。 

 

閣僚は、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに

隣接する水域における普天間飛行場代替施設の建設継続へのコミットメントを強調した。米国は、２０１１年日米安全保障協

議委員会（ＳＣＣ）文書の記述と一致する馬毛島の施設について、２０２２日本会計年度日本政府予算案への建設費の計上に

よる日本の決定を歓迎した。閣僚は、新型コロナウイルス感染症対策、事件・事故に関する適時な情報共有、地元の影響軽減

及び地元との強固な関係の後押しに係る二国間の連携の重要性を再確認した。閣僚は、沖縄における米軍施設の土地返還及び

統合並びに２０２４年に開始される米海兵隊要員約４，０００人の沖縄からグアムへの移転を含む、米軍再編に係る二国間の

取組を加速化させる重要性を確認した。 

 

閣僚は、同盟の共同での決意を改めて表明し、インド太平洋地域の平和と安定を維持するために緊密なパートナーシップの

下で取り組んでいくことへのコミットメントを強調した。 

 

 

 

 



（23）2023 年（令和５年）１月 11 日「２＋２」共同発表 

 

日米安全保障協議委員会共同発表（仮訳） 
 

ブリンケン国務長官、オースティン国防長官、林外務大臣及び浜田防衛大臣（以下、併せて「閣僚」という。）は、２０２

３年１月１１日、ワシントン DC において日米安全保障協議委員会（ＳＣＣ）を開催した。 

 

閣僚は、統合された形での抑止力強化に向けてそれぞれの国の新たな国家安全保障戦略及び国家防衛戦略が軌を一にしてい

ることを認識し、戦略的競争の新たな時代において勝利する態勢をとるための現代化された同盟のビジョンを提示した。 

 

閣僚は、日米同盟が地域の平和、安全及び繁栄の礎であることを宣言し、自由で開かれたインド太平洋地域を擁護するとの

コミットメントを改めて力強く表明した。閣僚は、抑止力を強化し、変化する地域及び世界の安全保障上の課題に対処する、

より能力があり、統合され、機動的な同盟を構築するための現代化に向けた二国間の取組を推進することを決意した。閣僚は、

同盟がこれらの課題に直面しても強固であり、ルールに基づく国際秩序を支える共通の価値と規範を確固として支持するもの

であることを確認した。閣僚は、世界中の場所のいかんに関わらず、いかなる力による一方的な現状変更にも反対するとのコ

ミットメントを新たにした。 

 

閣僚は、それぞれの国家安全保障戦略及び国家防衛戦略の公表を歓迎し、両者のビジョン、優先事項及び目標がかつてない

ほど整合していることを確認した。これは、一層厳しさを増す安全保障環境に対処するために、同盟を継続的に現代化するた

めの取組の堅固な基盤を形成するものである。 

 

日本は、新たな戦略の下、防衛予算の相当な増額を通じて、反撃能力を含めた防衛力を抜本的に強化するとの決意を改めて

表明した。日本はまた、自国の防衛を主体的に実施し、米国や他のパートナーとの協力の下、地域の平和と安定の維持に積極

的に関与する上での役割を拡大するとの決意を再確認した。米国は、日本の新たな国家安全保障政策について、同盟の抑止力

を強化する重要な進化として、強い支持を表明した。 

 

米国は、より多面的で、より強靱で、そしてより機動的な能力を前方に展開することで、日本を含むインド太平洋における

戦力態勢を最適化するとの決意を表明した。日本は、米国の戦力態勢を最適化する計画を支持し、地域における強固なプレゼ

ンスを維持するとの米国の強いコミットメントを歓迎した。 

 

米国は、核を含むあらゆる種類の米国の能力を用いた、日米安全保障条約第５条の下での、日本の防衛に対する米国の揺る

ぎないコミットメントを再表明した。閣僚は、米国の日本に対する拡大抑止、及び、最近公表された米国の「核態勢の見直し」

について突っ込んだ議論を行い、日本の能力によって強化される米国の拡大抑止が信頼でき、強靱なものであり続けることを

確保することの決定的な重要性を再確認した。閣僚は、日米両国が日米拡大抑止協議及び様々なハイレベルでの協議を通じ、

実質的な議論を深めていく意図を有していることを改めて表明した。 

 

日米両国の新たな戦略に従い、閣僚は、現在及び将来の安全保障上の課題に対処するため、同盟の役割及び任務を進化させ

る作業を加速させ、また、相互運用可能で高度な能力を活用していくことを決定した。閣僚は、また、日米同盟による地域内

外での同盟国やパートナーとの活動を共同で強化することを決意した。 

 

戦略的競争の新たな時代 

 

閣僚は、中国の外交政策は自らの利益のために国際秩序を作り変えることを目指しており、伸張する同国の政治力、経済力、

軍事力及び技術力をその目的のために用いようとしているとの見解で一致した。この行動は、同盟及び国際社会全体にとって

の深刻な懸念であり、インド太平洋地域及び国際社会全体における最大の戦略的挑戦である。 

 

閣僚は、尖閣諸島に対する日本の長きにわたる施政を損なおうとする行為を通じたものを含む、中国による東シナ海におけ

る力による一方的な現状変更の試みが強まっていることへの強い反対の意を改めて表明した。米国は、日米安全保障条約第５

条が尖閣諸島に適用されることを改めて確認した。閣僚は、一部のミサイルが日本の先島諸島周辺の水域に着弾した、２０２

２年８月の中国の弾道ミサイル発射を含む、日本周辺における中国の危険な軍事活動及び挑発的な軍事活動を非難した。閣僚

は、中国の、透明性の欠如によっても特徴付けられる、現に行われており、かつ加速しつつある核戦力の増強に関する継続的

な懸念を共有した。 

 

閣僚はまた、南シナ海における中国の不法な海洋権益に関する主張、埋立地形の軍事化及び威嚇的で挑発的な活動に対する

強い反対を改めて表明した。閣僚は、自由かつ適法な通商への支持並びに航行及び上空飛行の自由並びにその他の適法な海洋

の利用を含む国際法の完全な尊重を改めて確認した。この文脈で、閣僚は、１９８２年の国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）の

下で設置された南シナ海仲裁（フィリピン共和国対中華人民共和国）における２０１６年７月１２日付けの判断を、それが当

該手続の当事国に対して最終的かつ法的拘束力を有することを強調しつつ想起した。閣僚はまた、この文脈において、非市場

的政策及び慣行並びに経済的威圧に対処するため、共に緊密に取り組んでいくことを確認した。閣僚は、台湾に関する両国の

基本的な立場に変更はないことを述べ、国際社会の安全と繁栄に不可欠な要素である台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を

改めて表明した。閣僚は両岸問題の平和的解決を促した。閣僚は、香港の自治及び自由の状況、並びに新疆ウイグル自治区に

おけるものを含む人権問題に対する深刻な懸念を表明した。 

 

閣僚は、複数の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級ミサイル及び日本上空を飛翔した弾道ミサイルを含む、過去１年間に北

朝鮮が行った前例のない数の不法かつ無謀な弾道ミサイルの発射を強く非難した。閣僚は、北朝鮮がその核戦力を質・量共に



最大限の速度で強化するとの方針を表明したことに強い懸念を表明し、北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを改めて確

認した。閣僚は、北朝鮮に対し、国連安保理決議の下での義務に従うことを求めるとともに、拉致問題の即時解決の必要性を

確認した。閣僚はまた、北朝鮮がもたらす重大な脅威に対処し、インド太平洋地域及び国際社会における安全、平和及び繁栄

を促進するために極めて重要な日本、米国及び韓国それぞれの二国間協力及び三か国間協力を深化させることにコミットした。 

 

閣僚は、ロシアによるウクライナに対する残虐でいわれのない不当な戦争を強く非難した。閣僚は、ロシアによる国連憲章

違反と、進行中のウクライナに対する侵略等を通じた、力により一方的に国境を変更する試みは、欧州地域への深刻な安全保

障上の脅威であり、国際秩序の根幹を揺るがすものであることを認識した。閣僚は、ロシアによる無謀な核のレトリックと民

生インフラに対する攻撃を非難し、ロシアがウクライナにおける残虐行為の責任を負う必要性を改めて表明した。閣僚はまた、

日本周辺での共同行動及び訓練を含む、ロシアによる中国との、増加する挑発的な戦略的軍事協力への懸念を強調した。 

 

同盟の現代化 

 

同盟の役割及び任務の進化並びに上述の安全保障上の課題に対応するための相互運用能力の強化に鑑み、閣僚は、以下の分

野に関するものを含めて両国間の協議を加速させることを決定した。 

 

（１） 同盟における調整 

閣僚は、起こり得るあらゆる事態に適時かつ統合された形で対処するため、同盟調整メカニズムを通じた二国間調整を

更に強化する必要性を改めて強調した。この文脈で、米国は、日本による常設の統合司令部設置の決定を歓迎した。閣僚

は、相互運用性と即応性を高めるため、同盟におけるより効果的な指揮・統制関係を検討することにコミットした。閣僚

はまた、より強固な政策及び運用協力のために、パートナー国との効果的な調整を向上させる必要性を共有した。 

 

（２） 平時における同盟の取組 

閣僚は、日本に対する武力攻撃及び地域における安定を損なう行動を抑止するための、平時における共同の取組の決定

的な重要性を強調した。閣僚は、情報収集、警戒監視及び偵察（ＩＳＲ）活動並びに柔軟に選択される抑止措置（ＦＤＯ）

を含む二国間協力を深化させることを決定した。閣僚は、米国による鹿屋航空基地へのＭＱ－９無人航空機の展開及び情

報共有を増加させるための日米共同情報分析組織の発足を歓迎した。閣僚は、これらの取組の効果を最大化するため、武

器等防護任務、パートナーへの広範な関与及び戦略的メッセージングの分野における協力を更に拡大することを決定した。

閣僚は、自衛隊による嘉手納弾薬庫地区の追加的な施設の共同使用を歓迎した。閣僚はまた、日本の南西諸島を含む地域

において、日米の施設の共同使用を拡大し、共同演習・訓練を増加させることにコミットした。 

 

閣僚は、空港及び港湾の柔軟な使用が有事における防衛アセットの坑たん性及びその運用効果を確保するために重要で

あることを強調し、そのような使用を可能にするために、演習や検討作業を通じて協力することを決定した。 

 

（３） 同盟の抑止力・対処力 

閣僚は、新たな戦略文書と整合している同盟の取組は、統合防空ミサイル防衛、対水上戦、対潜水艦戦、機雷戦、水陸

両用作戦、空挺作戦、情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティング（ＩＳＲＴ）、兵站及び輸送といった任務分野に焦点

を当てるべきであることで一致した。閣僚は、米国との緊密な連携の下での日本の反撃能力の効果的な運用に向けて、日

米間の協力を深化させることを決定した。閣僚は、緊急事態に関する共同計画作業並びにキーン・ソード２３、レゾリュ

ート・ドラゴン２２、オリエント・シールド２２及びＭＶ－２２低空飛行訓練等の実践的な訓練及び演習の着実な進展を

歓迎した。 

 

閣僚は、とりわけ陸、海、空、宇宙、サイバー、電磁波領域及びその他の領域を統合した領域横断的な能力の強化が死

活的に重要であることを強調した。 

 

（４） 宇宙・サイバー・情報保全 

閣僚は、同盟の平和、安全及び繁栄に対する宇宙空間の重要性の高まりを認識し、２０２３年に予定されている日本の

宇宙状況監視システムの運用開始後の宇宙領域把握における協力の強化を通じたものを含む、機能保証、相互運用性及び

運用協力を強化する宇宙関連能力に係る協力の深化へのコミットメントを新たにした。 

 

閣僚は、宇宙への、宇宙からの又は宇宙における攻撃が、同盟の安全に対する明確な挑戦であると考え、一定の場合に

は、当該攻撃が、日米安全保障条約第５条の発動につながることがあり得ることを確認した。閣僚はまた、いかなる場合

に当該攻撃が第５条の発動につながることがあり得るかは、他の脅威の場合と同様に、日米間の緊密な協議を通じて個別

具体的に判断されることを確認した。 

 

閣僚は、同盟にとっての、サイバーセキュリティ及び情報保全の基盤的な重要性を強調した。閣僚は、２０２２年３月

の自衛隊サイバー防衛隊の新編を歓迎し、更に高度化・常続化するサイバー脅威に対抗するため、協力を強化することで

一致した。米国は、より広範な日米協力の基盤を提供することとなる、政府全体のサイバーセキュリティ政策を調整する

新たな組織の設置及びリスク管理の枠組みの導入など、国家のサイバーセキュリティ態勢を強化する日本のイニシアティ

ブを歓迎した。閣僚は、日本の防衛産業サイバーセキュリティ基準の策定に係る取組を含む、産業サイバーセキュリティ

強化の進展を歓迎した。そして、閣僚は、情報保全に関する日米協議の下でのこれまでの重要な進展を強調した。 

 

（５） 技術的優位性の確保 

閣僚は、技術の発展を同盟の能力に統合していくことの重要性を強調しつつ、同盟の競争上の優位性を更に研ぎ澄ます

ために、技術協力及び新興技術への共同投資を強化することにコミットした。閣僚はまた、防衛装備品の強靱で、多様化



され、安全なサプライチェーンが国家安全保障を確保するために不可欠であることを強調した。 

 

この関連で、閣僚は、研究、開発、試験及び評価プロジェクトに関する了解覚書、防衛装備品等の供給の安定化に係る

取決めへの署名並びに日米間の政府品質管理に係る取決めに関する相当の進展を歓迎した。 

 

これらの成果並びに高出力マイクロ波及び自律型システムの共同研究プロジェクトに関する議論を含む防衛科学技術協

力の着実な進展を基に、閣僚は、防衛装備品の共同研究・開発に向けた取組をより一層推進することで一致した。極超音

速技術に対抗するための共同分析の進展を踏まえ、閣僚は、先進素材及び極超音速環境での試験を含む重要な要素に関す

る共同研究を開始することで一致した。閣僚はまた、将来のインターセプターの共同開発の可能性について議論を開始す

ることで一致した。閣僚はまた、二国間の取組を補完する、志を同じくする同盟国やパートナーとの技術協力の深化の重

要性を共有した。 

 

同盟パートナーシップの拡大 

 

閣僚は、２０２２年８月の日米豪閣僚級戦略対話並びに２０２２年６月及び１０月の日米豪防衛相会談の成果を基に、また、

２０２２年１０月に署名された安全保障協力に関する日豪共同宣言の下で拡大していく活動を活かし、豪州とのパートナーシ

ップを更に推進していくことへのコミットメントを新たにした。この文脈で、閣僚は、２０２２年１１月に三か国が連携した

形では初となる警護活動が成功裏に完了したことを強調した。閣僚はまた、情報収集、警戒監視及び偵察（ＩＳＲ）活動を含

む相互運用性を強化するために三か国間の訓練・演習を増加させるとともに、技術協力の機会を追求するとの決意を表明した。

この文脈で、閣僚は、２０２２年１２月の米豪外務・防衛担当閣僚協議での共同声明に基づいた、豪州北部におけるものを含

む三国間の訓練の機会を増加させることの重要性を改めて確認した。閣僚は、インド太平洋地域のパートナーのニーズに対応

する質の高い、透明性のあるインフラ整備を支援するとのコミットメントを改めて確認し、インフラ投資に関する日米豪パー

トナーシップに関する了解覚書の更新を歓迎した。 

 

閣僚はまた、韓国との協力を一層深化させることの重要性、並びに、弾道ミサイル防衛、対潜水艦戦、海洋安全保障、捜索

・救難、人道支援及び災害救助活動等の分野を含む、多国間及び三か国間の演習やその他の活動の機会を追求することの重要

性を強調した。 

 

閣僚は、ＡＳＥＡＮ一体性・中心性及び「インド太平洋に関するＡＳＥＡＮアウトルック」への強い支持を改めて確認した。

閣僚は、共同訓練、能力構築、あり得べき防衛装備品の移転等の活動を通じて、東南アジア及び太平洋島嶼国のパートナーと

の経済及び安全保障協力を更に促進することの重要性を認識した。閣僚は、太平洋諸島フォーラムの「ブルーパシフィック大

陸のための２０５０年戦略」を支援する「ブルーパシフィックにおけるパートナー」イニシアティブの下での更なる協力を歓

迎した。閣僚は、様々な分野における実践的な協力の促進を通じ地域への積極的な貢献を行っている日米豪印（クアッド）の

重要性を再確認した。 

 

閣僚は、同志国が、インド太平洋及び欧州・大西洋地域において、ルールに基づくグローバルな秩序に対する同様の、かつ、

相互に増幅し合う脅威に直面していることに留意し、二国間及びＮＡＴＯやＥＵといった多国間組織を通じた、欧州・大西洋

地域のパートナーによるインド太平洋への関与の増大を歓迎した。閣僚は、豪州及び英国との間の円滑化協定を含む日本の新

たな二国間合意により促進される演習や展開の拡大への支持を表明した。米国は、ＮＡＴＯとの国別適合パートナーシップ計

画をまとめるための日本の取組を支持し、また、日本がウクライナへの支援の提供を通じ、欧州安全保障を一層重視している

ことを歓迎した。米国は同様に、日本によるＮＡＴＯとの協力関係の強化及びＮＡＴＯのアジア太平洋パートナーグループの

中での日本の主導的な役割を歓迎した。この観点から、米国は、日本の総理大臣として初のＮＡＴＯ首脳会合への参加となっ

た、岸田総理大臣の２０２２年６月のマドリードでのＮＡＴＯ首脳会合への出席を歓迎した。 

 

同盟の態勢の最適化 

 

閣僚は、地域における安全保障上の増大する課題に対処するために、日本の南西諸島の防衛のためのものを含め、向上され

た運用構想及び強化された能力に基づいて同盟の戦力態勢を最適化する必要性を確認した。 

 

閣僚は、厳しい競争的な環境に直面し、日本における米軍の前方態勢が、同盟の抑止力及び対処力を強化するため、強化さ

れた情報収集・警戒監視・偵察能力、対艦能力及び輸送力を備えた、より多面的な能力を有し、より強靱性があり、そして、

より機動的な戦力を配置することで向上されるべきであることを確認した。 

 

そのような政策に従って、２０１２年４月２７日のＳＣＣで調整された再編の実施のための日米ロードマップは再調整され、

第３海兵師団司令部及び第１２海兵連隊は沖縄に残留する。第１２海兵連隊は２０２５年までに第１２海兵沿岸連隊に改編さ

れる。 

 

閣僚は、２０１２年の再編計画の基本的な原則に対するコミットメントを改めて表明するとともに、これら再調整が、沖縄

統合計画において返還が予定される土地に影響を及ぼさず、かつキャンプ・シュワブにおける普天間飛行場代替施設のための

継続的な進展に影響を及ぼさないことを確認した。 

 

閣僚は、沖縄における米海兵隊の最終的なプレゼンスを、２０１２年に見直された再編のロードマップに示された水準と整

合的な形とするとのコミットメントを再確認した。閣僚はまた、これらの再調整が、改正されたグアム協定に基づく、日本の

資金提供にも、建設事業にもいかなる変更も必要としないことを確認した。 

 



閣僚は、日本における同盟の海上機動力を更に強化するため、２０２３年に予定される、横浜ノース・ドックにおける小型

揚陸艇部隊の新編を歓迎した。 

 

閣僚は、これらの取組が、日本の防衛に対する米国の確固たるコミットメントを示すものであり、そして日本の防衛力の抜

本的強化と方向性を同じくすることを確認した。閣僚は、日本における最適化された米国の戦力態勢が、南西諸島を含む地域

における強化された自衛隊の能力及び態勢とともに、同盟の抑止力及び対処力を実質的に強化することを確認した。 

 

閣僚は、これらの取組及び日本における米国の戦力態勢を一層最適化するための方策につい 

て緊密な協議を継続することを決定した。 

 

閣僚はまた、在日米軍の施設及び区域の再編を支える現在行われている事業の着実な実施並びに地元との関係の重要性を再

確認した。閣僚は、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及

びこれに隣接する水域における普天間飛行場代替施設の建設継続へのコミットメントを強調した。閣僚は、空母艦載機着陸訓

練を含めた目的のために使用される、馬毛島における自衛隊施設の整備の進展及び将来の見通しを歓迎した。閣僚は、沖縄に

おける移設先施設の建設及び土地返還並びに２０２４年に開始される米海兵隊要員の沖縄からグアムへの移転を含む、米軍再

編に係る二国間の取組を加速化させる重要性を確認した。閣僚は、事件・事故に関する適時な情報共有を行うこと、環境に係

る協力を強化すること、及び、同盟の活動の重要性について地元とのコミュニケーションを行いつつ、地元への影響を軽減し、

地元との強固な関係を後押しすることに係る二国間の継続的な連携の重要性を確認した。 

 

 


